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1. 事業の背景・目的 

医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の

意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備が求められてい

る。 

高齢化の進展に伴い、高齢者の救急搬送は増加の一途を辿っている中で、在宅で最期まで療養する

ことを希望する患者の病状が急変した際に、本人の意思に沿わない救急搬送が増加することが懸

念されており、地域において、患者の病状や希望する療養場所、延命治療に対する希望等、患者の

意思を共有するための関係機関間の連携体制の構築が喫緊の課題となっている。 

そのため、本事業により、地域における在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支援

し、人生の最終段階において本人の意思が尊重される環境を整備することを目的とする。 

 

2. 事業の実施概要 

(１)昨年度セミナー参加地域への調査 

① 調査の背景・目的 

昨年度の「平成 29 年度 在宅医療・救急医療連携セミナー」の参加地域に対し、今年度セミ

ナー等の運用を検討するため、事前情報として、セミナー参加後の状況等の調査を行った。 

 

② 調査対象 

以下全 16 地域 

平成 29 年度 在宅医療・救急医療連携セミナー参加地域 

№ 都道府県 市町村(保健所)名 

1 宮城県 大崎市 
2 千葉県 柏市 
3 千葉県 市川市 
4 千葉県 白井市 
5 神奈川県 横浜市 
6 横須賀市 横須賀市 
7 東京都 ⼩⾦井市 
8 富山県 富山市 
9 ⻑野県 松本市 

10 愛知県 豊田市 
11 愛知県 豊明市 
12 和歌山県 田辺保健所 
13 和歌山県 御坊保健所 
14 鳥取県 日野郡日野町 
15 山口県 下関市 
16 福岡県 古賀市 

 

③ 調査方法 

メール送付、メール回答 
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④ 調査期間

平成 31 年 10 月 1 日～平成 31 年 10 月 10 日

⑤ 回収状況

16 地域中、15 地域が回答。

(２)先進取組地域への事例収集

(１)の昨年度セミナー参加地域への調査、インターネット等の文献調査、電話ヒアリング、以

下「VI. 急病を中心とする救急搬送に関するアンケート 調査結果」等から、在宅医療・救急医療

の連携が進んでいる先進地域を 10 件選出し、事例収集を行った。先進取り組み地域と取組中心

団体については以下の通り。 

先進取り組み地域 

№ 都道府県 市町村名 取組中心団体

1 東京都 八王子市 八王子市⾼齢者救急医療体制広域連絡会
(八⾼連) 

2 神奈川県 横須賀市 一般社団法人 横須賀市医師会 
横須賀市役所 

3 千葉県 柏市 柏市役所 

4 新潟県 ⻑岡市 一般社団法人 ⻑岡市医師会 

5 新潟県 佐渡市 JA 新潟県厚生連 佐渡総合病院 

6 愛知県 一宮市 一般社団法人 一宮市医師会 

7 岡山県 ⾼梁市 ⾼梁市役所 

8 鳥取県 日野郡日野町 日野町役場 

9 大分県 臼杵市 臼杵市医師会⽴ コスモス病院 

10 ⻑崎県 ⻑崎市 特定非営利活動法人 ⻑崎地域医療連携 
ネットワークシステム協議会(あじさいネット)

(３)セミナーの実施

① セミナーの企画・準備

A. ファシリテーターの選定

上記(２)に記載した先進地域より、ファシリテーターを 6 名選出した。ファシリテーターには、

セミナーにて自地域の取組事例を紹介いただくとともに、在宅医療・救急医療連携について専門的

見地から指導・支援をいただいた。 
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ファシリテーター名簿(敬称略) 

№ 地域 ご所属 役職 姓名 

1 
東京都 
八王子市 

八王子⾼齢者救急医療体制広域連絡会
(八⾼連) 会⻑ 

田中 裕之 
(医師) 医療法人 永寿会 陵北病院 院⻑ 

2 
千葉県 
柏市 柏市 保健福祉部 地域医療推進課 専門官 浅野 美穂子 

(保健師) 

3 
新潟県 
⻑岡市 一般社団法人 ⻑岡市医師会 会⻑ ⻑尾 政之助 

(医師) 

4 
鳥取県 
日野町 日野町 地域包括支援センター 所⻑ 生田 直子 

(保健師) 

5 
大分県 
臼杵市 臼杵市医師会⽴ コスモス病院 副院⻑ 舛友 一洋 

(医師) 

6 
⻑崎県 
⻑崎市 

⻑崎地域医療連携ネットワークシステム 
協議会(あじさいネット) 理事 

松本 武浩 
(医師) ⻑崎大学大学院 医⻭薬学総合研究科 

先進予防医学講座 医療情報学  
准教授 

 

B. セミナー参加自治体の条件の検討について 

セミナー開催にあたり、1 部・2 部とも参加する等の参加条件を設置した。平成 30 年度セミナー

では、在宅医療・救急医療連携について取り組む自治体を増やすことを目標に、取組を遂行する意

思があるかについて主に自治体募集の際に確認した。 

  

【セミナー参加条件】 
＜取組意向＞ 
• 現在、在宅医療と救急医療の連携について課題認識を持っており、連携ルール構築に向けて推進意向がある。 
• 本年度中に連携ルールについて検討に着⼿する意向を持ち、継続して在宅医療・救急医療連携に取り組む意向がある 

【優先】市町村や関係機関において事業化されている、または検討組織(協議体等)が設置されている(設置予定であ
る)。 
 

＜参加者数＞ 
• 2018 年 12 月 09 ⽇(⽇)に⾏われる予定のセミナー(第 1 部)、2019 年 02 月 03 ⽇(⽇)に⾏われる予定のセミナー

(第 2 部)に、市町村の担当者および在宅医療関係者・救急医療関係者の 3 名で参加できる。 
※ 業務等の都合上 3 名での参加が難しい場合、⾃治体の担当者及び在宅医療または救急医療関係者の 2 名でも可

能とする。 
ただし、その場合であっても、第 1 部か第 2 部のいずれかには、必ず 3 名で参加すること。 

※ 在宅医療関係者の選定にあたっては、郡市区医師会と相談することが望ましい。 
※ 救急医療関係者はメディカルコントロール協議会等の委員で地域の救急医療体制の構築に関わりのある医師等

であることが望ましい。 
 

＜その他＞ 
• 各市町村の現状の課題等を事前に検討する「事前課題」を提出いただく。 
• セミナー(第 2 部)開催までに、「目標(案)」を検討し、「工程表(案)」を策定いただく。 
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上記の参加条件を記載のうえ、弊社ホームページ等で参加を募集した。あわせて、セミナー開

催案内については厚生労働省が通知を発出した。その結果、以下の地域が参加者となった。 

セミナー参加地域(第１回セミナーと第２回セミナーで同一の地域が参加) 

№ 都道府県 市町村(保健所)名 

1 岩手県 久慈市 
2 茨城県 つくば市 
3 群馬県 前橋市 
4 埼玉県 本庄市 
5 東京都 豊島区 
6 神奈川県 相模原市 
7 新潟県 新潟市 
8 ⻑野県 駒ヶ根市 
9 岐阜県 美濃加茂市 

10 静岡県 磐田市 
11 愛知県 岡崎市 
12 大阪県 堺市 
13 和歌山県 湯浅保健所 
14 福岡県 久留⽶市 
15 熊本県 荒尾市 
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② セミナーの実施概要

A. 第１部セミナー

平成 30 年 12 月 9 日(日)に、AP 東京八重洲通り(東京都千代田区)において開催した。

セミナー前半は、厚生労働省から最近の動向についての発表、講師から ACP についての講義、

先進取組地域からの事例発表として、ファシリテーター４名に事例発表をいただいた。 

また、参加者については、セミナーの事前課題として在宅医療・救急医療における自地域の現状

及び課題について、ワークシートを使い整理を行っていただいた。このため、セミナーの後半では、

グループワークにて事前課題の自地域における課題について、各グループ内で発表を行い共有化

を図るとともに、工程表(テンプレート)に沿って連携ルールを作成する場合に、自地域で想定され

る課題について検討を行い、解決するための進め方について討議を行った。 

第１部セミナー プログラム   （ 12月9日（日）） 

開始 終了 時間 プログラム 趣旨・構成内容 

10:30 11:00 30 開  場 

11:00 11:05 5 開催挨拶 厚生労働省 医政局 地域医療計画課 

セッションⅠ 

11:05 11:25 15 ⾏政説明 「在宅医療・救急医療連携の現状と課題」 （厚生労働省 医政局 地域医療計画課） 

11:25 11:45 20 講義 
講義題名︓「Advance Care Planningに関する国内外の知⾒ および 松⼾市ふくろうプロジェクトの進捗」 

発表者 ご所属・役職 
山岸 暁美様  慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学講座 講師

 あおぞら診療所 在宅看護専門看護師（保健福祉博士） 

11:45 12:25 40 
事例発表 

（2事例） 

「先進事例に学ぶ在宅医療・救急医療連携の取組みと成果」 
先進的に取り組んでいる2事例から取組成果を学ぶ 

事例① 

発表題名︓「ICTを活⽤した地域医療の価値 ⻑崎県_あじさいネットの取り組み」 
発表者 ご所属・役職 

松本 武浩様  ⻑崎地域医療連携ネットワークシステム協議会（あじさいネット） 理事
 ⻑崎大学大学院 医⻭薬学総合研究科 先進予防医学講座 医療情報学 准教授 

事例② 

発表題名︓「⻑岡フェニックスネットで支える⾼齢者の安心な暮らし」 
発表者 ご所属・役職 

⻑尾 政之助様  ⻑岡市医師会（新潟県） 医師会⻑ 

12:25 13:25 60 昼 食 

13:25 13:55 30 
事例発表 

（2事例） 

「平成29年度本セミナー参加地域から学ぶ現状の取組状況とこれからの課題」 
取組を⾏う中での課題の抽出⽅法や施策の進め⽅、生まれてくる課題について学ぶ 

事例③ 

発表題名︓「柏市における在宅医療・救急医療連携の取組み 〜地域包括ケアシステムの構築をめざして〜」 
発表者 ご所属・役職 

浅野 美穂子様  柏市 保健福祉部 地域医療推進課 専門監（保健師） 

事例④ 

発表題名︓「鳥取県日野町における在宅医療・救急医療連携」 
発表者 ご所属・役職 

生田 直子様  日野町（鳥取県）地域包括支援センター 所⻑（保健師） 

13:55 14:10 15 質疑応答 セッションⅠに対する質疑応答

セッションⅡ 

14:10 14:15 5 グループワークの進め⽅ セッションⅡにおけるグループワークの進め⽅についての説明

14:15 14:35 20 アイスブレイク 医師、その他医療職、⾃治体等の職制に分けたグループで、各地域の情報を共有する 

14:35 15:10 35 グループワーク① 事前課題から、⾃地域の在宅医療・救急医療における課題についてグループ内で発表し、各地域の課題を共有する 

15:10 15:20 10 休 憩 

15:20 16:00 40 グループワーク② グループにおける在宅医療・救急医療の課題を整理し、課題解決（連携推進）をするためにやるべきことを整理する 

16:00 16:35 35 発表・討議 各グループで検討した結果を発表し、在宅医療・救急医療の改題解決のためにやるべきことについて総括する 

16:35 16:40 5 事務局説明 セミナーⅡ部に向けた、地域での取り組みの進め⽅について解説 

16:40 16:50 10 事務連絡・アンケート記入・解散 
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B. 第２部セミナー 

平成 31 年 2 月 3 日(日)に、ビジョンセンター浜松町(東京都港区)において開催した。 

セミナー前半は、先進取組地域からの事例発表として、ファシリテーター２名に事例発表をいた

だいた。 

また、参加者については、セミナーの事前課題として第１部セミナーで検討した工程表について、

地域の関係者で改めて検討を行い、在宅医療・救急医療連携のための工程表を作成いただいていた。

このため、セミナー後半のグループワークでは、工程表の進捗状況について発表を行い、共有化を

図った上で、連携ルール策定のための組織化と協議の内容及び連携ルール策定における課題を発

表し、それぞれの課題に対し、解決方法の検討を行った。 

 

  第 2 部セミナー プログラム   （ 2月3日（日）） 

開始 終了 時間 プログラム 趣旨・構成内容 

10:30 11:00 30 開  場  

11:00 11:05 5 開催挨拶 厚生労働省 医政局 地域医療計画課 

セッションⅠ 

11:05 11:55 50 
事例発表 

（2事例） 

「先進事例に学ぶ在宅医療・救急医療連携の取組みと成果」 
先進的に取り組んでいる2事例から取組成果を学ぶ 

 

事例① 

発表題名︓「ネットワークを活⽤した救急連携」 
発表者 ご所属・役職 

舛友 一洋様  臼杵市医師会⽴コスモス病院 副院⻑ 

 

事例② 

発表題名︓「八王子市⾼齢者救急医療体制広域連絡会（八⾼連︓はちこうれん）について」 
発表者 ご所属・役職 

田中 裕之様 
 八王子⾼齢者救急医療体制広域連絡会 会⻑ 
 医療法人 永寿会 陵北病院 院⻑ 

 

11:55 12:10 15 質疑応答 

12:10 13:10 60 昼 食 

セッションⅡ 

13:10 13:20 10 グループワークの進め⽅ セッションⅡにおけるグループワークの進め⽅についての説明 

13:20 13:40 20 課題共有 事前課題から、⾃地域における在宅医療・救急医療連携における課題を共有する 

13:40 13:45 5 席移動 

13:45 14:20 35 職制ごとの情報共有 病院医、在宅医、⾃治体等の職制に分けたグループで、現在までの取り組みについて⾃らの職制で担ってきた役割について
各職制で共有する 

14:20 14:25 5 席移動 

14:25 14:50 25 グループワーク① 課題についてKJ法で整理を⾏い、最重要課題を抽出する 

14:50 15:00 10 休 憩 

15:00 15:25 25 グループワーク② 最重要課題についての取りうるべき対応策をKJ法で整理する 

15:25 16:05 40 グループワーク③ それぞれの取りうるべき対応策について、職制ごとの役割を検討し、整理する 

16:05 16:35 30 発表・討議 各グループで検討した結果を発表し、在宅医療・救急医療の課題解決のためにやるべきことについて総括する 

16:35 16:40 5 事務局説明 フォローアップ調査について連絡 

16:40 16:50 10 事務連絡・アンケート記入・解散 
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(４)フォローアップ調査の実施 

セミナーに参加した地域に対し、セミナーの事前課題で行った工程表の作成、連携に向けた取組、

今後の取組等について、特に自治体からの参加者がどのように考えているかを把握するため、第２

回セミナー終了から１ヵ月後の平成 31 年 3 月に、アンケート調査を実施した。 

フォローアップ調査概要 

実施時期 平成 31 年 3 月 
調査対象 平成 30 年度在宅医療・救急医療連携セミナーに参加した 15 地域 

調査回答対象 参加者のうち⾃治体に所属する参加者が提出 

回収数 参加者全地域から回収 

質問内容 工程表の作成、連携に向けた取組、今後の取組等について 
 

(５)急病を中心とする救急搬送に関するアンケート調査の実施 

① 調査の背景・目的 

医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の

意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備が求められてい

る。 

高齢化の進展に伴い、高齢者の救急搬送は増加の一途を辿っている中で、在宅で最期まで療養す

ることを希望する患者の病状が急変した際に、本人の意思に沿わない救急搬送が増加することが

懸念されており、地域において、患者の病状や希望する療養場所、延命治療に対する希望等、患者

の意思を共有するための関係機関間の連携体制の構築が喫緊の課題となっている。 

そのため、急病の患者を搬送し、在宅医療と救急医療に関わりのある消防署を管轄する消防本部

において、各地域における搬送における課題にどのようなものがあるかを抽出することを目的と

して、本調査を実施した。 

 

② 調査対象 

全国の消防本部 

 

③ 調査方法 

WEB 調査 

 

④ 調査期間 

平成 31 年１月 29 日～平成 31 年 2 月 6 日 

 

⑤ 回収状況 

全国 728 消防本部中、632 消防本部(有効回答数)から回答。回収率 86.8%。 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 昨年度セミナー参加地域への調査結果 
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＜調査結果＞ 

(１)前年度の工程表からの変更点について 

平成 29 年度セミナーで作成した工程表の内容を、平成 30 年度に変更した、もしくは追加

した事柄があるかについては、「ある」(40.0%)、「ない」(60.0%)となった。変更・追加した内

容については、関係者の調整に手間取り取組スケジュールを変更したとの意見や、協議体のた

てつけを変更した、等の回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜変更・追加した項目とその理由＞ 

変更・追加した項目 左記の理由 

取組スケジュール 
 ルールの策定について、関係者間の意⾒がまとまらず、次年度持越しとなった 
 携わる職種が多岐に渡ることで、調整に時間を要している 
 医師会⻑など協議会委員の協⼒が得られず、会議開催が延期となった 

協議会のたてつけ 
 新規にワーキングを⽴ち上げる予定であったが、既存の協議体で⾏うこととした 
 情報共有システム開発の工程の目途が⽴ったため、ワーキングを新たに開催⽴ち上げ

て検討することになった 

その他 
 課題認識のためのアンケートについて、調査可能なところから順次実施することとしたた

め、工程表に記載した対象職種すべてにはアンケート調査ができなくなった 

 

 

  

図表 昨年度(H29)年度セミナーで作成した工程表と比べ、 

取組の方向性や内容を追加・変更した事柄はあるか (n=15) 

ある
40.0%

ない
60.0%
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対応策の検討、策定

地域での課題の抽出

目標設定

対応策の実施

見直した対応策の実施

関連するデータの収集、

分析

対応策の効果検証

対応策や目標の見直し

議論する協議会等の整備

83.3 

75.0 

66.7 

50.0 

33.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

41.7 

8.3 

66.7 

41.7 

41.7 

33.3 

33.3 

41.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度までに取り組んだこと

平成30年度に取り組むこと

(２)今年度の取組について 

① 在宅からの搬送の連携強化について 

在宅からの搬送の連携の強化については、平成 30 年度で取り組む意向が「ある」(80.0%)、

「ない」(20.0%)となった。 

A. 平成 30 年度の取組意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答対象：在宅からの搬送の連携強化について平成 30 年度取り組む意向が「ある」と回答した地域】 

B. 平成 29 年度までの取組内容と平成 30 年度以降の取組み意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

80.0%

ない

20.0%

図表 「在宅からの搬送の連携強化」について、平成 29 年度までに取り組んだことと、平成 30 年度以降取り組むこと (n=12) 

図表 今年度、「在宅からの搬送の連携強化」に関して取組む予定があるか(n=15) 

【取り組む予定が「ない」理由】 
 関連団体等の共同・協力が得ら

れないから 
 まずは高齢者施設からの搬送の

連携強化に注力したいから 
 予算が立たないから 
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C. 在宅からの搬送の連携強化の取組についての課題 

＜課題点＞ 

課題点項目 左記の理由 

在宅医療の課題 

 在宅患者から救急要請後、救急隊や病院の医師からかかりつけの在宅医へ連
絡がつかない場合がある 

 不搬送時、救急隊から引き継ぎをする相手は医師が原則だが、かかりつけの在
宅医がすぐに駆けつけられない場合がある 

 在宅医の中でも温度差がある 
 救急搬送の際に、人員が少ないにもかかわらず介護関係者が救急⾞への同乗

を求められる 

救急医療の課題 

 救急の⽴場では救命が第一であるために、救急⾞を要請されているにも拘わら
ず、蘇生をしないで搬送することは難しい 

 救急搬送を⾏う場合の判断基準が職種により異なるため、不要な救急要請や
搬送が⾏われている 

在宅医療と救急医療の連
携に関する課題 

 在宅患者本人が希望している看取り場所や、かかりつけの在宅医が看取り対応
をしているかどうかが、救急隊や病院の医師では分からない 

 患者情報の共有や急変時の対応について職種間の意識の違いや齟齬があり、
連携がうまく取れていない 

 救急(消防)と在宅関係者(ケマネジャー等)との連携がほとんどない 
 特に独居⽼人の場合、救急搬送時に在宅医療の情報を病院が入手することが

困難 
 医師会や消防が複数存在するため、共通ツールを作成しづらい 

普及啓発 
に関する課題 

 住⺠に在宅医療が浸透しておらず、病院を頼りたがる 
 住⺠が記載する患者情報シートの周知が十分でない 
 情報共有シート活⽤に向けた関係者間の考え⽅の共有及び活⽤において、個

人情報が共有されることから市⺠に向けた必要性の啓発が必要 

その他 

 警察への連絡や死体検案となる案件が増えている 
 県単位で診療情報ネットワークがあるが、活⽤の実態が不明 
 ⾏政での体制が整わず、動き出せない 
 消防の広域化によって、今まで確⽴できた連携を再度強化する必要がある 
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② 高齢者施設からの搬送の連携強化について 

在宅からの搬送の連携の強化については、平成 30 年度で取り組む意向が「ある」(57.1%)、

「ない」(42.9%)となった。 

A. 平成 30 年度の取組意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答対象：高齢者施設からの搬送の連携強化について平成 30 年度取り組む意向が「ある」と回答した 

地域】 

B. 平成 29 年度までの取組内容と平成 30 年度以降の取組み意向 

 

ある
57.1%

ない
42.9%

図表 今年度、「高齢者施設からの搬送の連携強化」に関して取組む予定があるか(n=14) 

【取り組む予定が「ない」理由】 
 関連団体等への事前調整に時間

がかかっているから 
 まずは在宅からの搬送の連携強

化に注力したいから 
 予算が立たないから 

図表 「高齢者施設からの搬送の連携強化」について、平成29年度までに取り組んだことと、平成30年度以降取り組むこと (n=8) 

対応策の検討、策定

地域での課題の抽出

目標設定

対応策の実施

見直した対応策の実施

関連するデータの
収集、分析

対応策の効果検証

対応策や目標の
見直し

議論する協議会等の
整備

62.5 

62.5 

62.5 

37.5 

25.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

50.0 

12.5 

12.5 

12.5 

25.0 

25.0 

25.0 

37.5 

0% 20% 40% 60% 80%

平成29年度までに取り組んだこと

平成30年度に取り組むこと
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C. 高齢者施設からの搬送の連携強化についての課題 

＜課題点＞ 

課題点項目 左記の理由 

高齢者施設の課題 

 平時から入所者の情報がまとめられていない。意思確認もされていない 
 救急搬送時に施設職員が利⽤者の情報状態を的確に他者(救急隊や病院医

師等)に伝えることができない 
 施設入所時には意向確認はできているものの、状況の変化に合わせた話し合い

や意向の再確認が十分なされていない 
 施設職員の医学的知識が不⾜しており、搬送時の負担感が大きい。例えば、

外来受診が必要か、救急搬送が必要なのかの判断もできない場合がある 
 施設職員にとっては、急変や看取り対応に対する精神的な負担感が大きい 
 特に夜勤帯において施設での人員が少なく、搬送時に付き添う負担が大きい 

救急医療の課題  病院と家族の間で「延命治療」に対する認識に差が生じている 
高齢者施設と在宅医、 

病院の連携に関する課題 
 急変時に、施設職員と施設の配置医師や嘱託医との連絡がつかないことが多い 
 搬送時に病院の求める情報を施設側で提供できないことが多い 

普及啓発 
に関する課題 

 ⾼齢者施設への患者情報シートの周知が十分でない 

その他 

 そもそも⾃治体で⾼齢者施設の課題が何かを把握できていない 
 取り組みが不十分と判断した施設に対して、⾏政がどこまで介入するべきか⽅針

が定まっていない 
 施設における ACP についての認識が薄い 
 消防の広域化によって、今まで確⽴できた連携を再度強化する必要がある 
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③ 患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化について 

患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携の強化については、平成 30 年度で取り組む意

向が「ある」(78.6%)、「ない」(21.4%)となった。 

A. 平成 30 年度の取組意向 

 

 

 

【回答対象：患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化について平成 30 年度取り組む意向が「あ

る」と回答した地域】 

B. 平成 29 年度までの取組内容と平成 30 年度以降の取組み意向 

 

ある

78.6%

ない

21.4%

図表 「③ 患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化」について、平成29年度までに取り組んだことと、平成30年度以降取り組むこと (n=11) 

図表 今年度、「③ 患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化」に関して取組む予定があるか(n=14) 

【取り組む予定が「ない」理由】 
 まずは、医療従事者及び市民に

対する文化(意識)の醸成をして

いくから 
 現時点で他の施策を優先的に対

応する必要があると結論付けた

から 

対応策の検討、策定

地域での課題の抽出

目標設定

対応策の実施

見直した対応策の実施

関連するデータの
収集、分析

対応策の効果検証

対応策や目標の
見直し

議論する協議会等の
整備

81.8 

63.6 

45.5 

45.5 

18.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.2 

36.4 

18.2 

27.3 

36.4 

45.5 

18.2 

18.2 

18.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成29年度までに取り組んだこと

平成30年度に取り組むこと
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C. 患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化についての課題 

＜課題点＞ 

課題点項目 左記の理由 

患者(住⺠)への普及啓発
に関する課題 

 市独⾃で「リビング・ウィル」を作成したが、これから普及啓発の段階である 
 住⺠においての意識付けが⾜りず、”死”等に関して話題に出すこと⾃体に拒否

感を感じる住⺠も多い 

医療職・介護職への普及
啓発に関する課題 

 医療職においても ACP の概念についての理解が⾜りない 
 ACP についての取り組み⽅考え⽅が組織や職種により大きく異なるため、共通

認識を持つ場が必要 

患者の意思の確認方法に
ついての課題 

 本人と関わる様々な関係機関が⾏った意思確認の結果を、関係機関で共有し
ていく仕組づくりが必要 

 どの担当職種が住⺠にどのように説明し意思を確認するのかの手法が定まってい
ない 

その他 
 そもそも、地域全体で市⺠にどのような人生の最終段階についての意向があるか

把握できていない 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 在宅医療・救急医療連携の先進事例 
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東京都八王子市：八王子市高齢者救急医療体制
広域連絡会（八高連） 

地域概要 
八王子市は、東京都心から西へ約 40キロメートル、

新宿から電車で約 40分の距離に位置している。地形
はおおむね盆地状で、北・西・南は海抜 200メート
ルから 800メートルほどの丘陵地帯に囲まれ、東は
関東平野に続いている。 

本市は、大正 6年の市制施行から、平成 29年で 100
年を迎えた。また、平成 27年 4月に、東京都初の中
核市となり、人口 58万人の多摩地区のリーディングシティとして、21の大学を抱えた学園
都市として、発展を続けている。 

人口・面積 
 人口： 住民基本台帳人口 563,178人（平成 29年 12月末日現在） 

 面積： 186.38平方キロメートル 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
八王子市の高齢化率は 26.0％で、同時期の東京都平均 23.3％を上回り、高い水準にある（平成 29

年）。平成 25年から 29年までに 17,214人増加している。 

 

 

 

 

 

  

図表２－１ 総人口・年齢３区分別人口

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年
老年人口 129,381 135,012 139,609 143,464 146,595
生産年齢人口 362,826 357,351 353,515 351,214 349,418
年少人口 71,688 70,577 69,657 68,649 67,525

総人口 563,895 562,940 562,781 563,327 563,538

資料：住民基本台帳（各年９月末時点）〔 単位：人〕
※データの処理については、小数点以下第２位の四捨五入により、各項目の合計値が

100.0%にならない場合があります。
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 1,319（人口 10万人あたり 228.39、全国平均 237.28） 

 一般診療所 328（人口 10万人あたり 56.80、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 32
（人口 10万人あたり 5.54、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 173（人口 10万人あたり
29.96、全国平均 73.57） 

 病院 38（人口 10万人あたり 6.58、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 3（人口 10万
人あたり 0.52、全国平均 1.07）、病院病床数 8,621（人口 10万人あたり 1,492.78、全国平
均 1,201.30） 

 歯科 281（人口 10万人あたり 48.66、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 22（人口 10万人あ
たり 3.81、全国平均 8.75） 

 薬局 217（人口 10万人あたり 37.57、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 62（人口 10万人あ
たり 10.74、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（東京消防庁（東京都）に常備消防を委託） 

 消防署数 1（他に分署 1、出張所 6）、職員定数 454人、救急車 9台 

 平成 29年救急出動件数 29,751件、搬送人員 26,548人（10年前の 1.1倍） 

 上記のうちの急病件数 19,299件、急病搬送人員 17,168人 

 平成29年搬送人員26,548人の傷病程度別の内訳：死亡191人（0.72％）、重篤561人（2.11％）、
重症 1,349人（5.08％）、中等症 10,231人（38.54％）、軽症 14,216人（53.55％） 

 2012年搬送人員 24,498人における高齢者は 11,818人（48.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

出典「救急活動の現況 平成 29年（2017年）版」および八王子市高齢者救急医療体制 
広域連絡会提供資料  
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事例の概要 
八王子市内の救急医療体制は、八王子市救急業務連絡協議会を中心に八王子市医師会、救急医療 

機関、八王子市、消防機関等が連携して、さらなる充実強化を目標に推進している。 

しかし、高齢化の進展等により傷病者に占める高齢者の割合は年々高くなり、それに伴う病院選
定困難事案も増加し、救急活動時間が年々長時間化する傾向にある。 

そこで、八王子市内に居住する高齢者及び高齢者施設等利用者の救急要請に対し、より迅速、的
確な救急搬送体制を確保するため、八王子市救急業務連絡協議会の中に専門分科会として「八王子 
市高齢者救急医療体制広域連絡会」通称「八高連」を創設した。 

八王子市内の高齢者及び高齢者施設等利用者の救急要請に対し、急性期医療機関への早期受入体 
制の確立、慢性期医療機関や介護施設等との連携強化を図り、病院選定困難事案を減少させ、高齢 者
の安全確保を図ると共に限られた医療資源を効率的に循環させることを目的とした。 

  
 
 

  

救急業務連絡協議会

八高連
（八王子高齢者救急医療体制広域連絡会） H23.4

以下の15団体で発足
⑴ 八王子市救急業務連絡協議会
⑵ 救命救急センター・救急センター
⑶ 介護療養型病院
⑷ 医療療養型病院
⑸ 八王子施設長会
⑹ 八王子社会福祉法人代表者会
⑺ 八王子特定施設連絡会
⑻ 精神科病院
⑼ 八王子介護支援専門員事業所連絡
協議会

⑽ 八王子介護保険サービス事業者
連絡協議会

⑾ 八王子市地域包括支援センター
⑿ 八王子市医師会
⒀ 八王子市町会・自治会連合会
⒁ 八王子市
⒂ 八王子消防署

展
開

■推進事項を審議
自宅・高齢者施設・救急隊・急性期病院・慢性期病
院・八王子市それぞれの推進事項をリストアップ

■決意表明を兼ねての連携宣言を作成

■参加呼びかけ
社会福祉協議会・自治会などに参加・協力を呼びかけ

■救急医療情報シートの検討
消防署で案を作って全体会・分科会それぞれで内容を
検討

STEP1 推進事項の決定
地域包括ケア研究会の地域ケアシステムの進め方の
報告書などを参考にPDCAを回す

・30万枚印刷して町会経由で配布
・大規模救急講習への協賛
・救急医療週間に伴う広報
（八王子シティビジョン）
・町会自治連合研修への協賛
・救急の日シンポジウム ・救急の日シンポジウム
での講演会

STEP2 配布・周知活動
平成23年11月総会で了承→試験運用開始
平成24年4月より本運用開始

STEP3 拡大・見直し
・意見交換会開催
・勉強会開催（八高連審議結果の見直し）

検
討

消防署＋医師会

高齢者に特化した救急搬
送の仕組みを検討する
専門分科会を設立

第一分科会
急性期医療の入口問題を検討

3回開催

第二分科会
急性期医療の出口問題を検討

（慢性期の対応・施設在宅支援体制など）
3回開催

＜その他会合＞
療養型病院の代表者会議

（市内８医療機関参加・2回開催）
地域包括支援センター連絡会

現在は20団体
1753人が参加
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取組の紹介 
（1）取組の背景 

平成 21年に消防法が改正となったこと等を受けて「東京ルール」＊が策定されたが、平成 22年度
に八王子で東京ルールに該当した 287件をその理由につき調査したところ、「高齢者」がトップで
あった。また、65歳以上の高齢者搬送の平均活動時間は都内平均より 4分オーバーしていたことか
ら、特に高齢者対策が課題となった。 

＊救急隊が２次救急レベル以下と判断した患者で、医療機関への受け入れ照会を５回以上行ったか、搬送先選定に
20分以上かかったケースについて、救急隊が地域救急医療センターに連絡して調整を依頼し、調整担当医師が
地域内での受け入れ調整を行うルール。地域内で受け入れられなかった場合には、コーディネーターが地域間で
の調整を行い、それでも受け入れ先が決まらなかった場合は、患者がいる地域の地域救急医療センターが受け入
れる。 

八王子市には何十年も前から市と医師会と病院と消防署による協議会として救急業務連絡協議会
があったが、その子会として高齢者に特化した救急搬送の仕組みを作る構想が「八高連」のはじま
りとなった。 
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① 在宅・施設・病院それぞれの問題 
八王子では、在宅医がいる場合は搬送に於いて

問題になることは少なく、かかりつけ医がいない
場合や、施設からの搬送時の手順等に課題があっ
た。 

在宅でかかりつけの医師がいない場合、かかり
つけ医に連絡がつかない場合、急変時に家族が動
転してかかりつけ医に連絡する前に救急を呼ぶ
という場合が多かった。 

施設の場合看護師の配置が少ないため、夜間で
は介護職員のみになる施設も多い。介護職は医療
処置が出来ないうえ、看取りに際しても対応が困
難な場合があり、夜の急変などに対処できずに慌
てて救急を呼ぶというケースが多かった。 

搬送される病院側は、救急搬送時に家族の情報や病歴・服薬情報などを求めることが多い。しか
し高齢者施設等からの搬送の場合、施設内にこれらの情報があるのにもかかわらず施設職員が提供
をできないケースが多いことが問題となっていた。 

 

② 救急医療と在宅医療の連携 
八高連が発足した平成２３年当
時、八王子市においては高齢者施設
が増加していたため、施設からの搬
送は都内で 5番目に多い状況であ
った（図）。その後の救急搬送数の
年次推移の特徴として、全体数は微
増（－0.9％～+3.7％）であるのに
対し施設からの搬送数は大幅に増
加している（+1.1％～+9.8％）。ま
た、高齢になるにつれ中等症以上の
重症度の高い患者が増加していた。 
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（2）検討開始 
①発足の経緯 
発足当時、救急業務連絡協議会の会長であった横山隆捷医師院長と八王子消防署の横山正巳署長

の２名が仕組みの構築を提唱した。 

高齢者傷病者はその病状により急性期病院、回復期病院、慢性期病院や施設や自宅を巡っている
状態であり、その一部から始めるのではなく、関係する全ての機関を一度に巻き込まないと取り組
みが進まないと考え、15団体に声をかけ、それぞれの管理者を集めてトップダウンでスタートした。 

消防署の横山署長が消防署員とともに色々な組織を回り、医師会でも長い間救急を担当された横
山院長が病院関係者に声をかけ、医師会と消防署の両トップが精力的に動いたことで多くの機関が
招集された。 

当初、救急業務連絡協議会には慢性期病院や精神科・介護関係の機関はまったく入っていなかっ
たが、そうした組織にも声をかけて参加していただき、同時に、利用する側である住民にも救急体
制の状況を理解が必要であることから、町会自治会連合会にも参加を依頼した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように発足最初から 15団体で構成され、現在は更に増えて 20団体、1753機関から構成され
ている。高齢者では認知症を患っている場合もあるため、他の地域ではあまり見られない精神科の
病院も八高連に加入しており、救急搬送のルールや情報シートなどを検討する際には精神科からの
意見もいただいた。 

なお、八王子市（行政）も最初から輪に入っているが、事務局は協議会の中にあり、市の組織で
はない。各団体から年会費 7000円を集め、これを印刷代等にあてて運営している。 

  



 

28 

 

②組織の体制 
組織の役割としては、救急病院の入り口

問題の第一分科会と出口問題の第二分科会
と療養型病院の集まりという 3つの分科会
を作って、年 3回の会合と想定していたが、
運用を開始するまでに 1年で合計 27回も
集まり協議を繰り返した。 

トップの横山署長・横山院長も入口・出
口・療養のすべてに関わっているため、全
ての会合に参加し、多くの参加者も重複し
て参加した。分科会それぞれで様々な課題
についての議論が行われ、それぞれの場で
以下③の推進事項を決定した。 

 
③推進事項の決定 
推進事項 
自宅 1.緊急時における付き添い及び家族への連絡等について、家族で事前協議、救急医療 

情報等をまとめる 
2.既存の「救急情報キット」がある場合は活用するが、更新時等の機会をとらえ「医療
情報シート 」に変更し情報を転記する 

高齢者施設 1.緊急時の医療処置について施設利用者家族と話し合う(延命処置等について事前協議) 
2.緊急時の連絡体制を確保する(家族等) 
3.緊急時の職員に対する教育応要領を周知徹底する 
4.医療機関を退院した施設利用者の積極的な受け入れ、ベッドを確保する 

救急隊 1.「救急医療情報シート」の記載内容を正確に医療機関へ伝達する 
2.「救急医療情報シート」を有効活用し迅速に救急搬送する 
3.救急隊員に対して 八高連のシステムついて教育する 
4.市外救急隊に対して「医療情報シート」を活用した救急動を周知徹底する 

急性期病院 1.家族の付き添い有無や、家族へ連絡済みであるか否を問わず、迅速に受け入れ体制確
保する 
2.早期に医療機関収容体制を確保する 

慢性期病院 1.急性期を脱した傷病者の受け入れ体制確保する 
2.平日中対応が可能であればかりつけ患者は受入れる 対応不能ならば情報提供をする 
3.八高連主催による終末期医療研修会等を開催する 
4.「療養型医療機関における受入れ可能な疾患（医療処置等）一覧表」を作成する 
5.急性期医療機関へ情報を提供する 

八王子市 1.介護保険申請から認定までのスピード化を図る 
2.介護保険申請を本人及び家族が出来ない場合、高齢者施設等に対して代理申請が可能
であることの周知をおこなう 
3.地域包括支援センター民生委員により高齢者の生活、健康状態を把握する 

 

  

第一分科会 急性期医療の入り口問題

第二分科会 急性期医療出口問題（慢性期の対応、
施設在宅の支援体制等）

検討課題・方法 スケジュール

療養型病院の代表者会議

平成２３年７月～１０月
第一分科会３回、第二分科会３回、
療養型代表者会議２回開催

平成２３年１１月１２日 総会にて了承
→試験運用スタート
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④参加呼びかけ 
在宅・施設・消防・急性期・慢性期・八王子市のそれぞれが推進事項を挙げ、優先順位をつけて

率先して取り組んでいくという決意表明を兼ねての八高連審議結果を作成した。 

平成 22年に検討を開始してからほぼ 1年後の平成 23年の 4月に運用を開始した。 

 

⑤会議の方針 
会議の方向性として、当初から、「あらかじめ内容が決まっていて議論せず一方的に発表して『異

議無し』で終わるような会議はしない」という方針を徹底した。本音で問題提起し、それぞれの立
場で言いたい事を言ってもらうように伝えた。メンバーは会議によって変わることもあったが、各
分科会でもそれぞれ 20～30人は集まり、運用開始前に 27回行った。 

スタート後は、年に 1回の総会や随時行われる勉強会、事務局会はあるが、その他で参加団体全
員が集まるような会議は行っていない。 

 

⑥救急医療情報シートの検討 
救急医療情報シートについては、最初に事務局で原案を作り、分科会の中で繰り返し議論が行わ

れた。 

情報シートの内容でもリビングウィルなどを入れるかどうかについては議論となり、弁護士の意
見も参考にしつつ、協議を行った。ただ、一般にみられる心肺蘇生措置などについての記載はわざ
と外している。最近の ACPの課題と同様、単に医療行為別に書くのではなく、本人の価値観や意思
を尊重する内容となっている。 

シートの更新については本人次第であり、気が変わったらいつでも書き換えて良いものとした。
また、救急搬送の際には、あくまでも終末期を迎えた時の本人の意思について参考にするだけであ
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り、これを根拠に救急搬送、救急医療におけるトリアージには影響しないものとしている。救急隊
も救命センターの医師でもこの記載のみを根拠に行動するというわけではない。 

救急情報シートは、全体の構成として病院に搬送される際、病院側が救急隊員に対して患者につ
いて知りたい情報に対応できるよう、社会情報やキーパーソン、かかりつけなど、病院側が知りた
い情報を記載できるようにしている。 

 

⑦救急医療情報シートの運用方法 
既存のシートが既に作成されている場合、既存のシートを使用でき、強制するものではないとい

う姿勢をとっている。 

また、在宅患者での当該シートの置き場所については、事務局のスタッフが自治会などに出向き、
冷蔵庫の前に貼っておくよう徹底した。筒に入れて冷蔵庫に入れる、玄関前に貼る等の意見もあっ
たが、冷蔵庫を開けると搬送時に何か食べられた等の誤解を生むという意見や、玄関のドア裏では
人目に触れて個人情報の問題に抵触する等の問題があった為、置き場所は「冷蔵庫の前」に統一し
た。 

なお、介護施設等で管理されている場合、施設側で当該シートを使用して利用者情報を管理する
ケースもあるため、救急搬送時に活用した後、全シートを施設に返却する運用をしている。 

 

（3）周知 
①チラシの配布 
当初、八王子市の協力も得て、30万枚印刷して町会経由で

配布した。 

また、社会福祉協議会や住民団体等についても、訪問した
うえで当該シートの説明を行っている。 

また、自治会等の地域住民の集会に説明に行き、参加や協
力を促すことが大切であると考えている。関係機関では当た
り前の事でも、地域住民等にはきちんと説明しないと理解し
ていただけない事柄も多いため、八高連では、こまめに集ま
りなどに参加して一つ一つ説明している。 
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②運用開始後の主な周知活動 

ア．平成 24年度事業 

４月１日 八高連本行を開始 

 医師会、 施設長町自治連合を通じ約３０万枚救急情報シートを配布。 

 大規模救急講習への協賛 

 救急医療週間に伴う広報（八王子シティビジョン） 
同行事への協賛「東京の災害医療体制について」 
東京医科大学八王子療センター救命急長 新井隆男先生 

 町会自治連合研修への協賛「日常及び災害時に必要な個人情報と自主防災活動」 
新井隆男先生、八高連会長 横山隆捷先生 

イ．平成 25年度事業 

 大規模救急講習への協賛 

 救急医療週間に伴う広報（八王子シティビジョン） 

 救急の日シンポジウム ・救急の日シンポジウム 
「超高齢化社会に直面する東京都の救急医療」 
昭和大学病院長 有賀 徹 
東京都医師会副長 猪口 正孝 
杉並区保健福祉部長 長田 斎 
八王子消防署長 内山 徹 

ウ．平成 26年度事業 

 大規模救急講習への協賛 

 救急医療週間に伴う広報（八王子シティビジョン） 

 意見交換会：医療関係者１４名 、高齢施設５、町会自治連合１名、薬剤師市職員４、消防署
職員５名 

 救急医療週間に伴う講演会 
「辛いから笑って生きよう〜 救急編」三遊亭らん丈（落語家、町田市議会員） 

エ．平成 27年度事業 

 救急医療週間講演会 
「高齢救急医療における現状と課題〜救急領域に従事する看護師の立場から」 
杏林大学付属病院 看護師長 横田 由佳 
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 勉強会 
「救急医療情報の活用状況」 
消防署救急係 保科智治 
「高齢者施設における救急医療情報の活用状況」 
シルバービレッジ八王子 鈴木 寿美子 
浅川ホーム 大川 富美 
看取りと救急 陵北病院 田中裕之 
連絡事項薬剤師会長 山田純一 

オ．平成 28年度事業 

 財団法人フランスベッドより助成金を得る 

 救急講演会 （市民向け） 
「なるほど知らかった！！八王子高齢者救急の今」 
東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター長 新井隆男 

 勉強会 「八高連審議結果の見直しについて」 
会員各位参加 

 

（4）取組の成果 
①データ分析とアウトカム 

ア．プロセス指標 

救急搬送における高齢者の割合については、継続してデータを取っており、プロセス指標として
見ている。搬送数は増えていないが高齢者率が増えている等といった状況は当該データで確認して
いる。 
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イ．アウトカム指標 

患者がどのような流れで移動したかというデータを調べられれば理想的であるが、データをとっ
た場合、入力・分析にコスト等がかかるため、現状は消防署による救急搬送に伴うデータを参考に
している。アウトカムについては、消防で取れる救急搬送時間と市内収容率（八王子市内の患者が

八王子市内で収容された割合）の 2点で評価しており、以下の通り効果が出ている。 

 

搬送時間については、現着から現発までの時間と病院に入ってから医師に引き継ぐまでの時間を
評価している。引き継ぎ時間については区切り、引き渡し後に医師が救急隊員と話をする等の時間
は含まれないようにしている。市内収容率も消防本部のデータが毎年入手できるため、まとめて集
計している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、定性的な意見として、「情報シートがあることで施設職員と救急隊員との関係性が良くな
ったのが一番のメリット」という声が挙がっている。 
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②情報シートの普及と更新 
どの程度普及しているか消防隊に調査してみたが、施設では 5％程度、在宅では 2％程度の利用で

あり、今後の課題である。 

 

今後について 
■今後の課題 

今後の課題は以下の通りで、特に一般市民への普及啓発が現在に至るまで継続する課題である。 

 八高連活動の深化 
→ 市民への更なる普及 
→ 八高連組織内の定期的な情報の共有 
→ 警察組織との連携 

 ACPの標準化 

 病院救急車の有効活用 

 災害時における八高連の役割の明確化 

普及啓発については消防署や市のホームページで
情報シートをダウンロードできるようにする、市の
広報誌掲載する、駅前のシティビジョンに告知を出
す、市の避難訓練時に八高連のチラシを配布する等
を行っている。勉強会や自治会など住民が集まる際
には出向いて説明を行っているが、情報の周知が一
番の課題である。 

 

 

  

防災訓練

八王子シティビジョン
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八高連の連携イメージ 
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成果物①審議結果 
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成果物②救急医療情報シート(表) 
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成果物②救急医療情報シート(裏) 
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成果物③療養型医療機関における受け入れ可能疾患 
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神奈川県横須賀市：一般社団法人横須賀市医師会
横須賀市役所 

地域概要 
横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島の中央部に位置する、人口約 40.6万人の中核市である。

高齢化率は 30.5％と神奈川県内でも高い水準にある（平成 29年 1月 1日現在）。また、海岸沿い
まで山が迫る場所が多く、崖により断続的に分断される地形のため、高齢者の生活圏がトンネルで
区切られる入り江単位となりやすい。住居は尾根の間の階段を上る急坂沿いにあり、医療・介護サ
ービス従事者の訪問・移動に大きな負担となっている。 

横須賀市は、鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市とともに横須賀・
三浦二次医療圏を構成し、圏域人口は約 71.4万人である。二次医
療圏レベルでも、将来推計人口は減少傾向であり、高齢化が進展
している。二次医療圏内の医療施設数は、救急救命センター3、救
急告示病院 17、災害拠点病院 2、がん診療連携拠点病院 1、緩和
ケア病棟を有する病院 1、地域医療支援病院 3、分娩取扱施設数
16となっている （日本医師会「JMAP地域医療情報システム」）。 

 

人口・面積 
 人口： 40.6万人（平成 27年国勢調査） 

 面積： 100.82㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
横須賀市の高齢化率 30.5％は、同時期の神奈川県平均 24.5％を上回り、高い水準にある（平成 29

年 1月 1日現在）。 

 

 

 

 

 

 
 

  
出典：横須賀市ホームページ『第 2 章 横須賀市の現状と課題』 
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/01joureiplan/documents/03_plan5-dai2shou.pdf 

 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/01joureiplan/documents/03_plan5-dai2shou.pdf
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/01joureiplan/documents/03_plan5-dai2shou.pdf
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 907（人口 10万人あたり 223.08、全国平均 237.28） 

 一般診療所 273（人口 10万人あたり 67.14、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 43
（人口 10万人あたり 10.58、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 148（人口 10万人あた
り 36.40、全国平均 73.57） 

 病院 11（人口 10万人あたり 2.71、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 0（人口 10万
人あたり 0、全国平均 1.07）、病院病床数 3,248（人口 10万人あたり 798.85、全国平均
1,201.30） 

 歯科 234（人口 10万人あたり 57.55、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 30（人口 10万人あ
たり 7.38、全国平均 8.75） 

 薬局 186（人口 10万人あたり 45.75、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 55（人口 10万人あ
たり 13.53、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（横須賀市消防局の管轄区域：横須賀市、三浦市の 132.88k㎡） 

 消防署数 4（他に分署 1、出張所 10）、職員定数 504人（実員 498人）、救急車 14台 

 平成 29年救急出動件数 26,956件（10年前の 1.28倍）、搬送人員 23,964人（同 1.24倍） 

 上記のうちの急病件数 18,490件、急病搬送人員 16,439人 

 平成29年搬送人員23,964人の傷病程度別の内訳：死亡349人（1.5％）、重症1,603人（6.7％）、
中等症 9.363人（39.1％）、軽症 12,591人（52.5％）、その他 58人（0.2％） 

 平成 29年搬送人員 23,964人の年齢別の内訳：新生児 13人（0.1％）、乳幼児 819人（3.4％）、
少年 848（3.5％）、成人 6,863人（28.6％）、高齢者 15,421人（64.4％） 

（出典：「横須賀市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋） 
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事例の概要 
横須賀市（行政）が推進する在宅医療・介護連携事業は、横須賀市医師会をはじめとする医療・

介護関係団体の連携・協働によって進められて来た。この事業の課題整理と施策実施は、医療・介
護関連団体から構成される「横須賀市在宅療養連携会議」で協議・検討がなされており、決定事項
の周知徹底も参加職能団体が分担する。救急搬送増、延命治療・終末期医療の事前意思確認等の課
題についても、この枠組みの中で、議論・検討が進められている。 

■横須賀市が目指す方向（最終的な目標） 

「住み慣れた我が家で療養したいという方が、在宅での療養・さらには看取りという選択肢がで
きるように地域医療の体制づくりを進める」 

■横須賀市と横須賀市医師会の協働による取組み 
○協議体「横須賀市在宅療養連携会議及び 3ワーキングチーム」の活動（事務局：横須賀市健康部地
域医療推進課） 

・市民対象「横須賀市在宅療養ガイドブック（vol1、vol2）」の作成・配布（企画：横須賀市在宅療
養連携会議、制作：市健康部地域医療推進課） 

・市民対象「在宅療養シンポジウム」の開催（企画：横須賀市在宅療養連携会議、主催：市・後援：
市医師会） 

・多職種対象「多職種連携のためのセミナー」の開催（企画：横須賀市在宅療養連携会議、主催：市
＆市医師会） 

・ケアマネ対象「ケアマネージャーのための在宅療養セミナー」の開催（企画：横須賀市在宅療養連
携会議、主催：市＆市医師会） 

○「在宅医療・介護連携推進事業」（事業主体：市健康部地域医療推進課、受託実施：市医師会） 
・病院職員対象「在宅療養出前セミナー」の開催 
・「在宅療養センター連携拠点事業（広域多職種合同研修会、かもめネット、在宅患者入院支援登録
システム、街角在宅医療講座、病院長会議、市民公開講座）」の実施 

・「在宅療養ブロック連携拠点事業（幹事会、ブロック会議、多職種合同研修）」の推進 
○「救急医療センター」の運用（健康部地域医療推進課、指定管理者：市医師会） 

■行政（横須賀市）の取組み 
○市民対象「まちづくり出前トーク」の実施（健康部地域医療推進課、※講師：市職員、在宅療養・
在宅看取り、最期の医療意思表明について）H24～ 

○病診・多職種連携「横須賀市退院前カンファレンスシート」の作成・活用（健康部地域医療推進課）
H26.6～ 

○「エンディングプラン・サポート事業」の実施（福祉部生活福祉課）H27.5～ 
○「よこすか安心カード」の配布（福祉部福祉総務課）H28.3～ 
○「横須賀版リビング・ウィル」の作成・限定配布（健康部地域医療推進課）H30.1～ 

■医師会（横須賀市医師会）の取組み 
○在宅医療・介護連携ノート「よこすかリンクパスポート」の導入・運用 H23～ 
○「在宅療養センター連携拠点事業」の推進 H24～ 
○病診連携「在宅患者入院支援登録システム（バックベッドシステム）」の運用 H26.7～ 
○多職種連携「在宅療養・介護情報共有システムかもめネット」の運用活用 H26~ 
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展
開

在宅医療・在宅看取りの選択肢実現への取組み （横須賀市）

横須賀市高齢者福祉アンケート（H28.11実施）

検討の場：在宅療養連携会議（広報啓発ワーキングチーム）
対象：要介護非認定の65歳以上1600名
●『人生の最期を迎えた時の延命治療の希望』

希望しない84.1％、希望する2.4％
●『人生の最期に自分自身が受ける医療行為に対し予め書面で意思

表示をしておきたいか？』
意思表示をしておきたい55.1％
わからない31.7％
意思表示をしたくない5.4％

まちづくり出前トーク
H24～

〇上手な医者のかかり方（か
かりつけ医を持とう）
〇最期の医療あなたはどうし
ますか？（在宅療養、在宅看
取りについて等）
〇リビング・ウィル（最期の
医療の意思表明）について 「横須賀版リビング･ウィル」作成･配布（H30.1～）

検討の場：在宅療養連携会議（広報啓発ワーキングチーム）
配布対象：全市民
●あえて簡単で分かりやすい内容（元気なうちに考え、家族に伝
えるツールに）
●シンポジウム＆出前トークで説明後に手渡し配布
●医療・介護施設で、説明を加えて手渡し配布

在宅療養ガイドブック
作成･配布

（市民啓発活動）
在宅療養シンポジウム
〇在宅療養・在宅看取りを
テーマに年1回開催、H23～

〇「最期までおうちで暮らそ
う」H26.3～
〇「ときどき入院・入所 ほぼ
在宅」H29.4～

検討・推進体制
〇構成メンバー（21名）
・在宅医4名（横浜市医師
会推薦医師）
・救急医療担当医師6名
（市内3病院）
・神奈川県警6名（3警察
署+県警本部）
・市消防局救急課2名
・市健康部地域医療推進課
3名
・医師会1名
〇開催頻度
・年間3回程度（必要に応
じて変動）

検
討

在宅医療・救急医療連携における検討会 （事務局：横須賀市）

検討会開催日程

検討課題
課題1：在宅患者から救急要請後、救急隊や病院の医師から、かかり
つけの在宅医へ連絡ができない場合がある
課題2：在宅患者本人が希望している看取り場所やかかりつけの在宅
医が看取り対応をしているかが救急隊や病院の医師ではわからない。
課題3：不搬送時、救急隊から引継ぎをする相手は医師が原則だが、
かかりつけの在宅医がすぐに駆け付けられない場合がある。
課題4：警察への連絡や死体検案となる件数を減らす方法を考えるた
め、まずは在宅患者の搬送件数実態調査を行い、実態を把握する必
要があるか検討する。

活動のきっかけ
〇厚労省主催「在宅医療・
救急医療連携セミナー」
の参加

緊急連絡先活用試行
・6月下旬：医師会（在宅医療委
員会）へ依頼
・7月下旬：市内3病院へ依頼
・8月1日試行開始（～10月31日まで）
・9月21日医師会（在宅医療委員
会）途中・意見聴取
・10月31日試行の継続決定
・平成31年3月11日試行終了予
定 ※3月11日会議で試行継続決定

【平成29年度】
・H30.2.第1回：検討会設置
・H30.3.第2回：ルール・方針検
討
【平成30年度】
・H30.5.第1回：緊急連絡先活用
の検討
・H30.10.第2回：途中経過検討
・H31.3.第3回：警察初参加

【横須賀市＆横須賀市医師会の取組概要】 
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取組の紹介 

（1）取組の背景 
横須賀市は、平成７年から全市的な人口減少傾向にあり、一方、平成 12年以降、老年人口が年少

人口を上回り高齢化が進展している。2025年には 65歳以上人口の割合は約 32％、75歳以上人口
は約 20％に達する見込みである。また、それに伴い年間死亡者数も約 5900人（1300人増）と増
加が予測されている。多くの市民が在宅での療養や看取りを希望しているが、実際には約 60％の市
民が病院で死亡しているのが現状である。 

横須賀市は医療・介護資源は全国平均かそれをやや下回る水準にあるものの、横須賀市（地域医
療推進課）は早期から在宅医療や多職種連携に取り組んで来た。横須賀市医師会も、一方では行政
と協働し、また他方では医師会独自の事業を進めて来た結果、自宅死亡率（平成 26年 22.9％）が、
人口 20万人以上の都市で全国トップとなった。 

横須賀市と市医師会は、「在宅療養連携会議と 3ワーキングチーム」の活動を基軸に、車の両輪
となって活動することで、市内関係者による在宅医療・介護連携の活動は深化・進展したと言える。
しかし、活動の進展により、新たな課題が表出することになり、より密な連携、効果的な協働が求
められることになる。それが、在宅医療と救急医療連携であり、また、延命治療・終末期医療に対
する意思決定支援の問題である。 

（2）検討開始 
①在宅医療・介護連携の推進体制と経緯 
●横須賀市が在宅療養連携推進に取り組んだ理由（課題認識） 
平成 22年当時：がん患者が退院して自宅に帰ってから途方暮れるようなケースが増加。退院後
にも安心できるような体制づくりが必要ではないか。最期まで自宅暮らすことができる地域医
療の体制「在宅療養・看取りの体制づくり」へ向かう。 

【平成 23（2011）年度】事業着手 
〇医療・介護の関係職種ヒアリング 
〇「在宅療養連携会議」の設置（年 4回開催） 
 テーマ：在宅療養現場における課題の抽出と解決策の検討 

【平成 24（2012）年度】事業展開プロセスの確立 
〇「在宅療養連携会議」にワーキングチームを設置：解決策の具体化を検討 
 全体会議（年 4回開催） 

WT（年 4～5回開催）：広報啓発WT、連携手法WT、研修・セミナーWT 
〇「WTで事業を企画 ⇒ 全体会議で承認 ⇒ 市が事業実施」という取組みの展開プロセスが
ほぼ確立 

【平成 25（2013）年度】ブロック拠点体制の整備 
〇拠点体制の整備について、市と市医師会が検討 
センター連携拠点（医師会）と 4つのブロック拠点（総合病院）を設置 
拠点を事務局として、地域の開業医のネットワーク作りに着手 

〇医師会においても独自事業を展開 
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【平成 26（2014）年度以降】PDCAサイクルによる継続的見直しと実践 
〇継続的に「課題抽出 ⇒ 解決策検討 ⇒ 事業の具体化・実施」のプロセスにより、各種事業
を継続展開 

【横須賀市在宅療養ブロック拠点センター連携拠点体制図】（横須賀市在宅療養連携会議資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【4ブロックの対象エリア】 

（横須賀市医師会『在宅医療ハンドブック』より） 
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②在宅療養・在宅看取りの選択肢を実現する施策の検討と実施 
○市民啓発のための取り組み 
・まちづくり出前トーク（平成 24年度〜） 
市職員が地域に出向き、人生の最終段階の医療などについて話し、市民に考えてもらうきっか
け作りをする。 

・在宅療養ガイドブックの作成・配布（平成 26年 3月初版発行） 
市民が、在宅療養や在宅看取りをイメージできる情報を盛り込む。「Vol1.最期までおうちで暮
らそう」と「Vol2.ときどき入院・入所 ほぼ在宅」 

・「横須賀版リビング・ウィル」の作成（平成 30年 1月発行） 
元気なうちに、人生の最終段階における医療のことを考えるきっかけにして欲しい。 
自分の希望について、家族などに伝えるきっかけにして欲しい。 
そのためのツールとして作成し、あえて簡単で分かり易い内容にした 
※配布も説明を加えての手渡しになるよう配慮している。 
 

③在宅医療・救急医療連携のための検討・推進組織 
○会議体「在宅医療・救急医療連携における検討会」（平成 29年 2月〜現在、市主催） 

検討会の概要 
・目的：高齢者の救急搬送が増加するなかで、在宅で最期まで療養することを希望している患者
が急変した際に、本人の意思に沿わない救急搬送が増加することが懸念されている。在宅医療
関係者や消防機関、救急医療機関、警察関係者との間で、患者の病状や希望する療養場所、延
命治療に対する意思などの患者情報を共有し、在宅医療・救急医療連携における関係職種間で、
共通認識を持てるように連携体制を構築する。 

・内容：①各現場における課題を抽出・分析し、その課題解決に向けて基本的な対策を検討する
とともに、連携体制構築のための連携ルール作りに取り組む。 

②関係職種への連携ルールの周知を行う。 
③連携ルール運用後、必要に応じて見直す。 

・構成メンバー（21名）：在宅医３名（横須賀市市医師会推薦医師）、救急医療担当医師６名（市
内 3病院）、神奈川県警６名（市内警察署 3+県警本部 1）、市消防局救急課 2名、市健康部地
域医療推進課 3名、医師会 1名 

・開催頻度：年 3回程度 ※必要に応じて開催 
 
検討会設置の発端（きっかけ） 
〇平成 29年 10月 厚生労働省主催「在宅医療・救急医療連携セミナー」への聴講参加 
・当該セミナーでは、在宅医療関係者・救急医療関係者・自治体の 3名参加が条件のため、
市医師会・市消防局・市地域医療推進課のメンバーで参加し、研修内容を地域に持ち帰り、
ルール作成を進めることが研修課題であったため、本検討会の開催の 1つのきっかけとな
った。 

・市医師会の在宅療養委員会では、既に救急医療や警察機関との話し合いの場もあったため、
検討会参加を呼び掛けることになった。 
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これまでの開催実績 
【平成 29年度】 
〇下打合せ 平成 29年 12月（出席 9名） 

1.構成員の顔合わせ 
2.意見聴取 

〇第 1回 平成 30年 2月（出席 16名） 
1.検討課題・協議の進め方の確認 
2.具体的なルールの検討 

〇第 2回 平成 30年 3月（出席 12名） 
1.具体的なルールの検討 
・在宅患者における終末期の救急搬送を前提として検討 

2.今後の方針の確認 
・在宅医に対する調査について 
・在宅患者全員へのリンクパスポートの普及について 
・在宅患者の救急搬送時におけるフローチャート作成と課題の抽出 

【平成 30年度】 
〇第 1回 平成 30年 5月（出席 12名）： 

1.在宅医療・救急連携事業「在宅医療緊急連絡先活用試行」について事前確認 
・在宅医の緊急連絡先の各病院での取り扱いについて 
・救急隊の緊急連絡先の提供について 
・人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での対応について 

〇第 2回 平成 30年 10月（出席 13名）： 
1.在宅医療・救急連携事業「在宅医療緊急連絡先活用試行」の経過報告 
2.試行における課題抽出と今後の方針確認 
・試行の継続実施 
・次回検討会に各警察署からの参加を依頼 

〇第 3回 平成 31年 3月（出席 17名）※警察初参加 
1.在宅医療・救急連携事業「在宅医療緊急連絡先活用試行」の経過報告・意見交換 
・「死体検案」と「死体検視」について 
・施設における救急搬送について 

2.警察との連携について情報・意見交換 
・警察への連絡基準や引継ぎ方法等 

3.今後の方針確認 
・試行の継続実施 
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検討会の検討内容 
〇検討課題 ※在宅患者における終末期の救急搬送を前提として検討 
課題 1：在宅患者から救急要請後、救急隊や病院の医師から、かかりつけの在宅医へ連絡がで

きない場合がある 
課題 2：在宅患者本人が希望している看取り場所やかかりつけの在宅医が看取り対応をしてい

るかどうかは、救急隊や病院の医師ではわからない。 
課題 3：不搬送時、救急隊から引継ぎをする相手は、医師が原則だが、かかりつけの在宅医が

すぐに駆け付けられない場合がある。 
課題 4：警察への連絡や死体検案となる件数を減らす方法を考えるため、まずは在宅患者の搬

送件数実態調査を行い、実態を把握する必要があるか検討する。 
 

「在宅医緊急連絡先活用試行」の経緯 
平成 30年 6月下旬 横須賀市医師会（在宅医療委員会）へ依頼 
     7月下旬 市内 3病院への依頼 
     8月 1日 試行開始（～10月 31日まで） 
     9月 21日 横須賀市医師会在宅医療委員会 途中・意見聴取 
    10月 31日 平成 30年度第 2回検討会で試行の継続決定 
平成 31年 3月 11日 試行終了予定 ※3月 11日会議で試行継続決定 
 

（3）「横須賀版リビング・ウィル」の周知 
①シンポジウム・説明会後の配布（横須賀市） 

横須賀市では、冊子「横須賀版リビング・ウィル」は、市のWebサイトの公開・配布は行って
おらず、基本的な考え方や留意点などの一定の説明を行ったうえで配布することを前提とする。 
〇まちづくり出前トーク 
・地域住民の要望によって、市職員が出向いて施策説明等を行う「まちづくり出前トーク」では、

150を超えるテーマ設定があるが、そのうち「地域医療推進課」が担当するテーマは以下の 3件
である。いずれのテーマでも、「横須賀版リビング・ウィル」の考え方や活用法に触れる内容と
して、参加者に説明＆意見交換を経て配布を行うことにしている。 

・ちなみに、平成 30年度 4月～10月の申込状況は、3テーマに対し 16団体（参加者約 392名）
となっている。 
「上手な医者のかかり方（かかりつけ医を持とう）」 
「最期の医療あなたはどうしますか？（在宅療養、在宅看取りについて等）」 
「リビング・ウィル（最期の医療の意思表明）について」 

〇在宅療養シンポジウム 
・横須賀市では、在宅療養・在宅看取り等をテーマにした市民対象の「在宅療養シンポジウム」を
定員 400人規模の会場で、年 1回定期開催している。 

②医師会を始めとする医療・介護施設での配布 
・配架配布ではなく、原則として説明することを前提に、市が配布を依頼している。冊子「横須賀
版リビング・ウィル」の趣旨や活用上の留意点等を適切に説明できる者であれば、職種の指定や
限定はしていない。 
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（4）取組の成果 

①「在宅医療・救急医療連携における検討会」について 
課題整理とルール作りの議論を始めたところで、まだ具体的な成果を得るところまで至ってい

ない。ただ、在宅医療、救急医療、消防、警察、行政の 5者が同じテーブルで議論することが相
互理解に繋がり、今後の連携体制の構築や共通ルール作りがスムーズに展開することが期待でき
る。 

②「横須賀版リビング・ウィル」について 
こちらも配布が始まったばかりで、何部、市民に届いている把握していない。また、本冊子の

主旨・内容からしても、数値的・短期的な成果・効果を測定することは想定していない。 

 
 

今後について 

（1）今後の課題 
①在宅・施設、看取りの数だけ増えれば良いわけではない。看取りの質の維持・向上ど
うするか？ 

②横須賀市医師会員の市内在住率約 4割という事実があるなかで、休日夜間急変時の対
応をどうするか？ 

 

（2）課題解決のための取組み案 
①かかりつけ医のスキルアップ 

②医師相互の得意分野の相互連携 

③在宅医と訪問看護師などの連携と相互サポート体制の進化 

④在宅医療専門診療所との連携の是非 

⑤在宅医による休日夜間対応ネットワークの構築 
 
出典：下記 Web サイトや資料から抜粋・要約 
横須賀市ホームページ 『在宅療養連携推進』 
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku.html 
横須賀市『横須賀市における在宅医療・介護連携推進の取り組み』（埼玉県立大学 地域包括ケアセミナーでの発表資料） 
https://www.spu.ac.jp/Portals/0/News%20file/sangaku/kenkyu/20180727seminar_2%20.pdf 
一般社団法人横須賀市医師会ホームページ 『在宅医療（かもめ広場）』 
https://www.yokosukashi-med.or.jp/zaitaku 
その他、横須賀市からの受領資料 

  

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku.html
https://www.spu.ac.jp/Portals/0/News%20file/sangaku/kenkyu/20180727seminar_2%20.pdf
https://www.spu.ac.jp/Portals/0/News%20file/sangaku/kenkyu/20180727seminar_2%20.pdf
https://www.yokosukashi-med.or.jp/zaitaku
https://www.yokosukashi-med.or.jp/zaitaku
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資料編 

工程表 
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横須賀市：平成 23年度〜31年度在宅療養連携推進事業一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
平成 30 年度在宅療養連携会議 第 3 回全体会議配布資料 
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku/renkeikaigi/documents/14_8.pdf 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku/renkeikaigi/documents/14_8.pdf
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/zaitaku/renkeikaigi/documents/14_8.pdf
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千葉県柏市：柏市役所 
地域概要 

千葉県の北西部に位置し、東京都心から約 30キロの距離にあり、東
京のベッドタウンとして高度経済成長期に急激に人口が増加し、 
現在は約 42万人の中核市である。 

隣接する市は、東に我孫子市・印西市、利根川を挟んで茨城県取手市・
守谷市、南に鎌ヶ谷市・白井市、西に松戸市・流山市、北に野田市とな
っている。 

地勢は概ね平坦で、下総台地の広い台地上を中心に、市街地や里山が
形成されている。また、大堀川、大津川、金山落などの川沿いや、手賀
沼や利根川沿いに分布している低地では干拓事業や治水事業などが進
められ、まとまった農地等となっている。 

手賀沼や利根川に代表される自然と、市の中央部にあるＪＲ柏駅周辺を中心とした商業施設
による賑わいが折り重なっている都市であり、2006年にはつくばエクスプレスが開業し、柏の
葉キャンパス駅エリアにおいては、東京大学や千葉大学を中心とした先進的な学術の街として
の注目も集まっている。 

 

人口・面積 
 人口： 424、322人（2018年 10月 1日現在） 

 面積： 114.74㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
柏市の高齢者人口 106,146人、高齢化率は 25.3％

で、同時期の千葉県平均 26.4％より下回るものの、
特に後期高齢者が増加すると予測される。（平成 30
年 4月 1日現在）。 
（出典「第７期柏市高齢者いきいきプラン 21」） 
 
第１号被保険者の要介護認定率は 15.31%、訪問

診療実施率 12.2％（H26.厚労省特別集計）、看取
り実施率 4.1％（H26.同上）、自宅死の割合は 15.0％
（H28. 厚労省特別集計）となっている。  
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 949（人口 10万人あたり 229.25、全国平均 237.28） 

 一般診療所 216（人口 10万人あたり 52.18、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 34
（人口 10万人あたり 8.21、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 97（人口 10万人あたり
23.43、全国平均 73.57） 

 病院 18（人口 10万人あたり 4.35、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 0（人口 10万
人あたり 0、全国平均 1.07）、病院病床数 4,857（人口 10万人あたり 1,173.32、全国平均
1,201.30） 

 歯科 209（人口 10万人あたり 50.49、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 49（人口 10万人あ
たり 11.84、全国平均 8.75） 

 薬局 144（人口 10万人あたり 34.79、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 47（人口 10万人あ
たり 11.35、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（柏市消防局の管轄区域：柏市の 114.74㎢） 

 消防局数１消防署数 4（他に分署 7、指令センター1、消防団器具置場 42）、職員定数 502人、
高規格救急自動車 12台 

 平成 30年救急出動件数 20,516件（5年前の 1.19倍）、搬送人員 19,013人（同 1.17倍） 

 平成 29年救急出動件数 19,246件のうちの急病出動件数 12,491件、急病搬送人員 11,779人 

 平成29年搬送人員17,924人の傷病程度別の内訳：死亡130人（0.7％）、重症1,538人（8.6％）、
中等症 8,098人（45.2％）、軽症 8,158人（45.5％） 

 平成 30年搬送人員 17,924人の年齢別の内訳：新生児 55人（0.3％）、乳幼児 954人（5.3％）、
少年 797人（4.4％）、成人 6,030人（33.6％）、高齢者 10,088人（56.3％） 

 

 

 

 

 

 
 
出典「柏市消防年報平成 30年（2018年）版」および 

「平成 30年救急概況」より抜粋  
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事例の概要 
柏市では、2010年から在宅医療を推進するためのプロジェクトを立ち上げ、在宅医療・介護

多職種連携の取り組みを行ってきた。この取り組みは全国のモデルとなり、2015年度の介護保
険法の改正にも大きな影響を与えることとなった。 

柏市の取組みは、取組み開始当初、既に高齢化率 40％を上回る地域として、1964年に当時
の日本住宅公団（UR都市機構）が約 4、700戸規模で建設した豊四季台団地が、十数年後の大
都市近郊の姿を表わしていたということから始まっている。UR都市機構による豊四季台団地の
建替え事業を契機とし、柏市、東京大学高齢社会総合研究機構、UR都市機構の三者は、身近に
迫る超高齢・長寿社会に対応した「新たなまちづくり」を進めるために、産学官一体で取り組
むべく、2009年 6月に「柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会」（以下、研究会）を発足した。
2010年 5月には協定を締結、三者が目指すもの・コンセプトを「住み慣れた場所で自分らしく
老いることができるまちづくり：Ａging in place」の提案と実践とし、まちづくりの方針（あ
るべき姿）として、「いつまでも在宅で安心した生活が送れるまち」「いつまでも元気で活躍
できるまち」を掲げ、これらを実現するために在宅医療を中心とした、地域包括ケアシステム
の具現化を図ることとした。 

このような取組みが進められる中で、高齢化の進展に伴う救急需要の増大から、在宅医療と
救急医療が連携した取組みの必要性が救急医療現場より問題提起された。今までの在宅医療・
介護連携の取組みの土台を活用し、多職種連携をベースとし、課題解決に向けた具体の取組み
を開始することになった。 
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取組みの紹介 
（1）取組みの背景 

柏市における取組みは、２０１０年より開始し、最初の５年間（第１フェーズ）で在宅医療・
介護連携の体制・ルールの構築を主眼に置き、在宅医療のシステム構築と医療と介護の連携強
化を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆水平連携 

【診診連携】主治医・副主治医制（医師会）： 

      （かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ） 

【多職種連携】情報共有システムの利活用（医師会・多職種・柏市） 

【多職種連携】在宅医療多職種連携研修会の開催（医師会・多職種・柏市） 

◆垂直連携 

【病診連携】急性増悪時等における病院のバックアップ体制確保（医師会・病院・柏市） 

【病診連携】「病院と在宅のさらなる連携強化に向けた研修会」開催（医師会・病院・柏市） 
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◆連携窓口：中核拠点（柏地域医療連携センター）の設置 

在宅医療については、２０１５年以降は第２フェーズに移行し、第１フェーズで構築した体
制・ルールのさらなる質・機能の向上や普及・定着、多職種連携の質・機能の向上を目的に、
取組みの充実を図っている。 

２０１１年度より毎年開催している病院連絡会議（市内救急告示病院及び災害拠点病院・国
立がん研究センター東病院・東京慈恵会医科大学附属柏病院の12病院の院長先生が集まる会議）
では、在宅医療、救急医療、小児救急体制、災害医療について協議および情報共有を行ってい
る。 

２０１４年度の病院連絡会議にて、三次救急医療を担う病院医師より、高齢者施設から次々
に搬送される高齢者の実情から、高齢者の意思決定支援の必要性や、救急医療と在宅医療が連
携した取組みの必要性について問題提起されたことにより、現状や課題の把握、具体的な対策
の検討を進めることとなった。 

【※柏市の現状と背景】 

●救急搬送の現状 

年間出場件数･搬送人員は年々増加傾向、現着時間は延伸傾向にあり、傷病程度別では軽症割
合は減少・中等症割合微増、年齢別は高齢者が半数を占めている。 

●高齢者の「住まい」の状況変化 

医療職不在のサービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム、グループホームが増加している。 

【※医療と介護の現状の把握】 

●救命救急センターに次々と運び込まれる看取り期の高齢者施設の入所者 

⇒本人の意思確認はどうなっているのだろうか？ 

●施設へのヒアリングの結果、入所時に意向確認はされている現状 

⇒医療との連携が十分でなく、介護職が判断することへの不安が大きい実態 

●市民は人生の最終段階の医療の選択について考える機会がない 

⇒在宅であっても施設であっても、市民への啓発と意向確認が重要である 

 

このような状況を踏まえて、柏市では、医師会・介護サービス事業者・消防局・行政
が協働した取組みを行う必要があると考え、意見交換を行う会議の場を設定した。この
場で、現状を共有し、課題を明らかにした上で、今までの医療・介護連携の体制を基盤
とした取組みを行うこととなった。 
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（2）取組み内容 
①実態の把握 

１．高齢者の入所施設へのアンケート調査実施（2015 年度） 

「入所者の延命処置に関する意向確認の状況調査」として、市内の高齢者の入所施設（特養、
老健、グループホーム、サ高住、有料）を対象に調査を行った。 

２．各入所施設へのヒアリング実施（2016 年度・2017 年度） 

柏市および柏市消防局にて、各施設を巡回し、施設における意向確認の現状と課題、医療と
の連携体制の現状、今後の取組みへの意見を聴取した。 

３．救急隊員へのアンケート調査を実施（2017.12 月） 

【◆目的】 
高齢者の増加に伴い、在宅療養中の自宅や高齢者の入所施設からの救急要請が増加し、複雑
化している状況がある。今後、本人や家族の意向を尊重した形での看取り体制を検討するに
あたり、救急現場での現状を把握するために調査を実施した。 

※参考文献：「地域包括ケアシステムにおける高齢者救急搬送の適正化及び DNAR 対応に 
関する研究」研究代表者：北九州市立八幡病院救命救急センター伊藤重彦（平成 29 年 3 月） 

【◆調査方法】 

 救急隊員 107名に庁内 PCを活用して実施（回収率 100％） 

【◆調査項目】 

 DNAR事案への出動経験、病院到着前に DNARと判明した時の対応 

 CPA傷病者・DNAR傷病者の処置への拒否経験と対応方法 

 DNAR傷病者の搬送困難な事案の有無 

 高齢者の救急搬送についての改善希望、柏市の取組みへの意見・提案 

【◆連携のポイント】 

 消防局救急課との綿密な協議・目的の共有化、発信は救急課から行う 

 消防局内の合意形成のために、救急課長が各所属長に事前説明を丁寧に行う 

【◆結果】 

救急隊員への調査の結果、柏市の救急搬送の課題が浮き彫りになった。 

 救急隊員の 9割が DNAR事案への出動経験があった 

 医療との連携、家族への対応に苦慮している実情が判明した 
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②課題の共有 

顔の見える関係会議 

柏市の取組みの象徴のひとつである「顔の見える関係会議」は、在宅医療に関わるさまざま
なテーマに沿って、多職種が一堂に会しワークショップを行い、医療と介護等の多職種がお互
いの立場や役割、視点、考え方の違いに気づき、理解を深め合うことで、顔の見える関係を築
き、連携体制を構築する場となっている。 

◆テーマ「高齢者の救急搬送の現状と課題」：2016年 11月市内３エリアにて開催 

参加者：385名 

【参加者アンケート（一部抜粋）】 

 専門職だけでなく市民への啓発も大切であり、救急車を呼ぶ意味を今一度考える必要がある 

 救急のテーマについては、これからも色々な立場の方が一緒に話し合っていかなければい
けないと実感した。 

◆テーマ「人生の最終段階における意思決定支援」2017年 2月開催 

参加者：156名 

【成果】 

 多職種がチームとなり人生の最終段階の意思決定支援を
行う必要性を共有し柏モデルにおける意思決定支援ガイ
ドラインの構築に向けた提案が示された 

★成果物★ガイドラインの目次出し 

 

③検討の場の設置 

１．高齢者の救急搬送に係る意見交換会 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、救急搬送に関する課題を共有し、相互理
解を深め、課題解決に向けた方策を検討する場として設置した。 

（１）第１回目：２０１６年開催 

 施設における意向確認の難しさ、本人や家族への説明・対応時の介護職の限界、多様な施設形 

 態があるが救急隊員や医療職の理解が十分でないという現状を共有した。 

 ⇒【対応策】さまざまな施設種別の周知と理解を得ていくこと、統一したマニュアルや様式の 

       検討、医療と介護施設との連携推進 

（２）第２回目：２０１７年開催 

 医療・介護・行政・救急、それぞれの課題を再整理し、今後の取組みの骨子を共有した。 

 柏市における意思決定支援について検討する新たな場の設置について検討することとなった。 

グループワークの様子
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２．意思決定支援検討ワーキング・グループ 

人生の最終段階において、本人や家族の意向を尊重した形の看取り体制を構築するために、
取組みの具現化を図り、柏市におけるルールづくりを検討する場として新たに設置した。 

【◆論点】 

・延命を望まない高齢者の救急搬送について、心肺蘇生をしなくてもよい環境づくり 

・本人の意思決定を支える仕組みづくり 

【◆協議内容】 

検討の場において整理した取組みの柱のひとつ「本人の意思を多職種で共有できるルールづ
くり」について、支援者のためのガイドライン作成に向けて、市民を交えて、医療・介護多職
種で検討した。 

 

（3）取組みの整理と共有 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

現状認識 課題 ４つの取組み

 施設へヒアリングの実施
介護職員だけでは救急要
請か外来受診か，マニュ
アルがあっても判断でき
ない
病院と家族の「延命治
療」に対する認識に差が
ある。延命治療するかど
うかを説明できるガイド
ラインがほしい
看取りの同意書があるが
主治医から救急搬送の指
示が出る

 意見交換会の開催
看取りと急変時の対応は
分けて考える必要がある
介護職員にとっては急変
や看取りの対応には恐怖
感や精神的なストレスが
大きい
介護職員は知識がない。
若い職員も多く死の経験
自体もほとんどない状況

 施設，主治医，医療機関，
救急隊員との連携が不十分

 施設ごとに入所者の状況，
医療職の配置状況，対応
力・対応方法が異なる

 介護職員の急変時や看取り
期の対応に必要な知識や経
験が不足しているため不安
が大きい

 入所時には一旦意向を確認
していても，状態の変化に
合わせた話し合いや再確認
の機会がほとんどない

①本人の意思を多職種で共
有できるルールづくり
⇒多職種が同じ視点で支援
ができるようなガイドライ
ン等の作成・ルール化

②介護職員への研修
急変時・看取り期対応力向上，
不安の軽減
⇒指針・対応マニュアルの
整備，柏市共通様式の作成

③市民への啓発
人生の最終段階の医療の選択
と意思表示
⇒効果的な市民啓発の場や
方法の検討

④医療との連携
主治医，施設嘱託医，MC
協議会，救急隊員の共通理解
ができる体制づくり
⇒日本臨床救急医学会の
提言を実現できる連携
体制づくり

医療・介護連携を中心に，
現状に合わせた多面的な
取組みが必要との認識の
共有が図れた
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（4）取組みの成果 
①キーマンによる意識のすり合わせができ、取組みを推進できたこと 

 医師会、消防局、柏市の 3者が「在宅医療・救急医療連携セミナー」に参加したことで、  

意識をすり合わせ、目指すべき方向性の共有が図れた。その上で、今までの取組みを整理 

し、調整や連携を密に行い、検討の場「意思決定支援検討WG」を設置でき、取組みを一歩 

前に進めることができた。 

②今まで培ってきた取組みの体系に位置づけることで、連動性を確保できたこと 
 在宅医療・介護連携推進の取組みの一環として体系を整理したことにより、新たな別の取 

組みではなく、連動した取組みであることの理解が得られ、多職種連携のつながりの中での 

協力体制が確保でき、医療・介護専門職の現場の声を具体的に反映することができた。 

③市民参加により、目的の明確化が担保されたこと 
 検討の場に市民の参加が得られたことにより、「本人の意思をどう支えていくか」という 

ことを常に意識して議論ができる体制を確保できた。また、支援者が当事者となる市民の声 

を直接聞き、ガイドラインに反映することができた。 

事務局：柏市
委 員：柏市医師会（診療所，病院），柏歯科医師会

柏市薬剤師会，柏市訪問看護ステーション連絡
会，柏市介護支援専門員協議会，地域包括支
援センター，柏市在宅リハビリテーション連絡会，
東葛北部在宅栄養士会，介護サービス事業者
協議会，柏市社会福祉協議会，柏市ふるさと協
議会連合会 ほか

柏市在宅医療・介護多職種連携協議会

・在宅医療・介護多職種連携ルールの作成
・在宅医療推進のための行政施策への反映 など

多職種連携・
情報共有システム

部会
研修部会 啓発・広報部会

情報共有システム
や多職種連携ルール
について議論
必要に応じ個別症
例の検討

在宅医療多職種連
携研修，顔の見える
関係会議等の計画と
実施
通年で在宅医療・
地域医療をテーマと
した研修を企画運営

在宅医療を始め
とする地域医療に
関して，市民に向
けた普及・啓発活
動の方向の検討
広報・啓発ツー
ルの作成と実践

10病院地域連携会議 在宅医療第2フェーズWG 意思決定支援検討WG
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今後について 
在宅医療・介護連携の促進は、地域包括ケアの構築という理念の下に、介護保険政策と一体

的に進めていくことが重要である。このため、柏市では、2012年度から始まる第５期介護保険
事業計画において、在宅医療の推進施策について記載し、2015年を開始年度とした第６期計画
においては、在宅医療の需要が 2025年に向けてどのように推移するかを示した将来推計を記
載した。2018年を開始年度とした第 7期計画では、評価指標を設定し、一体的な評価体制を構
築することにより、柏市版地域包括ケアシステムの完成に向けて、さらなる仕上げを行ってい
くこととしている。救急医療との連携においても、取組みの土台は同様であり、地域包括ケア
の構築の視点を持って、課題を共有し、具体の取組みにつなげて、柏市としての仕組みづくり
を行うことが重要である。 

高齢化に伴う在宅医療のニーズの増加に対応できる医師の増加 

今後急速に進展する高齢化の影響により、在宅医療が必要な患者が増加することが予想され
ている。２０２５年に向けた需要推計を参考に、在宅医療を担う専門職、特に医師の増加が求
められている。 

医師会では、在宅プライマリケア委員会を立上げ、主治医・副主治医制の構築により、訪問
診療に面の広がりを持たせることに成功している。一方で、近年では在宅医の増加は鈍化の傾
向にあるため、医師の負担感をさらに軽減する取組みへの議論が必要となっている。 

訪問看護ステーションの基盤強化の充実 

訪問看護は医療・介護の連携の橋渡し役として、在宅医療を推進するための重要なファクタ
ーである。在宅医療の 24時間 365日対応体制を支えるためにも、訪問看護ステーションの効果
的な基盤強化策が求められている。 

「患者・家族の意思決定支援」の取組みの必要性 

地域包括ケアの理念を実現するためにも、「選択と心構えを支える役割」を果たせる医療・
介護職の人材育成が必要であり、柏市がこれまでの取組みで培ってきた多職種連携のつながり
をベースに、連携の質の向上を目的とした取組みを具現化していく必要がある。意思決定支援
の取組みについても、多面的な議論による具体的な検討の場や取組みが必要である。 

「市民啓発」の必要性 

現状では、市民の在宅医療への認知度は低い状況があるため、どの年齢層をターゲットにど
のような啓発活動を行うのが効果的であるかという検討を行った結果、啓発ツールごとにター
ゲットを絞り、優先順位を付け、戦略的・集中的に啓発活動を進めていく必要がある。 
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資料編 
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参考：柏プロジェクトの在宅医療イメージ 
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新潟県長岡市：一般社団法人長岡市医師会 
地域概要 

長岡市は、日本一の大河・信濃川が市内中央に流れ、守門岳か
ら日本海まで市域が広がっている。人材育成と未来への投資を
積極的に行っており、3大学 1高専の結束、産学官金の連携
で、産業、まちづくり、あらゆる分野で〝長岡版イノベーシ
ョン〟に挑戦している。 

平成 24 年にオープンした屋根付き広場、アリーナ、市役所が
一体となった全国初の複合型施設「アオーレ長岡」は「市民協働・
交流の拠点」として、自由で多彩な活用が広がっている。 

人口・面積 
 人口： 270,634人（住民基本台帳：平成 31年 3月 1日現在） 

 面積： 891.06 ㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
長岡市の高齢化率は 29.77％で、同時期の新潟県平均 31.1％より低いが、地域により差が大きく、

高齢化率が最も高いのは栃尾圏域の 39.86％、最も低いのは川西地区南圏域の 24.91％（平成 29年
現在）。高齢夫婦世帯（どちらかが 65歳以上）は 11,072世帯、65歳以上の高齢者単身世帯は 8,745
世帯（平成 27年国勢調査より）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：第７期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より。平成 30年以降は推計  
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 582（人口 10万人あたり 211.53、全国平均 237.28） 

 一般診療所 142（人口 10万人あたり 51.61、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 14
（人口 10万人あたり 5.09、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 6（人口 10万人あたり 2.18、
全国平均 73.57） 

 病院 11（人口 10万人あたり 4.00、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 0（人口 10万
人あたり 0、全国平均 1.07）、病院病床数 4,045（人口 10万人あたり 1,470.20、全国平均
1,201.30） 

 歯科 134（人口 10万人あたり 48.70、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 27（人口 10万人あ
たり 9.81、全国平均 8.75） 

 薬局 110（人口 10万人あたり 39.98、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 28（人口 10万人あ
たり 10.18、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（長岡・越路・山古志・小国地域（446.87㎢）を長岡消防署、中之島・三島・
和島・寺泊・与板地域（189.09㎢）を与板消防署、栃尾地域（204.92㎢）を栃尾消防署が管轄、
川口地区は小千谷市へ事務委託し小千谷市消防本部の管轄） 

 消防本部１ 消防署数 3（他に出張所 9）、職員定数 330人、救急車 18台 

 平成 29年救急出動件数 10,529件（前年比 749件増）、搬送人員 9,823人（同 788人増） 

 上記のうちの急病件数 6,952件、急病搬送人員 6,520人 

 平成29年搬送人員9,823人の傷病程度別の内訳：死亡319人（3.2％）、重症1,121人（11.4％）、
中等症 3,037人（30.9％）、軽症 5,346人（54.4％） 

（出典「長岡市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋） 

 

   高齢者（65歳以上）の救急養成元 （長岡市医師会提供） 

   高齢者施設 高齢者施設以外 合計

不搬送 4 150 154

死亡 3 137 140

搬送 600 4,368 4,968

死亡 58 250 308

合計 665 4,905 5,570
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平成18年〜
救急懇談会(長岡市消防本部で年6回開催)
長岡市､小千谷市､見附市消防本部
長岡市､小千谷市､見附市の 病院医師･看護師
新潟県立精神医療センター
認知症疾患医療センター(三島病院など)
こぶし園･長岡三古老人福祉会ほか介護施設
長岡市･長岡市医師会
新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部
長岡警察署･長岡市弁護士会･新潟日報社

平成25年〜（※平成25年は懇親会での開催）
長岡市地域包括ケア推進協議会（長岡市主催）
医師会 救急懇談会
認知症疾患医療センター 歯科医師会
薬剤師会 訪問看護ステーション協議会
作業療法士会 理学療法士会
言語聴覚士会 栄養士会
歯科衛生士会 病院 病診地域連携室代表
介護支援専門員協議会 長岡三古老人福祉会
高齢者総合ケアセンターこぶし園 社会福祉士会
長岡市社会福祉協議会 新潟県長岡地域振興局地域保健課
長岡市 福祉保健部 長岡市 福祉総務課
長岡市 長寿はつらつ課 長岡市 介護保険課
長岡市 健康課 長岡市 福祉課
長岡市 生活支援課 長岡市 国保年金課
長岡市 住宅施設課

平成26年〜
在宅医療連携協議会（医師会主催）

平成27年〜
長岡在宅フェニックス
ネットワーク協議会
長岡市
長岡市医師会
長岡市訪問看護ステーション協議会
長岡歯科医師会
長岡市薬剤師会
長岡地域介護支援専門員協議会
理学療法士会
作業療法士会
言語聴覚士会

課題抽出と目標設定
救急隊の患者搬送受入れ先の問い合せ
回数４回以上のケースすべてについて、
理由･経緯､最終受け入れ病院､および転

帰について検討。
何が障害となっていたか､改善する方策

を協議。

在宅医療･救急医療連携の対応策の展開

一次救急～三次救急を設定
二次救急を3病院輪番制とする

３病院輪番体制の当番病院は､特殊な治療を受
けている例外的な患者を除いて必ず救急対応を

行い､翌日以降､もとの医療機関を受診

地域連携で共有
すべき情報とは？

受け入れる救急病院が
欲しい情報とは？

フェニックスネットを活用した救急活動

長岡市内全救急車(15隊)に配備
タブレットで患者の医療情報
（かかりつけ・緊急時連絡先・
処方薬・普段のバイタルサイン）

を検索

事例の概要 
平成23年に誕生したタブレットを使った訪問介護アプリを軸に､在宅医療と介護･看護を連動させ、

業務効率化･情報共有システムに発展させた。平成 26～27年度に長岡市が小国地域と栃尾地域でモ
デル事業を実施。並行して、平成 26～27年度、長岡市医師会が地域医療介護総合確保基金による事
業として長岡市と協力し、市内全域に「フェニックスネット」を展開した。 

近年、高齢化が進み、高齢者･高齢者施設の増加と、高齢者施設からの救急搬送が増加した。これ
に対して、在宅医療･救急医療連携の取組がスタート、救急懇談会において課題抽出と目標設定が行
われた。 

病診連携と地域連携では共有すべき情報が異なる為、関係者で協議しながら調整を進めた。
H27.10.20第１回長岡在宅フェニックスネットワーク協議会が開催され、「フェニックスネット」
がスタート。その後参加団体を増やし、平成 28年 11月に長岡市消防・全救急隊が正式に参加し、
救急現場にも活用が広がった。 

新潟県は土地が広く、救急搬送時間は全国平均 39分に対して新潟県の平均は 44分と 5分長く、
全国ワースト 3であるが、長岡市は二次救急の 3病院輪番体制などの取組により 34分と全国平均よ
り 5分短くなっている。なおかつタブレットで「フェニックスネット」に登録された情報を確認で
きた場合には、現場滞在時間が約 3～4分短くなっている。 
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フェニックスネット
全 体 像

長岡赤十字病院

医師会/主治医

在宅 療養者
要支援･要介護認定

長岡中央綜合病院

ケアマネ協議会
ケアプラン

訪問看護ステーション
協議会/看護報告書

吉田病院
(125床) 長岡西病院

(240床)
長岡保養園
(431床)

田宮病院
(479床)

三島病院
(341床)

県立精神医療
センター
(400床)

長岡歯科医師会
/歯科診療情報

長岡市薬剤師会
/処方箋

在宅ネットワーク

医療ネットワーク

介護事業所
(定期巡回サービス

特養施設 等)

立川綜合病院

悠遊健康村
病院

(300床)

新潟県作業療法士会

新潟県理学療法士会

新潟県歯科衛生士会

新潟県管理栄養士会

後方支援システム
後方支援病院
長岡市救急隊

N S T

個人情報保護や

情報セキュリティ

の観点から

医療ネットワークと

在宅ネットワークを

区別して整備し

連携

取組の紹介 
（1）取組の背景 
①フェニックスネットの拡大 
 平成 23年：長岡市川西地区において、こぶし園がタブレットを用いて訪問介護･看護とサー

ビス提供責任者の業務効率化を実現した訪問介護アプリを導入。 

 平成 24年度：この訪問介護アプリを軸に､在宅医療と介護･看護を連動させ、業務効率化･情
報共有システムに発展。 

 平成 26〜27年度：長岡市が小国地域と栃尾地域で、このシステムを用いたモデル事業を開始。 

 平成 26〜27年度：長岡市医師会が地域医療介護総合確保基金による事業として長岡市と協力
し、市内全域に当該システムを展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師会は、訪問看護ステーション協議会と後方支援病院の協力･調整を行い、参加診療所･医療機
関の拡充とシステムの本稼働に向け、在宅医療連携協議会を設置して協議を進めてきた。 

セキュリティその他に配慮し、医療ネットワークと在宅ネットワークは別に整備し、双方向接続
して連携している。  
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②在宅医療・救急医療連携のきっかけ 
在宅医療・救急医療連携に取り組む以前は、地域の病院がそれぞれ診療時間外･救急の対応を行っ

ており、内科を標榜する診療所の 70%が往診･在宅医療を行っていた。また、かかりつけ､主治医(診
療所･病院)と連絡がつかないと救急病院を受診したり、救急車を依頼する等、病院の負担が多い状況
となっていた。 

 

孤独死の増加 

全国的に､死亡場所の約 75%は病院であるが、自宅を含む病院以外での死亡においては､その半分
が検視該当のケースである。長岡市で１年間に亡くなる人は３千数百人､長岡警察署による検視は年
間 300件以上(長岡警察署)であるが、検視の 70%は病死とされている。(新潟県警察医会情報) 

ここから、主治医と連絡が取れれば、検視の必要はなかったのではないかという疑問が生まれた。 

 

高齢者･高齢者施設の増加と高齢者施設からの救急搬送の増加 

平成 26年 1年間で、高齢者施設からの救急要請が 665件(12%)、死亡例が 61件であった。 

平成 29年 5月 1日現在、長岡市総世帯数 106,258世帯の内、高齢者（65歳以上）のみの世帯は
9,409世帯、高齢者単身世帯は 8,155世帯であった。 

高齢者施設からの搬送が増加した一要因として、東北大震災により福島から避難してきた高齢者
を高齢者施設で受け入れて過密状態になっているということがあった。 

これらの状況から、「救急とは思われない高齢者施設からの救急搬送例の増加」が問題であると
して、長岡救急懇談会で取り上げられた。回避可能な救急搬送事例が含まれているのではという疑
問や、搬送例の病状経過の情報共有ができていれば、その後の対応･処置がスムーズに行われるので
はないかという疑問が生まれた。 

高齢者（65歳以上）の救急要請元 

 高齢者施設 高齢者施設以外 合計 
不搬送  4 150 154 

死亡 3 137 140 
搬送  600 4,368 4,968 

死亡 58 250 308 
合計 665 4,905 5,570 

 

 

 

  



 

70 

 

（2）検討開始 
①発足の経緯 
訪問看護師と 24時間対応の訪問看護ステーションが在宅医療の要である。平成 27年 3月に市内

14か所の訪問看護ステーションで協議会を立ち上げるように働きかけた。（医師会が担当） 

ここでは、在宅療養での看護だけでなく、不安･心配への対応や､病状経過の変化に伴うドクター
コールの判断､救急搬送の必要性などを検討した。 

また、様々な専門職の相互理解や顔の見える関係づくりを目的として、地域包括支援センターの
担当エリアごとに多職種交流会を開催した。（行政が担当） 

 

②組織の体制 
医療関係に限定せず、幅広い知見や情報を集める為、また、異なる組織間の意思疎通などを目的

に、様々なメンバー構成による会議を開催している。 
(学術団体としての医師会員だけの集まりは別に行っている) 

ア）救急懇談会の開催 

平成 18年より、長岡市消防本部で年 6回開催されており、長岡赤十字病院救急部長の発案でスタ
ートした。メンバーは以下の通りである。 

長岡市､小千谷市､見附市 消防本部、長岡市､小千谷市､見附市の病院医師･看護師、新潟県立精神
医療センター、認知症疾患医療センター(三島病院など)、こぶし園･長岡三古老人福祉会 ほか介護施
設、長岡市･長岡市医師会、新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部、長岡警察署、長岡市弁護士会、
新潟日報社 

医療･看護･介護関係者だけでなく､行政･警察、特にマスコミ関係者や弁護士､法律家の参加は会議
する上で重要になるため、来る者は拒まずという姿勢で開催した。 

目的は、適切な救急車･救急医療の利用に配慮していただく事、及び救急医療現場の疲弊を防ぎ､
高度な救命救急医療に医療資源を集中させる事である。特にマスコミについては、救急利用者の批
判的な声が入った際、適正な利用現状をよく知ってもらった上で、冷静に扱ってもらいたいという
思いがあった。 

イ）医療懇談会 

市の副市長(福祉保健担当)･福祉保健部長と医師会･歯科医師会の会長･副会長で年に 1度開催。 

ウ）病院長会議ほか 

年２回開催。検討する議題を持ち寄り約 1時間の会議の後、懇親会。新しい取り組みに行政の理
解を得るため､講師を派遣し市議会で講演。 
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エ）夏のビールパーティー 

医師会主催で、市長をはじめ福祉保健部･教育委員会･消防本部など市の部局の代表者 30余名を招
待し意思疎通を図る。 

オ）医師会主催の新年会 

医師会主催で市長･市議会議長･地元選出国会議員･県議会議員を招待､地域の病院長も出席。 

 

③救急懇談会での課題抽出と目標設定 
救急隊の患者搬送受入れ先の問い合せ回数４回以上のケースすべてについて、理由･経緯､最終受

け入れ病院､および転帰について検討した。その上で、何が障害となっていたか､改善する方策を協
議した。 

■地域連携で共有すべき情報 

 病院⇔診療所間の連携では、入院･退院時や在宅移行時に必要な情報 
⇒診療サマリーがあれば良い。 

 地域の医療･看護･介護の担当者間の連携では、在宅での医療･看護･介護中に発生する情報 
⇒日々の診療･看護･介護記録の共有が必要となる。 

 訪問看護が医療機関と介護職･ケアマネをつなぐ。 

 

④在宅医療･救急医療連携の対応策の展開 
 一次救急 

さいわいプラザ内 (長岡市･長岡市医師会) 
平日夜間急患診療所(月〜金)(内科医) 
こども急患診療所(月〜土)(小児科医) 
休日急患診療所 (内科医･外科医) 

 二次救急 
長岡赤十字病院(605床) 
長岡中央綜合病院(531床) 
立川綜合病院(481床) 

 三次救急 
長岡赤十字病院 (H29/4:ドクターヘリ運用開始) 

こども急患診療所のバックアップとして二次救急病院小児科医を拘束。 

３病院輪番体制の当番病院は､特殊な治療を受けている例外的な患者を除き、必ず救急対応を行い､
翌日以降､もとの医療機関を受診していただく体制にした。  
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（3）フェニックスネットの救急活動への展開 
①行政と医師会の協力体制 

長岡市主催：長岡市地域包括ケア推進協議会(H.25〜) 
医師会主催：在宅医療連携協議会(H.26〜) 
↓ 
長岡フェニックスネットワーク協議会（医師会がとりまとめている） 
長岡市、長岡市医師会、長岡市訪問看護ステーション協議会、長岡歯科医師会、長岡市薬剤
師会、長岡地域介護支援専門員協議会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会から構
成 

 

②フェニックスネットの経過 
 H27.10.20 

第１回長岡在宅フェニックスネットワーク協議会(構成：長岡市･長岡市医師会･長岡市訪問看
護ステーション協議会) 

 H28. 1.18 
平成 27年度在宅医療推進センター整備事業補助の決定(地域医療介護総合確保基金による事
業) 

 H28. 5.17 
第３回長岡在宅フェニックスネットワーク協議会（構成：新たに３団体：長岡歯科医師会･長
岡市薬剤師会･長岡地域介護支援専門員協議会） 

 H28. 6. 6 
二次救急担当の３病院が参加【後方支援システムの初期運用開始】 

 H28.11.15 
長岡市消防､全救急隊が正式に参加 

 H29. 3. 7 
総務省「クラウド型 EHR高度化事業」の一つに選定 

 H29.9.26  
長岡フェニックスネットワーク協議会に名称を変更 
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③救急現場での課題 
救急の現場は秒レベル単位で稼動しており、通信時間も問題になった。3秒も待てない、5秒 10

秒になるとタブレットなど利用できない、といった環境で稼動しているため、必要最低限の情報を
素早く表示されることが求められている。 

フェニックスネットは下図のように複数のサーバ上のデータを参照しており、それぞれに患者の
ID等があり、自動名寄せはできないとわかったため、ひとつひとつ名寄せをして、その患者の検査
データ・処方データで間違いないかをチェックして表示するようにしている。 

 

こうしたシステム上で、救急時に必要な情報だけに絞りこんで検索時間を短縮した上で、以下の
点に代表される現場の課題を解消できるよう、全救急車にタブレットを配備してフェニックスネッ
トに接続できるようにした。 

 必要な情報が聴取できない 

 現場滞在時間の延伸、病院選定に苦慮 

例）傷病者本人から、話を聞けない。(一人暮らしの高齢者が自宅で倒れていた！) 

例）傷病者本人や家族から聴取した内容が､あいまい。(かかりつけは○○病院だったと思う？？) 

  

HumanBridge
患者

診療所(薬局)

長岡日赤病院

長岡中央病院

患者

公開設定

診療所(薬局)

ラズパイに
よる自動登
録

長岡赤十字病院

患者

長岡中央綜合病院

患者

レセコン

患者

Raspberry Pi

患者

介護/看護事業所

患者

患者

医師会

地域ID

地域ID

LocalID

手動名寄せ

手動名寄せ

ITI-46によ
る更新通知

検査センター 検査依頼

Raspberry Pi

患者

患者

検査システム

検査データ 検査依頼元の医
療機関の検査
データとして登
録

以下の依頼元の医療機関の情報を使う
・依頼元医療機関コード
・依頼元患者ID

検査データ

手動名寄せ

機関に属さず、同意書
を提出した場合は、医
師会所属として登録す
る。

患者 地域ID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

LocalID

地域ID

患者
TeamID

LocalID

患者
TeamID

地域ID

地域ID
OpenLink

長岡日赤病院

長岡中央病院

OL共通ID

地域ID

HB共通ID

診療所(薬局)
LocalID

OL共通ID

OL共通ID

HB共通ID

HB共通ID

Regional PIXPIX

XCAによる
実績取得

※OL共通ID = 地域IDXCAによる
実績取得

自動名寄せ

患者

患者
LocalID

LocalID

＜システム構成＞
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④救急隊のフェニックスネット参加 
 長岡市内全救急車(15隊)にタブレットを配備 

タブレットで傷病者を検索 
↓ 

 ○かかりつけ医療機関○緊急時連絡先○処方薬○普段のバイタルサインを表示 
↓ 

 適切な医療機関の選定・適切な医療機関への情報提供・現場所要時間の短縮 

  

閲覧
イメージ
(一部)

背中から大腿部にかけて膨隆疹があり、
蜂窩織炎の可能性も否定できない

訪問看護記録

４日前 処方薬

４日前の左足画像

４日前､訪問看護が撮影した画像と現在の状況を比較したところ、
浮腫と発疹が増悪していることが分かりました。

タブレットで検索したところ
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現場所要時間の比較

件 数
現場到着～現場出発

（現場所要平均時間）

平成２９年
救急出動件数

１０，５２９ １２分３６秒

フェニックスネット
有効症例

４３ １４分３１秒

フェニックスネットを
活用できなかった症例

４０ １７分４６秒

平成３０年１０月２０日現在
約３分の短縮

33

（4）取組の成果 
 

①受入体制の確立 
受入までの問い合わせ回数は 2回までで 99％受け入れられており、たらい回しは殆ど無い状況に

なっている。その後 4回以上問い合わせになった場合の原因を検証し、お互いに事情を理解しつつ
改善に繋げている。長岡市はたらい回しにされないという事で市外からの搬入もあるという状況に
なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②所要時間短縮 
現場到着から出発までの時間でフェニックスネットを活用できた症例について、約 3分の短縮が

できた。 

 

 

  

平成２9年 長岡市 救急搬送
平成29年の全出動件数は10,529件､この内6,952件(66.0%)は急病によるもの。

また、搬送に占める65歳以上の高齢者が60%を超えている。

医療機関 搬送人員 計

長岡赤十字病院 ３,544 病院群輪番体制３病院合計
9,307

(94.75%)
長岡中央綜合病院 ２,849

立川綜合病院 ２,914

長岡西病院 226 ５病院合計
9,551 (97.23%)県立精神医療センター 18

その他医療機関 129 長岡市内医療機関合計９,680(98.54%)

１回 ２回 ３回 ４回以上 合計

平成２9年 9,379
(９5.5%)

３63
(3.7%)

５2
(０.5%)

29
(０.3%)

９,372
(１００%)

平成２8年 ８,937
(９5.4%)

３52
(3.８%)

５0
(０.5%)

33
(０.3%)

９,372
(１００%)

搬送先 問い合わせの回数 地域完結率

28
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③成果事例 
 一人暮らしの高齢者(認知症)事例：テレビ鑑賞中､急に後頭部痛で知人に助けを求めた。 

→状況聴取が困難であり､タブレットで検索した結果､病歴や緊急時連絡先が判明した。 

 画像登録事例：胃瘻造設されている者が､数日前からの腹痛で救急要請。 
→胃瘻チューブの画像が登録されており､比較したところ､深く入り込んでいることが 
 判明した。 

 身元不明者事例：不安を主訴に近所のコンビニエンスストアに駆け込んだ。 
→状況聴取が困難であり､タブレットで検索した結果､病歴や緊急時連絡先が登録されて 
 いた。 

 デイサービス利用者の左足に浮腫等がある状態を施設職員が発見し、様子を見ていたが改善
しない。 
→ベッド上で仰臥位となっており、特に訴え等はなかったが、左足に浮腫と発疹を認めた。 
 状況、処方薬の情報を求めたが施設職員は「デイサービス利用者なので、よくわから 
 ない」との回答  
→タブレットで訪問看護記録に「蜂窩織炎の可能性」という 4日前の記載と処方薬を確認。 
 同時に 4日前の患部画像を見て増悪を確認。搬送先にタブレット情報を含め報告した。 

長岡市消防･救急隊より 
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今後について 
（1）現在の取組 

地域医療カルテ構想 

地域包括ケアシステム 
 ⇒ 障害を持って暮らす人をいかに地域で支えていくか 

「フェニックスネット」は当初、在宅患者を対象に設計されたが､後方支援病院の役割を､救急の
二次病院(3病院輪番体制)が担うこととなり､その規模と役割が大きく変わってきた。 

費用さえあれば新しいネットワークを構築できるが、現状そうではなく、今あるシステムを使い
ながら、医療機関(診療所)･訪問看護ステーション･訪問介護･ケアマネジャー･介護老人保健施設等の
高齢者施設と救急隊､そして救急を受け入れる後方支援病院をつなぐネットワークの構築に取り組
んでいく。 

 

（2）今後の課題 
今後の課題としては、以下の点が挙げられる。 

 情報入力・更新の担当者を誰にするか、情報共有の包括同意を誰がとるかを決める必要あり。 

 医師･看護師･薬剤師･介護士や後方支援病院医師の連携を円滑にし､お互いの負担軽減に役立
てる必要あり。 

 介護老人福祉施設･サービス付き高齢者住宅等の入居者､独居高齢者･老々世帯の登録を進め､
急変時の対応や主治医不在時の看取りに際し有用なツールとしていく必要あり。 
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総務省クラウド型 EHR高度化事業でのシステム拡充 
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病院の端末での表示例 
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診療所から見た病院の処方･検査 
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新潟県佐渡市：JA新潟県厚生連佐渡総合病院 
地域概要 

北に金北山（1,172ｍ）をはじめとする大佐渡の山地、南は大地山（645ｍ）をはじめとする小佐
渡の山地、中央部に国仲平野が広がっている。佐渡では米作りを中心に、おけさ柿やりんごなどの
果樹栽培が盛ん。また、漁業では様々な種類の魚介類が水揚げされるほか、加茂湖や真野湾で育て
られる牡蠣や、アワビ、サザエ、海藻類など海産物の宝庫である。 

古くから貴族や武士の流刑地とされ中央文化が流入、数多くの文化財がある。昔から金が採れる
島として知られ、江戸時代に本格的に金銀山開発が行われ栄えたが、採掘量が減少、1989年に閉山
後は坑内の一部が観光スポットになっている。 

佐渡空港はあるが現在休止中で、佐渡島と本土との交通にはカーフェリーと高速船ジェットフォ
イルが運航されている。航路は両津航路（両津港 - 新潟港）、小木航路（小木港 - 直江津港）及び
寺泊航路（赤泊港 - 寺泊港）がある。 

佐渡も少子高齢化が進み、島内に大学がなく求人動向も厳しい状況のため、若者の流出も問題と
なっている。 

人口・面積 
 人口： 57,255人（平成 27年国勢調査） 

      54,126人 （推計人口、2018年 10月） 

 面積： 854.76km 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
佐渡市の高齢化率は 41.1％で、同時期の新潟県平均 31.1％を上回り、高い水準にある（平成 29

年現在）。 

高齢者人口の推移と推計（平成 30 年以降は推計値） 

 

 

 

 

 

 

 出典：佐渡市高齢者保健福祉計画 ・第７期介護保険事業計画（平成 30年 3月） 
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 102（人口 10万人あたり 178.15、全国平均 237.28） 

 一般診療所 24（人口 10万人あたり 41.92、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 1（人
口 10万人あたり 1.75、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 0（人口 10万人あたり 0.00、
全国平均 73.57） 

 病院 6（人口 10万人あたり 10.48、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 0（人口 10万
人あたり 0.00、全国平均 1.07）、病院病床数 703（人口 10万人あたり 1,227.84、全国平均
1,201.30） 

 歯科 26（人口 10万人あたり 45.41、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 7（人口 10万人あた
り 12.23、全国平均 8.75） 

 薬局 24（人口 10万人あたり 41.92、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 2（人口 10万人あた
り 3.49、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（佐渡市消防局の管轄区域：佐渡市約 855㎢） 

 消防署数 1（他に分署 1、出張所 6）、職員定数 454人、救急車 9台 

 平成 29年救急出動件数 2,833件、搬送人員 2,672人（平成 19年の出動 2,841件・搬送 2,697
人とほぼ同じ） 

 上記のうちの急病件数 1,872件、急病搬送人員 1,752人 

 平成 2年搬送人員 2,672人の傷病程度別の内訳：死亡 121人（4.5％）、重症 398人（14.9％）、
中等症 890人（33.3％）、軽症 1,256人（47.0％）、その他 7人（0.3％） 

 平成 29年搬送人員 2,672人の年齢別の内訳：新生児 0人（0.0％）、乳幼児 34人（1.3％）、
少年 56（2.1％）、成人 513人（19.2％）、高齢者 2,069人（77.4％） 

（出典「佐渡市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋）  
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事例の概要 
「さどひまわりネット」は、佐渡島内の病院・医科診療所・歯科診療所・保険薬局・介護福祉施

設をネットワークで双方向に結び、患者の情報を互いに共有することで、受けている治療内容や検
査結果を把握し、安全な医療・介護を提供し、状態に合わせて利便性の高い施設で医療・介護を受
けることができる環境をめざすものである。 

「さどひまわりネット」は、参加施設の規模や電子カルテの有無を問わない双方向性のネットワ
ーク連携システムである。病院間、病院・診療所、医科・歯科などの連携、保険薬局や介護施設で
の医療情報参照、医療機関での介護情報の参照が可能となっており、介護施設間での情報共有にも
活用可能となっている。 

国や自治体、医師会などの特定の団体が運営するものではなく、行政含めた島内施設からなる協
議会（NPO法人）佐渡地域医療連携推進協議会が参加施設から利用料を集めて運営しているシステ
ムである。 

 

   

導入フェーズ 運用フェーズ

統括 佐渡地域医療連携
推進協議会

会長：佐渡医師会長

佐
渡
地
域
振
興
局
・
新
潟
県

統括 佐渡地域医療連携
推進協議会

会長：前佐渡総合病院病院長

事務局 協議会事務局 佐渡市市民生活課1名
佐渡医師会事務1名
佐渡総合病院事務1名

事務局 協議会事務局 佐渡市市民生活課1名
佐渡医師会事務1名
佐渡総合病院事務1名

協議承認 協議会理事会 各病院代表者8名
佐渡医師会医師3名
佐渡歯科医師会医師2名
佐渡市2名

協議承認 協議会理事会 各病院代表者8名
佐渡医師会医師2名
佐渡歯科医師会医師2名
薬剤師会1名
福祉施設代表者1名

仕様策定 ネットワークシステム
検討委員会

各病院代表者6名 ・佐渡医師会医師2名
佐渡歯科医師会医師2名・薬剤師1名
佐渡市2名（福祉担当含む）

運営 佐渡ひまわりネット事務室

調整 コンサルタント プロジェクトマネージャ
業務要件チーム
機能要件チーム

開発 開発ベンダー 日本ユニシス（株） 保守・事務業務 外部委託 （株）ヘルスケアリレイションズ
コールセンター

病院

【医事会計システム】
病名
処置名（手術含む）
注射内容
院内処方内容

検体検査システム

画像機器
画像管理システム

診療所・歯科

【レセプトコンピュータ】
病名
処置名（手術含む）
注射内容
院内処方内容

画像機器

保険薬局

【薬局システム】
院外処方内容

外注検査業者

検体検査システム

入院サマリ
看護サマリ
指導記録

健診受託業者

検体検査システム

介護施設

ADL
介護コメント
バイタル

収集端末 収集兼用端末 収集兼用端末 収集端末端末・タブレット

病院 診療所・歯科 保険薬局 介護施設

端末 収集兼用端末 収集兼用端末 端末端末・タブレット

ケアマネ・行政

さどひまわりネットデータセンター（島外）

医療情報 介護情報 コミュニケーションツール

電子カルテのみ

ケアプラン送付

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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取組の紹介 
（1）取組の背景 
③ 高齢化と医療の問題 
佐渡では、佐渡総合病院（354床）が島で唯一手術・分娩が可能な中核病院であり、研修医を含

む五十数名の医師が在籍している。他の病院には数名の医師しかおらず、救急搬送の 90%は佐渡総
合病院が受け入れている。 

高齢化率は 41％と非常に高く、医療だけでなく介護の負担も大きくなっている。診療所、および
医師数も全国平均の 6割程度の数値という資源不足、かつ超高齢化の中で、社会保障をどのように
して運用していくかが大きな課題となっていた。 

 
②患者情報の連携不足の問題 
医療資源が不足する中、住民が複数の医療機関を受診している場合、他の病院や診療所の診療内

容がわからないことが多く、保険薬局でも処方箋を発行した医療機関以外の処方内容が不明であっ
た。介護事業者でも、その利用者のほとんどが医療を受けている患者であり、サービス提供にあた
って医療上の注意事項を把握できなかった。 

 

（2）検討開始 
①開発の経緯 
以前から佐渡医師会等で医療連携ネットワークを作ろうという話が出ていたところ、平成 21年度

の厚生労働省の地域医療再生基金が計画され、応募したところ、採択された。 

②組織の体制 
システムを構築する為、「佐渡地域医療

連携推進協議会」を構成した。当時の医師
会会長をトップに、佐渡市・医師会・佐渡
総合病院事務から代表 3名が事務局にな
って動きはじめた。 

具体的なシステムの詳細は現院長とコ
ンサルタントで設計を進め、要件定義につ
いては「ネットワークシステム検討委員会」
で検討を行った。その委員長として現院長
が入り、他メンバーとして医師会、佐渡市
（自治体）、薬剤師、歯科医師の構成員で
議論を進めた。「さどひまわりネット」は
多職種連携システムであり、協議会も多職

の導入・運用体制
佐渡地域医療連携推進協議会

•会長：佐渡医師会長

協議会事務局

•佐渡市市民生活課1名
•佐渡医師会事務1名
•佐渡総合病院事務1名

ネットワークシステム検討委員会

•各病院代表者6名 ・佐渡医師会医師2
名

•佐渡歯科医師会医師2名 ・薬剤師1名
•佐渡市2名（福祉担当含む）

協議会理事会

•各病院代表者8名 ・佐渡医師会医師3
名

•佐渡歯科医師会医師2名 ・佐渡市2名

コンサルタント

•プロジェクトマネージャ ・業務要件チーム

•機能要件チーム

開発ベンダー：日本ユニシス（株）

佐
渡
地
域
振
興
局
・新
潟
県

佐渡地域医療連携推進協議会

•会長：前佐渡総合病院病院長

さどひまわりネット事務室

協議会事務局

• 佐渡市市民生活課1名
• 佐渡医師会事務1名
• 佐渡総合病院事務1名

さどひまわりネット管理委員会

• 各病院代表者2名 ・佐渡医師会医師1名
• 佐渡歯科医師会医師1名 ・薬剤師1名
• 介護・福祉施設代表者1名 ・保健所1名

協議会理事会

• 各病院代表者8名 ・佐渡医師会医師2名
• 佐渡歯科医師会医師2名 ・薬剤師会1名
• 福祉施設代表者1名

保守・事務業務外部委託：（株）ヘルスケアリレイションズ

• コールセンター ・保守 ・事務業務一部代行

※2019年現在の体制 
出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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種で構成されている。 

③連携システムに求められる方向性 
「佐渡地域医療連携推進協議会」にて以下の方向性を定め、システム構築を行った。 

 地域網羅：対象地域の住民全員が情報共有同意対象 
–地域のすべての医療・介護・福祉施設が情報を提供・参照する対象 

 継続性：運用体制の確立 
–継続性は機能に優先する：必要な機能を協議できる体制：“最小公約数”の視点で 
–人手がかからない仕組み：自動化；自動化できる範囲の検討 
–初期費用：基金事業 
–維持費用：参加施設の利用料 

 協働ツールとの位置づけ 
–十分な関係者間コミュニケーションの機会を提供：機能は機会のためにある 
–必要な人が必要な情報を取得できる権限設定 
 

⑤セキュリティと閲覧権限 
システムのハード面のセキュリティについては厚生労働省、総務省、経済産業省のガイドライン

に準拠しているが、システム内部の患者情報等の閲覧権限については、必要な時に必要な情報を参
照できることと個人情報保護の両立から「守秘義務」をベースに設定した。 

医療関係者は患者の個人情報について守秘義務を負っているため、閲覧制限していないが、厳密
には守秘義務契約を結んでいない事務等の職種については、以下の通り閲覧に制限をかけている。 

「さどひまわりネット」は施設・事業所単位で参加するため、参加の際の利用規約で守秘義務契
約を提携するが、仮に情報が漏れて責任問題になった際は、流出元が責任を負うというたてつけに
している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加職種と権限
項目 制限なし職種 職種制限

プロファイル 保険番号
性別・住所
感染症
アレルギー
禁忌薬・副作用歴 医師・歯科医師

看護師
薬剤師
放射線技師
検査技師
リハビリ技師
社会福祉士
介護福祉士
ケアマネージャ
介護チームリーダー

なし

医療情報 レセプト病名
紹介状

左欄＋医療事務

医療情報
処方・注射
検体検査・画像
処置・手術名
サマリ類

左欄職種のみ

介護情報 要介護度
バイタル
ADL
介護コメント

左欄＋介護従事者

共通 コミュニケーションツール なし

「判断」が必要な職種
には制限なし

「守秘義務」に基づく
“ヒト”へのセキュリティ

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 



 

87 

 

⑥個人情報について 
個人情報の扱いについては、情報を共有することをあらかじめ患者側に同意をとっている。その

際、患者の同意より後に患者情報閲覧対象先施設が追加になった際のことも想定し、同意書に「今
後「さどひまわりネット」に参加する施設にも患者情報を提供する旨を記載している。 

また、患者側は、参照して欲しくない施設と自身の情報を提供して欲しくない施設を申告できる。 

なお、患者に対して情報提供の同意を取る際には、事務方等より主治医主導で取得する方が理解
を得やすい。 

 

（3）システム開発 
①仕様の策定と開発 
大規模システムの開発になるため、コンサルタントに支援を依頼した。システム要件は「ネット

ワークシステム検討委員会」でほとんど検討していたため、コンサルタントには要件定義書、仕様
書としてとりまとめてもらった。また、今までにないシステムの構築であった為、コンサルタント
に参加する医療機関をまわってもらい、システムについて説明し、業務への活用シーンに関する意
見を収集し、業務設計にまとめてもらうところまで依頼した。 

開発ベンダーとは異なるコンサルタントと契約したが、既存パッケージでは対応できないゼロ開
発のシステムであること、利用シーンを十分に想定した業務設計が重要であることなどから非常に
有効であった。 

 

②従来型の連携システムとの違い 
「さどひまわりネット」はデータを手作業でアップロードするという処理はせず自動収集してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの「地域医療連携システム」

 電子カルテを導入している病院の情報しか参照できない
◦ 電子カルテ導入病院が少ない～まったくない地域はどうする？

◦ 電子カルテがない医療機関・調剤薬局・介護施設からの情報はどうする？

 データ化されていない機器からも情報収集できるシステムが必要

リポジトリ管理システム
“リンク形式”

一方向性

病院電子カ
ルテが前提

情報提供施設

独自にシステム開発

データが保管され
ている場所のリスト

情報参照施設

病院電子カ
ルテが前提

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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連携システムの多くは電子カルテ病院を結んでおり、データそのものは持たず、電子カルテデー
タを相互に参照するタイプ、電子カルテデータを一方向性に提供するタイプ、両者を組み合わせた
タイプがほとんどである。佐渡では電子カルテを持つ病院が佐渡総合病院しかないため、連携シス
テムとするには独自開発が必要であった。また、組み合わせたタイプでは、情報提供施設と情報参
照施設に分かれているが、「さどひまわりネット」にはそういった概念はなく、すべての参加施設
が情報を提供も参照も行う双方向性サービスになっている。 

 

③データ収集・参照の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院・診療所では診療報酬明細（レセプト）を作成する医事会計システムが存在する。ここに格
納されているレセプト情報を収集データの核とした。また、検体検査結果、内視鏡や放射線検査な
どの画像、院外処方の内容についてはレセプトには記載されていないため、各々の機器からデータ
収集する形としている。 

外注される検体検査では、受託する検査会社でデータ化されているのが通常であり、院外処方を
受ける保険薬局ではほぼ標準化されたシステムが用いられている。これらもネットワーク接続にて
データを収集している。 

しかし、データを格納している機器では連携システムへの出力が想定されていないため、機器ベ
ンダーに協力を仰いで、収集端末を介した自動データ収集を実現した。収集端末は汎用収集エンジ
ンを持ち、接続機器ごとの設定ファイルを参照してデータを収集するため、医療機器接続に対する
柔軟性が高い。 

また、収集端末にはデータ収集に同意している患者のリストがあり、その患者のデータのみがデ
ータセンターへ送られるようになっている。 

収集端末

電子カルテ
システム

検査
システム

（外注含む）

画像機器・
システム

医事会計
システム・
レセコン

データセンター調剤薬局
システム

同意患者
チェック

放射線画像
内視鏡画像

病名
処置名

処方内容
注射内容

検体検査結果
細菌検査結果

サマリ類・指導記録

処方内容
（院外処方）

1日1回自動収集を基本

自他施設問わず
参照可能

電
子
カ
ル
テ
を
前
提
と
し
な
い

既
存
シ
ス
テ
ム
を
接
続

全医療機関に存在 緊急時は電話！

インターネット
VPN-IPSec

認
証
さ
れ
た
端
末

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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電子カルテの普及は一定規模以上の病院に偏っている。「さどひまわりネット」のコンセプトは
電子カルテの有無や施設規模に依存しないしくみであり、佐渡に限らず他地域でも利用できる汎用
性を目指して設計されている。 

  

⑥システムの特長 
他のシステムが時間軸を横方向にとっているのと違い、ひまわりネットでは時間軸を縦方向に持

っており、時系列が過去から現在まで縦スクロールで閲覧できるようになっている。 

ただし、検体検査結果を時系列で見
る場合は横方向の時間軸で表示される。
こうした操作性は、マニュアルがなく
ても誰もが直感的に使えるようデザイ
ンされている。 

検体検査結果を時系列表示するには
検査項目を示すコードを標準化する必
要がある。しかし、検査項目数は膨大
であり、参照頻度が高い 120項目程度
のみを時系列表示対象とした。 

介護情報を参照する機能も有し、そ
のポータル画面では、医療を含む担当
者や利用している施設などが表示され
る。なお、この画面は医療情報のポー

データセンター

収集端末

接続機器

収集フォルダ

名寄せ処理

同意チェック

収集モジュール データ仕様変換

データ格納
フォルダ

一時退避
フォルダ

出力フォルダ

破棄

DB

機器ベンダーが仕様
に準拠しない場合

機器ベンダーが仕様に
準拠する場合

• 「さどひまわりネット」収集仕様を提示
• 接続する機器ごとにベンダーと交渉し、

接続・データ収集する方法を設定

機器ごとにベンダーと交渉

非同意患者の場合

対象機器ごとに収
集設定を定義

の構成

病院

【医事会計システム】
病名
処置名（手術含む）
注射内容
院内処方内容

検体検査システム

画像機器
画像管理システム

診療所・歯科

【レセプトコンピュータ】
病名
処置名（手術含む）
注射内容
院内処方内容

画像機器

保険薬局

【薬局システム】
院外処方内容

外注検査業者

検体検査システム

入院サマリ
看護サマリ
指導記録

健診受託業者

検体検査システム

介護施設

ADL
介護コメント
バイタル

収集端末 収集兼用端末 収集兼用端末 収集端末端末・タブレット

病院 診療所・歯科 保険薬局 介護施設

端末 収集兼用端末 収集兼用端末 端末端末・タブレット

ケアマネ・行政

さどひまわりネットデータセンター（島外）

医療情報 介護情報 コミュニケーションツール

電子カルテのみ

ケアプラン送付

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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タル画面と異なるが、相互に行き来できるようなインターフェースとしている。 

また、キーパーソン、要介護度、血液型、アレルギー歴などの患者プロファイル参照機能も持つ
が、自動収集対象ではなく、手動入力が必要である。 

 

⑧さどひまわりネットの導入 
「さどひまわりネット」導入費用は平成 21年度地域医療再生基金を充当した。この基金は維持費

には使用できない制限があり、システム保守費、事務的運用費用は参加施設の利用料で賄っている。
施設の参加は利用料を提示した上で募集しており、現在の施設参加率は 6割となっている。 

 

（4）取組の成果 
①登録状況について 
運用開始時には約 6000人＝島民の

約 10％から同意を取り、現在は島民の
約 28％（15,500人程度）になっている。
同意島民 15,500人のうち後期高齢者
は約半分の 7,000人程度であり、後期
高齢者においては比較的高い割合で登
録されている。 

 

 

 

 
②運用開始後の利用状況 
どのような機関がどういったデータを見ているのか、参加施設別の機能利用頻度のログがとれる

ようになっている。 

診療所では病院紹介後の治療内容を参照できる。また、処方内容については、どの機関でも参照
が多い。例えば、保険薬局では院外処方箋には記載されない病名を参照し、服薬指導に利用してい
る。 

住民：約15,548名 人口比28%

施設： 77/131 約6割
•病院 6/6
•医科診療所 14/21
•歯科診療所 6/23
•調剤薬局 15/23
•介護施設 35/57
•行政（佐渡市） 1

2019.01.04現在

個人情報保護法の観点から、
• 情報の利用範囲を明示し、
• 同意撤回を随時可能とした上で、
• 個別に同意を取得する

参加施設では、
• 情報を利用する規約を遵守する義務を負う

同意住民・参加施設が少なければ意義が乏しい

地域包括ケア推進室・市民生活課

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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介護施設で一番参照頻度が高い
のは処方内容であり、施設利用者の
持参薬として、1年以上前の薬や既
に中止している薬が含まれている
こともあり、内容を確認するのに便
利に使われている。また、介護施設
でも看護師が検査画像や血液検査
の結果を閲覧していたり、退院直後
の患者が入院中の注射薬等、どのよ
うな処置処方をされたかを閲覧し
ていたりする。 

 

 

③ユーザ会（オフ会）の重要性 
ユーザ会（オフ会）を定期的に開催している。連携先と顔見知りになることで連携ツールを使い

やすくなるという効果がある。 

顔見知りであれば電話しやすいように、知っている者同士であれば連携システム利用だけでなく、
積極的な協働につながる。介護関係者からスタートしたユーザ会も多くの職種に拡がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加施設分類別機能利用頻度
処方は病院・薬局・介護で参照頻度大
診療所・歯科はそれほど多くない

介護機能は一部の施設で参照頻度大

注射は病院・薬局で参照頻度大

薬局で画像参照頻度大

検査結果は薬局・介護で参照頻度大

紹介状参照頻度は全体に多い

• 介護系中心にスタート

• さどひまわりネットユーザーに限ら
ない自由参加

• 医師・看護師・薬剤師・訪問看護、
市職員・議員、保健所も参加

• 開発業者も参加；現場の要望収集、
質問への回答

• 運営はユーザー会役員、協議会は
事務作業のみ

• ICTを離れた取り組み
• “顔見知り”になる機会

ツールの構築以上に重要

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

※写真は佐渡地域医療連携推進協議会より提供 
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④データ分析と成果について 
連携システムの利点はリスク回避が中心であり、患者側がシステムのメリットを直接感じること

はほとんどない。処方や検査の重複回避や医療費抑制など安易な定量的評価をはじめから求めると、
連携システムの普及を妨げかねない。 

将来的には、健診による重症化予防など中長期的な効果の検証に活用できると推察される。また、
連携システムのデータを元にした医療保健行政計画の立案が望ましい。 

定性的な成果としては、患者や家族との会話のネタや安心感の提供、連携時の関係者間のコミュ
ニケーションの円滑化等の効果が実際に得られている。 

 
今後について 
（1）今後の課題 
①利用拡大と二次利用・広域連携対応 
今後求められるべき要件は以下になる。 

 データの二次利用対応 
–集計・解析機能を備える、または第 3者に委託できる条件が整っている 
–第 3者へデータまたは解析結果を提供できる条件が整っている 

 広域連携対応 
–地域連携システム間接続
により、相互参照が可能 

介護情報の記録様式は施設間で
異なり、文章としての記録も多い。
標準化することで、リハビリや食
事の経過などの経過が見られて理
想的であるが、なかなか進んでい
かないのが現状である。 

なお、「さどひまわりネット」自
体、便利なツールとしては認識さ
れているものの、なくては困るレ
ベルにまで理解が進んでいない。
必要な時だけ使うのではなく、医
師の意識としても日常的に参照す
べきツールにならなければならな
いと考えており、普及・啓発に今
後は取り組んでいく予定である。 

  

クラウド型EHR

佐渡市内

さどひまわり
ネットDB

の今後の展開

収集端末介護施設

収集端末域外病院

収集端末域外病院

PHRシステム

PHRビューア

オンライン同意

他地域

病院 医科診療所

保険薬局

介護施設歯科診療所

緊急用DB
（網羅的情報）

非匿名化

解析用DB
（網羅的情報）
一次匿名化

地域識別

同一患者は相互参照

他患者は相互参照不可

XCA
GW

病院

医科診療所

歯科診療所

保険薬局

介護施設

収集端末

収集端末

収集端末

収集端末

収集端末

外注検査

健診機関

収集端末

収集端末行政

現
行
さ
ど
ひ
ま
わ
り
ネ
ッ
ト

災害等緊急時情報参照
（非同意情報も対象）

認定機関による
匿名化

PHR
I/F

他地域EHRXCA
GW

出力
GW

緊急時モード
発令（首長等）

データの二次利用

収集
参照 収集

参照

同意識別

網羅的収集

• 網羅的収集は個人情報保護法、社

会的合意等を考慮して実施

• データ二次利用向けの匿名化も同様

中小規模地域でのEHR実現

介護ICTから自動収集

他地域EHRとの相互接続

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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②クリニカルパスの拡大 
退院後の通院診療、介護介入には複数の医療機関や介護事業者が関与する。入院中だけでなく、

退院後の医療・介護サービス提供を含めたクリニカルパスを策定し、「さどひまわりネット」で共
有できれば多職種協働が行われやすい。 

さらに、入院前の状況を共有できれば入院時からの診療計画を立てやすい。このように、住民の
時間軸に沿った情報共有を全島で実現することで少ない社会保障資源を効率的に利用可能となる。 

 

③意志決定まで含めた ICT化 
診療計画から生活復帰の過程では患者の意思決定が絶対に必要である。患者が決定した意志は、

医療・介護情報と同様に共有すべき情報である。「さどひまわりネット」の情報共有機能により仕
組み上は実現できるが、決定意思は状況によって変化するため、誰がいつ確認したかなど決定意思
情報の更新管理が課題である。 

 

（2）現在の取組 
①今あるリソースを有効利

用 
日本は人口が減少する縮小社会で

ある。佐渡はその最先端地域であり、
患者の減少や高齢化による医療機関
収益の低下、医療従事者の減少など
から医療機関存続の危機にある。資
源不足は介護事業者も同様であり、
人口減による社会の縮小よりも、先
に社会保障サービスが縮小して無く
なってしまう事が問題である。 

少ない医療・介護資源を破綻しな
いように維持していくには、連携を
前提とした機能分担を推し進めなけ
ればならない。つながる機能分担に
は、島内の医療機関や介護施設各々
が提供できる機能を一元的に把握し、住民の状態に合わせて入院前から退院後の行き先まで対応施
設を円滑に調整できる体制が必要となる。 

分担機能を連携するには、住民の情報を担当する施設間で共有しなければならないが、ここに「さ
どひまわりネット」が活躍する。  

資源調整機能：地域連携センター構想

相川病院
相川地区一次病院

佐和田病院
佐和田地区一次病院

羽茂病院
南部地区一次病院

両津病院
両津地区一次病院

仮想地域連携センター

地域医療連携センター

訪問看護センター

地域包括ケアセンター

歯科連携室

在宅医療推進センター

地域病院

一次診療

訪問看護サテライト

後期急性期・回復期診療

診療所

歯科診療所 ケアマネージャ

介護事業所

福祉事業所

高度二次病院

佐渡総合病院
高度二次病院

佐渡総合病院
国仲地区一次病院

真野みずほ病院
精神疾患対応

精神疾患病院

島内資源を集約して利用調整

個別連絡ではなく
システムによる調整へ

• 物理的にひとつのセンター
である必要はなく、機能的
にまとまっていればよい
（仮想センター）。

• センターを法人化して資源
調達、運用するのも選択肢

保険薬局
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②佐渡を超高齢社会における社会保障体制を学ぶ学校に 
つながる機能分担には、各施

設に従事する職員のスキルを担
保することも必要である。これ
を実現すべく、職種別に養成プ
ログラムを策定し、基本的に習
得すべき部分は佐渡島内で標準
化しようとしている。 

さらにこれを拡大し、佐渡全体
を超高齢化社会における社会保
障体制を学ぶ学校と捉えようと
構想している。学校のカリキュ
ラムに相当するものが職種別佐
渡標準養成プログラムである。
佐渡は高齢化最先端地域であり、
学校化はこれからの日本で活躍
できる人材の輩出に貢献できる
と考えている。 

2019年 3月に、佐渡市、佐渡保
健所、佐渡の医師会、歯科医師会、
看護協会、薬剤師会、介護事業者、
福祉事業者などが集まり、佐渡地域
医療介護福祉提供体制協議会を設
立した。7つの作業部会から構成さ
れ、各現場に即した病院部会・在宅
医療部会・介護サービス部会・障害
福祉サービス部会、多施設連携を図
る連携部会、また、資源管理をする
ための資源管理部会、標準養成プロ
グラムの策定や施設間研修を図る
学習研修部会、さらに取組を島内外
に広報し、従事者確保につなげる広
報部会である。 

こうした取り組みは、少ない資源を有効に活用するための機能分担と人材確保を実現するための
具体的方策である。 

  

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

部署共通

養成プログラムの概念

• すべての職員に適用されるもの
：資格取得が目的ではない

• 達成度を客観的かつ相互評価する

– 各段階の到達目標を明示

– 達成度は次のステップに進むための条件

• 養成プログラムの延長線上に資格取得がある

• 共通化が重要：慣習の排除、他施設の信頼度向上、複数
施設研修による質の向上、転勤対応の向上、組織の硬直
化を防止（要員確保の心理的重要点）

養成学校

基礎臨床研修

応用臨床研修

専門領域研修

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

Level 5

高度専門
修了証

修了証

修了証

修了証

修了証

資格証

免許証

職種資格取得

職種基礎研修

チームリーダー

認定資格取得

組織特異性

部署特異性

地域特異性

職種共通基礎

地域・組織・部署の関係

個
人

全
員

共
通

地
域

共
通

病
院

共
通

全
国

養成プログラムの展開

• 「厚生連」でプログラムを共通化した場合の例
– 転勤時も継続してスキルアップが可能

– 病院特異的な機能をプログラムに組み込むと、「転勤」「助勤」を「研修」に変えられる
⇒ 能動的な異動へ：スキルアップ

• 超急性期重症治療 → α病院

• 回復期リハビリ → β病院

• 精神疾患・認知症 → γ病院

• 急性期からの後方連携 → η院
• 医療介護連携 → θ病院 など

• 奨学金・就業支援金など経済的支援制度との連携
– 義務年限ではなく、プログラム達成による返還免除へ

他院機能を利用したプログラム転勤時のプログラム継続

Level 1
Level 2

Level 3
Level 4

Level 1
Level 2

Level 3

Level 4

Level 1
Level 2

A病院 B病院 A病院 B病院 A病院

共通プログラムと修了証
による研修担保

研修意欲の維持と
サービスの質の向上
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資料編 

工程表 
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年
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平
成

22
年
年
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平
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年
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潟
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地
域
医
療
再
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域
医
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連
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・
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築
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働

本
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佐渡の課題対応体制と作業部会の役割・関係 

 

  
佐渡の課題対応体制

佐渡地域医療介護福祉提供体制協議会

理事会

作業部会

病院部会

在宅医療部会

介護サービス部会

障害福祉サービス
部会

医療介護連携部会

資源管理部会

学習研修部会

広報部会

事務局総会

行政の役割は・・

協議機会の設置
と住民広報

佐渡市、新潟県佐渡地域振興局（佐渡保健所）、病院、佐渡医師会、
佐渡歯科医師会、新潟県看護協会佐渡支部、佐渡薬剤師会、
介護事業所、社会福祉協議会、福祉事業所

平成31年3月25日設立！

作業部会の役割と関係

広報部会

資源管理部会

学習研修部会医療介護福祉
連携部会

病院部会

在宅医療部会

介護サービス部会

障害福祉サービス
部会

• 入院需要予測

• 病院機能分担（地域医療構想
会議と一体化）

• 分担を踏まえた連携基準

• 「在宅医療」の定義・範囲
• 担当者と担当機能の策定
• 緊急時対応手順の策定

• （高い医療を要する患者の対
応）

• 施設毎の提供可能・不能サー
ビスの抽出と調整

• 提供不能サービスを中心に課
題の抽出と対策検討

• 状態に応じた利用者移動体制
の策定

• 行政・医療・福祉関係者によ
る課題抽出と共有

• 対象者情報の共有方法

• 社会復帰に関する関係者連
携手順

• 緊急など問題発生時の関係
者連携手順

• 施設別に職員年齢構成を確認
• 職員確保の現状と方法の共有
• 職種別養成プログラムの策定
• 施設間相互研修の検討

• 島内共通研修会・講演会の企
画

• 資源管理システムの構築、資金調達
• 資源管理・連携調整の運営形態の検討

• 島内外からの従事者確保
• 住民・従事者双方の理解と協力
• 各施設経営者への理解と協力

• 「さどひまわりネット」への参加と
同意推進

• 連携手順の標準化
• 「さどひまわりネット」への参加と利活用

【住民の意識が重要】
サービスには限界がある

人生観・死生観を常に考える

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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成果物①医療統合画面：医療情報ポータル 
 

  

出
典
：
佐
渡
地
域
医
療
連
携
推
進
協
議
会
資
料
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成果物②処方一覧 
 

  

出
典
：
佐
渡
地
域
医
療
連
携
推
進
協
議
会
資
料
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成果物③検査結果 
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資
料
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成果物④介護統合画面：介護情報ポータル 
 

  

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 



 

101 

 

成果物⑤フェイスシート 
 

  

•
評
価
項
目
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ス
コ
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設
定
す
る
と
、

変
化
を
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
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と
し
て

視
覚
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で
き
る

現
時
点
の
介
護
情
報
収
集
は
、

•
介
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関
連
情
報
は
手
動
入
力

•
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由

出
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：
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料
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成果物⑥コミュニケーションボード 
 

  

出
典
：
佐
渡
地
域
医
療
連
携
推
進
協
議
会
資
料
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参考資料：佐渡の医療需要予測 
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参考資料：佐渡の医療資源と介護資源 
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出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 

出典：佐渡地域医療連携推進協議会資料 
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愛知県一宮市：一般社団法人一宮市医師会 
地域概要 

一宮市は、愛知県北西部に位置し、古くから毛織物の生産を軸とした繊維産業で盛んな商工業都
市で、人口 38万人を超える県内有数の都市である。将来の総人口の微減と 65 歳以上人口の増加が
予測されている。現在、高齢化率は 25.7％と全国平均の 26.6％を下回る（平成 27年）。一宮市の
地域医療は、会員組織率 99％を誇る一宮市医師会が強い使命感を持って担っており、市の医療行政
に対しても積極的に提言を行ってもいる。また、在宅医療にも、
従来から多くの医師が積極的に取組んでいる。 

一宮市は、稲沢市とともに尾張西部二次医療圏を構成し、圏域
人口は約 51.7万人で、高齢化率 25.7％である（平成 27年）。
二次医療圏内の医療施設数は、救急救命センター2、救急告示病院
11、災害拠点病院 3、地域がん診療連携拠点病院 1、緩和ケア病
棟を有する病院 1、地域医療支援病院 2、分娩取扱施設数 9となっ
ている。 

 

人口・面積 
 人口： 385,453万人（住民基本台帳：平成 31年 3月 1日現在） 

 面積： 113.82 k㎡ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 

一宮市の高齢化率は、愛知県平均を上回るものの、全国平均を常に下回る水準で推移する推計と
なっている。 
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○地域医療資源（人数、施設数） 

 医師数 761（人口 10万人あたり 199.81、全国平均 237.28） 

 一般診療所 213（人口 10万人あたり 55.92、全国平均 68.04）、うち在宅療養支援診療所 53
（人口 10万人あたり 13.92、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 266（人口 10万人あた
り 69.84、全国平均 73.57） 

 病院 16（人口 10万人あたり 4.20、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 1（人口 10万
人あたり 0.26、全国平均 1.07）、病院病床数 3,598（人口 10万人あたり 944.68、全国平均
1,201.30） 

 歯科 175（人口 10万人あたり 45.95、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 40（人口 10万人あ
たり 10.50、全国平均 8.75） 

 薬局 176（人口 10万人あたり 46.21、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 53（人口 10万人あ
たり 13.92、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

○救急救命資源と現状（一宮市消防本部の管轄区域：一宮市の 113.82k㎡） 

 消防署数 3（他に分署 1、出張所 8）、職員定数 395人、救急車 14台（うち非常用 3台） 

 平成 29年救急出動件数 17,381件（10年前の 1.29倍）、搬送人員 16,416人（同 1.26倍） 

 上記のうちの急病件数 11,554件（10年前の 1.37倍）、急病搬送人員 10,985人（同 1.36倍） 

 平成 29年急病搬送人員 10,985人の傷病程度別の内訳：死亡 231人（2.1％）、重症 817人
（7.4％）、中等症 4,226人（38.5％）、軽症 5,711人（52.0％） 

 平成29年急病搬送人員10,985人の年齢別の内訳：新生児6人（0.1％）、乳幼児471人（4.3％）、
少年 297人（2.7％）、成人 3,112人（28.3％）、高齢者 7,099人（64.6％） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

出典「一宮市消防年報 2018」より抜粋 



 

107 

 

事例の概要 
一宮市の在宅医療・介護連携は、地元医師会（一宮市医師会）が推進役となり、実態調査や関係

団体へのヒアリング等によって、地域資源の把握や連携課題を整理し、平成 26年 12月医師会から
市に対し施策提言を行ったことで、大きな弾みとなった。 

在宅医療・介護連携事業は、市主催の「一宮市在宅医療・介護連携推進協議会」で方針が検討さ
れ、現在その下部組織である 2ワーキンググループ（医師会主催と市主催）で、具体的な施策検討
や実施が行われている。 

市から在宅医療・介護連携推進事業の一部を委託された市医師会は、行政と協力して、在宅医療
や救急医療のスムーズな連携に向け、市内共通様式である「在宅医療・介護連携様式」（4種類）の
開発・普及、延命医療・終末期医療に向けた市民・医療介護職への啓発活動にも取組みを拡大して
いる。 

■協議体「一宮市在宅医療・介護連携推進協議会」と「一宮市在宅医療・介護連携推進委員会」 

■医師会（一宮市医師会）の取組み 

○在宅療養支援システム（昭和 63年 3月～平成 12年 3月） 
※当該システムは昭和 63年より医師会として取り組んでいたが、介護保険制度の開始とともに取り組まれなくなっ
た。しかし、今日の取組の前身となっている。 

・登録医師 86名、登録患者 387名、実務者会議（月 1回）、退院時連絡会議（153回）、FAX網整
備、患者データの一元管理 

○市内共通様式（4種類）の作成・活用（平成 30年 5月～） 
・「一宮市在宅医療・介護連携様式の手引き」平成 30年 5月完成 
・在宅医療・介護連携の共通 4様式：①一宮市地域連携アセスメントシート、②救急患者基本情報シ
ート、③一宮市介護サービス共通診断書（入所、通所等）、④主治医・ケアマネジャーFAX連絡票 

○一宮市在宅医療・介護情報共有システム「ささえ i ネット一宮」の運用（平成 27年 4月～） 
・クラウド型情報共有システム（（株）カナミックネットワーク） 
・対象者（市内の在宅療養者）：医療依存度の高い方、重度の認知症、複数サービスの利用者など 
・システム使用者：医師・看護職・リハビリ職・介護職・MSW・相談員・ケアマネジャーなど 
〇冊子「一宮市在宅医療あんしんガイド」（8P）の配布 
・市民向けに、在宅医療の内容や各職種の役割、必要な医療費の目安、在宅医療を受けるための準備
などを網羅した冊子 

○医療・介護職向け在宅療養相談事業 
○講演会、スキルアップ研修 

■行政（一宮市）の取組み 

○市民向け講座・啓発事業 
○市民向け在宅療養相談事業 
○医療・介護職員多職種連携研修事業 

■一宮市社会福祉協議会の取組み 

〇救急医療あんしんキット「命のバトン」の配布  
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【一宮市＆一宮市医師会の取組概要】 

 
 
 
 
 
 
 

  

検討・推進体制
〇構成メンバー（19名）
・市医師会担当副会長2名
・市医師会担当理事2名
・市医師会医師3名
・市歯科医師会
・市薬剤師会
・一宮訪問看護連絡協議会
・一宮SW連絡会
・ケアマNET一宮
・市内6病院
・市地域包括支援センター
〇開催頻度
・年間2～6回

検
討

一宮市在宅医療・介護連携推進協議会

一宮市在宅医療・介護連携推進委員会

在宅医療推進ワーキンググループ

（事務局：一宮市）

（事務局：一宮市）

（事務局：一宮市医師会）

展
開

救急患者基本情報
シートの検討･作成

①利用シーン
・救急搬送時
②利用目的
・普段の状態や緊急連絡先な
どを事前に把握し、搬送時の
正確迅速な情報共有と、情報
不足による付き添い負担の軽
減を図る
③対象者
・在宅療養中、施設入所中の
高齢患者
④運用方法
・救急搬送時に救急隊や搬送
先医療機関へシートを提供
・シートは本人家族、または
ケア職種・施設職員が記入
・連絡先変更や状態変化のつ
ど内容を更新
・医師会HPからの電子ファイ
ル提供

救急患者基本情報
シートの配布･周知
①対象範囲の拡大＆会員周知
・施設入所者に加え、在宅療
養者にも拡大
・医師会・歯科医師会・薬剤
師会会員および介護施設に周
知
②消防本部・社会福祉協議会
へ協力要請
・医師会会長名で、両組織に
運用協力を依頼した。
③医療・介護関係施設へ配布
・共通4様式と『一宮市在宅医
療・介護連携様式の手引き』
を市内の医療・介護関係施設
に郵送配布
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取組の紹介 
（1）取組の背景 

以前から地域の医療・介護資源は豊富であり、在宅医療に取組む医師が多かった（※）が、近年
まで地域全体として動きや取組みがほとんど無い状態であった。医師会在宅医療担当理事を含む一
部の在宅医から「個々バラバラの活動では将来の超高齢社会を支えられない」との声が少しずつ挙
がるようになり、平成 26年～平成 27年の「在宅医療連携拠点事業」参加を契機に、一宮市での在
宅医療・介護連携は大きく動き出すことになった。本事業で組織化された「一宮市在宅医療・介護
連携推進協議会」は、その後、愛知県・県医師会の「在宅医療サポートセンター事業」の受け皿と
して活動を継続する。 
※医師会事務局のお話では、会員施設 202のうち半数近くは、何らかの形で在宅医療に取り組んでい
るとのことであった。 

在宅医療連携を進める中で、救急医療、延命治療、終末期医療などの課題も次第にクローズアッ
プされるようになり、本人・家族の意思反映や介護・救急医療関係者の負担軽減などに寄与する取
組みの検討・実施へと発展する。 

平成 30年 3月に「在宅医療サポートセンター事業」は 3年間の事業終了を迎え、4月以降は、一
宮市事業として、市と一部事業の委託を受けた市医師会が相互に協力し、在宅医療・介護連携推進
事業を展開している。 

 
（2）検討開始 
①在宅療養連携の推進体制と経緯 
○平成 25（2013）年 6月〜12月頃：医師会内に「地域包括ケア検討委員会」発足 

・構成メンバー：医師会長、在宅医療担当理事、強化型在支診医師、市高年福祉課職員 

・県の「在宅医療連携拠点事業の参加募集通知」の受領を契機に、事業への参加検討と体制作り
のために設置。事業参加で意思統一を図れたものの、メンバーである医師会員の考え方の違い
や行政の知識不足も有り、建設的な議論ができる土壌は整っていなかった。 

・検討委員会では、医師会員対象に「在宅医療に関する会員意識実態調査」を実施、地域全体で
は病院死が多く看取りを含めた在宅医療は思ったほど進んでいないことが明らかになった。 
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○平成 26（2014）年 1月〜平成 27年 3月：一宮市「在宅医療連携拠点事業」への参加 

 

 

 

 

 

・一宮市が事業受託し、市医師会に全面委託する形で進行。実際には全ての実務を医師会が担い、
実態調査で「在宅医療に取り組む意向はあるが実施困難と回答した会員」（全体の約 2割）を
対象にした在宅医療への参加拡大に取り組むこととにした。 

・先ず、市内で在宅医療介護連携を推進する既存の 3地域拠点である、①一宮在宅療養研究会（強
化型支援診療所 11施設のグループ）、②一宮ハート・ギュッと・ネット（H24 厚労省在宅医
療連携拠点推進事業者）、③一宮在宅ケア連携推進グループ（市内唯一の在宅療養支援病院 開
設法人）に協力を呼びかけ、医療介護の連携推進、在宅医療参入医師の拡大に向けた課題の洗
い出しの為に、在宅医のヒアリングを徹底して実施した。 

 

○平成 26（2014）年 12月：医師会から市に対し「在宅医療・介護連携のための提言」 

・これまでの活動結果を基づいた施策提言書「在宅医療・介護連携のための提言」をとりまとめ、
医師会長から一宮市長に渡す。その結果、翌春、市高年福祉課の再編により、医療介護連携事
業担当課が明確化された。 

  

【「在宅医療・介護連携のための提言」の概要】 【一宮市在宅医療連携拠点事業】 
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○平成 27年 4月〜平成 30年 3月：愛知県医師会「在宅医療サポートセンター事業」への参加 

【愛知県医師会「在宅医療サポートセンター事業」の推進体制】 

・愛知県が愛知県医師会に委託し、県内全域の医師会対象に実施された「在宅医療サポートセン
ター事業」に参加する形で、実施運営体制（協議会とワーキンググループ）を再整備し、病診
連携、在宅委研修、在宅医療に係る共通様式の作成と普及、ICTシステム「ささえⅰネット一
宮」の検討・導入などに取り組んだ。 

○平成 30年 4月〜現在：市から「在宅医療・介護連携事業」の一部を事業受託 

【一宮市在宅医療・介護連携事業の推進体制】 

・愛知県・愛知県医師会「在宅医療サポートセンター事業」の終了後には、医師会主催の 2WG在
宅医療と病診連携が合体した「在宅医療推進ワーキンググループ」（平成 28年 4月～）と市主
催の「多職種連携・普及啓発ワーキンググループ」で、活動を継続している。 

一宮市
（在宅医療・介護連携推進事業）

一宮市医師会

※各団体の実務者クラス

「一宮市在宅医療・介護連携
推進協議会」
※各団体のトップ

多職種連携・普及啓発等
ワーキンググループ 在宅医療推進ワーキンググループ

事業委託

（平成30年4月～）

一宮市
（在宅医療・介護連携推進事業）

一宮市医師会

「一宮市在宅医療・介護連携
推進協議会」
※各団体のトップ
（推進委員会）

多職種連携・普及啓発等
ワーキンググループ

在宅医療ワーキンググループ

事業委託

（平成27年4月～平成30年3月）
愛知県医師会

「在宅医療サポートセンター連携会議」

「在宅医療サポートセンター
連絡会議」

※各団体の実務者クラス
（担当役員会議）

病診連携ワーキンググループ

情報共有ワーキンググループ
※ＩＣＴシステム検討会

出席・進捗報告
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②在宅医療・救急医療連携のための検討・推進組織 
○会議体「一宮市在宅医療・介護連携推進協議会」（平成 27年 4月〜現在、市主催） 

・目的・機能：関係機関の長により構成し、事業全体の統括と協議を行う 

・構成メンバー（14名）：【協議会長】市福祉部長、【協議会副会長】市医師会長、市医師会副
会長、市歯科医師会長、市薬剤師会会長、一宮保健所長、市医師会理事、市内病院地域医療連
携室長（2病院）、市社会福祉協議会会長、一宮 SW連絡会長、ケアマ NET一宮会長、市地域
包括支援センター代表、市市民健康部長 

・開催頻度：年 2回程度 

・検討課題：多職種との連携が図りづらいことへの在宅医の不満があったため、検討課題は「在
宅医拡大」から「多職種の情報共有体制の構築」へと変化。在宅利用者情報様式がバラバラで、
他の事業所と連携しづらい等の指摘が多かったことから、共通様式の統一。 

○会議体「一宮市在宅医療・介護連携推進委員会」（平成 27年 4月〜平成 30年 3月まで） 

・目的・機能：各ワーキンググループ進捗状況などの報告・検討を行う 

・構成メンバー（11名）：【委員長】 市高年福祉課長、【副委員長】市医師会副会長、市医師会
理事、市歯科医師会副会長、市薬剤師会副会長、一宮訪問看護連絡協議会会計、ケアマ NET一
宮副会長、一宮 SW連絡会会長、一宮保健所保健管理監、一宮市地域包括支援センター 

・開催頻度：年 4回程度（討議課題の必要に応じて増減） 

○会議体「在宅医療推進ワーキンググループ」（平成 28年 4月〜現在、市医師会主催） 
 ※在宅医療ワーキンググループ・病診連携ワーキンググループ（平成27年4月〜平成28年3月） 

・構成メンバー（19名）：市医師会担当副会長 2名、市医師会担当理事 3名、市医師会医師 3名、
市歯科医師会、市薬剤師会、一宮訪問看護連絡協議会、一宮 SW連絡会、ケアマ NET一宮、市
内 6病院、市地域包括支援センター 

・開催頻度：討議課題により開催頻度は増減（年間 2～6回） 

行 政

一宮市が設置

一宮市在宅医療・介護連携推進協議会

医 療

介護福祉

福祉部長（推進会長）
市民健康部長
一宮保険所長

医師会長（副会長） 歯科医師会長 薬剤師会長
医師会理事 一宮市民病院地域医療連携室長
一宮ソーシャルワーカー連絡会長

社会福祉協議会長
ケアマNET一宮会長
地域包括支援センター代表
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・検討課題：①切れ目のない在宅医療提供体制の検討、②急変患者受入等の後方支援体制の検討、
③在宅医療職種の資質向上を図る研修会の企画、④地域住民へのかかりつけ医普及啓発講演会
の実施、⑤多職種専用相談窓口の運用 ※救急患者基本情報シートの検討・作成を担当 

○会議体「情報共有ワーキンググループ」（平成 27年 4月〜平成 29年 3月、市医師会主催。 
その後は在宅医療推進ワーキンググループで検討） 

・構成メンバー（16名）：市医師会担当理事 2名、市医師会医師 3名、市歯科医師会、市薬剤師
会、一宮訪問看護連絡協議会、一宮 SW連絡会、ケアマ NET一宮、サービス事業者連絡会 3
名（通所部会、訪問部会、施設部会）、市地域包括支援センター、在宅医療連携拠点推進事業
地域拠点、情報共有システム開発事業者 

・開催頻度：討議課題により開催頻度は増減 

・検討課題：①ささえｉネット一宮（ICT情報共有システム）の運用、②各種様式の市内共通化
の検討、③医療介護資源の可視化の検討 

○会議体「多職種連携・住民普及啓発等ワーキンググループ」（平成 27年 4月〜現在、市主催） 

・構成メンバー（16名）：市医師会医師 4名、市歯科医師会、市薬剤師会、民生児童委員連絡協
議会、一宮訪問看護連絡協議会、一宮 SW連絡会、ケアマ NET一宮、サービス事業者連絡会 3
名（通所部会、訪問部会、施設部会）、一宮保健所、市地域包括支援センター2名 

・開催頻度：討議課題により開催頻度が大きく変化 

・検討課題：①多職種連携研修会の企画、②地域住民への在宅医療普及啓発講演会の企画、③市
民フォーラムの企画、④ワーキンググループ内での多職種勉強会の実施 

 

③救急患者の基本情報共有化の仕組み作り 
○「救急患者基本情報シート」の概要 

①利用シーン：救急搬送時 
②利用目的：普段の状態や緊急連絡先などを事前に把握し、搬送時の正確迅速な情報共有と、情
報不足による付き添い負担の軽減を図る。   

③対象者：在宅療養中、施設入所中の高齢患者   
④運用方法： 
・救急搬送時に救急隊や搬送先医療機関へシートを提供してください。 
・シートは本人家族、またはケア職種・施設職員が記入してください。 
・連絡先変更や状態変化のつど内容を更新してください。   
・医師会 HPからの電子ファイル提供 

○「救急患者基本情報シート」作成経過（在宅医療推進ワーキンググループでの検討経緯） 

【関係する多職種の業務課題やニーズ把握まで】 
 ※ニーズ把握や検討段階で消防本部は参加していない 
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①平成 28年 10月 在宅医療推進WG 平成 28年度第 4回：病診連携や後方支援による課題把握
のための「アンケート実施」を決定 

②平成 28年 11月 在宅医療推進WG平成 28年度第 5回：「高齢者の入退院及び救急搬送に関
するアンケート調査」の内容検討 

・調査対象：高齢者の入退院と救急搬送に関わる施設の関係職種（診療所、病院、救急医、特
養嘱託医、訪問看護、居宅介護支援事業所、老健・特養・グループホーム・老人ホーム・サ
高住） 

・調査内容：互いの施設や職種に対して入退院・救急搬送での不満・要望を聞く 
・形式：無記名・郵送アンケート 
③平成 29年 2月 在宅医療推進WG 平成 28年度第 6回：高齢者の入退院及び救急搬送に関す
るアンケート調査」結果の検討 

・調査対象全 448施設に配布し、539人より回答有り。但し、救急搬送における連携上のトラ
ブルが多い有料老人ホーム、サービス高齢者住宅などの施設からの回答は少なかった。 

④平成 29年 7月 在宅医療推進WG 平成 29年度第 2回：高齢者の入退院及び救急搬送に関す
る意見への対応検討 

・介護職員のよる付き添い負担に関する意見が多い。 
・特に入所施設（有料老人ホーム、サ高住など）から患者情報が得られないトラブルが多い。 
・施設入所の患者は家族も状況を把握していないことが多く、患者を受け入れる側としては、
直前の状態、病気、内服、延命希望だけでも知りたい。 

→救急搬送時に必要な「情報伝達ツールの作成」を決定 
⑤平成 29年 8月 「救急搬送時の患者情報提供に関するアンケート」実施：二次救急 3病院に
対し、どのような患者情報が必要なのかを確認 
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 【救急搬送時の患者情報

（急性期病院が必要とする

情報）】 

3病院に対する「救急搬送
時の患者情報提供に関す
るアンケート」結果から、
共通様式のたたき台を作
成 
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【共通様式の項目検討から完成まで】 
⑥平成 29年 9月 在宅医療推進WG 平成 29年度第 3回：運用ルールおよび救急搬送時の患者
情報について検討 

・救急搬送時の患者情報提供と施設職員による付き添い負担の軽減を目的とする。 
・普段の患者状態を事前に記載しておき、救急搬送時に救急隊に手渡す運用とする。 
・ADLは必要最低限度のものとする。歩行、意思疎通程度。 
・救急搬送時に最低限必要な情報のみとし、詳細は後日届くサマリーなどで把握してもらう。 
・終末期における本人の望みについては、実際判断を迫られる時になると気持ちが変わること
も多いので、あくまで事前の意向であって決定事項とはしない。 

・統一した様式で運用することはよいが、終末期の意思決定支援の土壌ができていない中では
使いづらさがある。運用と同時に、意思決定支援などの研修会を継続する 

 
⑦平成 29年 11月 在宅医療推進WG 平成 29年度第 4回：救急患者基本情報シート（案）から
の変更・追加点について 

・薬剤情報を添付する場合は、チェックで済むようにする。手書きであっても病院では服用し
ている薬の種類が分かればよく、詳細情報までは不要。 

・意思決定項目は、確認者と確認日が分かるようにする。情報更新は、時期を定めるのではな
く、内容に変更があった場合とする。 

○「救急患者基本情報シート」完成までの様式の変遷 

平成 29年 9月：高齢者救急搬送時の情報提供書（たたき台）ＷＧ第 3回提示資料 
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平成 29年 10月：高齢者救急搬送時の情報提供書（案）事前送付資料 

・修正・変更点（黄色マーカー部分）：記入作成年月日の追記、緊急連絡先を 2名に増設、担当
ケアマネの氏名とＦＡＸ番号を追記、延命治療・胃ろう・呼吸困難時の対応等を追記 

 ※主に、病院MSWからの意見で修正 
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平成 29年 11月：救急患者基本情報シート（案） ＷＧ第 4回で修正された完成版 

・修正・変更点（黄色マーカー部分）：様式名称の決定、「患者本人の同意」文章の追記、作成
年月日の追記、呼吸困難時の対応に「気管切開」を追記 
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（3）「救急患者基本情報シート」の周知 
①対象範囲の拡大と医師会・歯科医師会会員等への周知（平成 30年 4月） 
・在宅医療推進WGでの協議の結果、対象を当初の「施設入所者」に「在宅療養者」を加えて拡大
することにし、医師会事務局から医師会会員・歯科医師会・薬剤師会会員および介護施設に対し
て周知を図った。 

・同時に、「入院時情報提供先の医療機関窓口一覧」の情報確認のため、一宮 SW連絡会に協力を
依頼した。 

②医師会から消防本部・社会福祉協議会へ協力要請（平成 30年 5月） 
・共通様式の配布に先立ち、医師会会長名の文書で、消防本部（救急隊）と社会福祉協議会に対し、
「救急患者基本情報シート」の運用協力を依頼した。 

③医師会から医療・介護関係施設への共通様式配布（平成 30年 5月） 
・「救急患者基本情報シート」に加え、他の共通様式「一宮市地域連携アセスメントシート」「一
宮市介護サービス共通診断書（入所、通所等）」「主治医・ケアマネジャーFAX連絡票」を加え
た 4種類について、利用シーン、利用目的、対象者、運用方法をまとめた『一宮市在宅医療・介
護連携様式の手引き』を作成、市内の医療・介護関係施設に郵送配布した。 

・但し、この共通様式の使用を強要したのではなく、『自施設で既に様式が存在する場合は、従来
通り、そちらを継続使用して構わない』『もし、決まった様式が無いのではあれば、この共通様
式を参考して下さい』『新たに作成するのが面倒であれば、こちらをそのままお使い下さい』と
言った案内をしている。 

④入退院連携・情報共有ガイドラインの作成・配布（平成 31年 3月） 
・上記 4種類の共通様式については、市高年福祉課が「一宮市在宅医療・介護職員多職種連携研修」
に、ケアマＮＥＴ一宮＆一宮ＳＷ連絡会の『入退院連携に関する合同研修』を組込み・位置づけ
たことで、ケアマネジャーと医療ソーシャルワーカーが様式内容や運用方法に関して具体的に検
討・議論する場が提供されることになった。両職種の業務課題や問題意識が反映された共通様式
の普及・活用を促進するため、ケアマＮＥＴ一宮＆一宮ＳＷ連絡会は「入退院における連携・情
報共有のためのガイドライン」を作成し、4月に配布した。 
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（4）意思決定支援のための研修・講演会の開催 
①市医師会および行政による企画・運営セミナー 
〇一宮医師会 第 5回在宅医療セミナー 
・講師：飛騨千光寺 大下大圓住職、演題「エンドオブライフケアと臨床宗教 -宗教の視点から最
期のときを考える-」 

・開催日時：平成 29年 1月 21日（土）14時～16時、会場：一宮市医師会館 
・対象者：市内在職の医療・介護職員（定員 200名） 

〇一宮医師会 第 6回在宅医療セミナー 
・講師：東大大学院特任教授 会田薫子先生、演題「高齢患者のための意思決定支援 -ＡＣＰにフ
レイルの知見を組み込む-」 

・開催日時：平成 30年 2月 3日（土）14時～16時、会場：一宮市医師会館 
・対象者：市内在職の医療・介護職員（定員 200名） 

〇国立長寿医療研究センター「相談対応力向上研修会」開催 ※人生の最終段階における医療体制
整備事業 

・講師：あいち ACPプロジェクト講師（国立長寿医療センター職員）、演題「アドバンス・ケア・
プランニングＡＣＰ、将来の医療・ケアについての対話、ACP実践に向けてのチーム形成、人生
の最終段階における意思決定支援、チームアプローチ、今から始める共有意思決定支援の実践」
など 

・開催日時：平成 30年 11月 4日（日）10時～16時、会場：一宮市医師会館 
・対象者：市内在職の医療・介護職員 
※参加者は事前に E-learning受講が必須条件 

〇国立長寿医療研究センター「相談対応力向上フォローアップ研修会」開催 ※人生の最終段
階における医療体制整備事業 

・講師：国立長寿医療センター職員、演題「相談対応力向上研修会からのフィードバック、共有意
思決定支援（SDM)の実践促進に向けて、地域包括ケアの中での ACP実践促進に向けて～組織づ
くりから体制整備～、次年度のあいち ACPプロジェクトについて」など 

・開催日時：平成 31年 3月 9日（日）10時～16時、会場：一宮市医師会館 
・対象者：市内在職の医療・介護職員 
※参加者は事前課題ワークシート作成が受講の必須条件 

〇一宮医師会 第 8回在宅医療セミナー 
・講師：亀田総合病院疼痛￥緩和ケア科医長 蔵本浩一先生、演題「大切なことを大切に扱うため
の場づくり -もしバナゲームを用いた取り組み-」 

・開催日時：平成 31年 3月 23日（土）14時～16時、会場：一宮市医師会館 
・対象者：市内在職の医療・介護職員（定員 100名） 
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②市高年福祉課の企画・主催セミナー 
〇平成 30年度 一宮市在宅療養・介護職員多職種連携研修 第 1回 
・講師：ケアマＮＥＴ一宮＆一宮ＳＷ連絡会メンバー、テーマ：「入退院におけるケアマネジャー、
ソーシャルワーカー・入退院調整看護師の連携・情報共有のためのルール作り」 

・開催日時：平成 30年 9月 20日（木）14時～16時、会場：シビックホール（一宮駅前ビル） 
・対象者：市内在職のケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー、入退院調整看護師、地域包括支
援センター職員 

〇平成 30年度 一宮市在宅療養・介護職員多職種連携研修 第 2回 
・講師：尾張西部医療圏病院看護管理委員会＆一宮訪問看護連絡協議会メンバー、テーマ：「訪問
看護師と病院看護師の連携」 

・開催日時：平成 30年 11月 16日（金）18時 30分～20時 30分、会場：シビックホール（一宮
駅前ビル） 

・対象者：市内在職の病院看護師・訪問看護師・ケアマネジャー 

〇平成 30年度 一宮市在宅療養・介護職員多職種連携研修 第 3回 
・講師：市歯科医師会＆市リハビリテーション連絡協議会メンバー、テーマ：「食べるを支えよう！
はじめの一歩 -歯科医師と言語聴覚士の立場から-」 

・開催日時：平成 30年 12月 6日（木）18時 30分～20時 30分、会場：シビックホール（一宮駅
前ビル） 

・対象者：市内在職の医療・介護職員 

〇平成 30年度 一宮市在宅療養・介護職員多職種連携研修 第 4回 
・講師：市医師会メンバー、テーマ：「在宅療養・介護に関わるチームの連携を知り、自分なりの
連携を考えてみよう！」 

・開催日時：平成 31年 2月 2日（土）14時～16時、会場：シビックホール（一宮駅前ビル） 
・対象者：市内在職の医療・介護職員 

〇平成 30年度 市民対象の出前講座「教えて在宅医療」 
・開催実績：35回開催、参加者 809名 
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（5）取組の成果 
①在宅医療の実績（在宅医療推進ワーキンググループ報告） 
・訪問診療の実績（延べ訪問回数）は、平成 26年に年間３万 2,000回であったものが、平成 29
年には年間４万 3,000回と、1.34倍に増加した。 

・訪問看護ステーション数は、事業開始前には 20箇所であったが、現在は 36箇所と、施設数で
1.8倍に、給付ベースでは約２倍超に増加している。 

②「在宅医療・介護連携様式」使用状況調査の実施（平成 30年 10月） 
〇実施概要 

・調査実施時期：平成 30年 10月（共通様式使用開始から 6か月経過時点での調査） 
・配布 633施設、回収 390施設（回収率 62％） 
※施設区分の回収率では、グループホーム 40％、サービス付き高齢者住宅 45％、訪問介護 49％
の順で回収率が低かった。 

〇調査結果 

今回の取り組みによって、救急 3病院が認めた共通ルール・共通フォーマットが完成したこと
が大きな成果であり、利用者（医療・介護関係者）にとっては、必要情報の洩れがないことが保
証されていることで、安心して活用ができる。しかし、アンケート結果や現場の声を聴くと、活
用施設であっても、組織の末端（現場当事者）まで、浸透・徹底していないことが伺われ、周知
徹底が課題であることが分かった。 
（使用状況） 
・4様式の使用状況（使用施設数）：①一宮市地域連携アセスメントシート 102、②救急患者基本
情報シート 33、③一宮市介護サービス共通診断書（入所）120、一宮市介護サービス共通診断
書（通所）121、④主治医・ケアマネジャーFAX連絡票 81 

・「救急患者基本情報シート」の使用状況（使用施設比率の高い順）：サービス付き高齢者住宅
18％、小規模多機能型住宅 17％、有料老人ホーム 16％、地域包括支援センター14％ 

（自由回答） 
・救急搬送時に使用したが、付き添い時間は余り変わらないケースがある。 
・本人の意思決定に関する項目は必要だが、どのように説明すればいいのか分からず使用につな
がっていない。 

・使用するにあたり、ACPやリビングウィルの支援について研修の機会が必要である。 

③一宮市消防本部 
平成 31年 2月実施の厚生労働省「急病を中心とする救急搬送に関するアンケート調査」への回

答状況から、一宮市消防本部は、救急搬送時に患者情報を確認できることで、メリットを感じて
いる。 
〇患者情報の共有方法 
・紙媒体を活用 
〇救急搬送時に患者情報を確認できることの消防にとってのメリット 
・収容所要時間の短縮 
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・現着～車内収容までの時間短縮 
・車内収容～現発までの時間短縮 
〇在宅からの搬送課題 
・軽症等での搬送が多い 
〇施設からの搬送課題 
・軽症等での搬送が多い 
・延命処置を望まない疾病者の搬送が増加 
・老人ホーム職員が患者の既往症・アレルギー等の医療情報を把握していないケースが多い 
・老人ホーム職員が患者のキーパーソン、DNAR意思等の社会的情報を把握していないケースが
多い 

・老人ホーム職員が事故発生状況について病院に説明できないケースが多い 
・老人ホーム職員が救急車に同乗できないケースが多い 
・老人ホームが病院照会を済ませておらず、救急隊が行うケースが多い 
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今後について 
（1）今後の課題 
①在宅医療・介護連携に関する課題と対応状況の整理（平成 30年 3月） 
一宮市では、随時実態把握を行い、目指す方向性を示し、活動を計画し、取り組み、評価をして、

また新たな活動に向かうという PDCAサイクルに基づく活動を地道に展開しており、平成 30年３
月には、在宅医療推進ワーキンググループにおいて、「在宅医療・介護連携に関する課題と対応状
況」を 11カテゴリ別の一覧表にまとめた。 

【在宅医療、医療介護連携の課題および対応状況（⼀宮市医師会）】 

平成 28年に市内 448の関連機関すべてに調査シートを配布し、539人から寄せられた約 1300の
コメントを集約したものである。医師会事務局によれば、『抽出された課題は 35項目。うち半数は、
在宅医療・介護連携事業により対応済み、一部は今後の対応の見通しが立っているが、結果が得ら
れず継続が必要なもの、変更の必要なものも多く残っており、未だ未対応の 11カテゴリー13項目
（表中黄色部分）については、関係者で知恵を出し合い、解決していく予定である』としている。 

未対応 11カテゴリーとは、「在宅医参入（1項目）」、「連携（診診）（2項目）」、「入院（1
項目）」、「退院（6項目）」、「情報共有（2項目）」、「機器・材料（1項目）」である。 
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（2）今後の取組み 
①「在宅医療・介護連携に関する共通ルール・様式」の周知 
対象施設に対するアンケート調査結果を見ても、施設の活用比率においても、あるいは活用施設

の現場従事者への浸透という意味でも、まだまだ十分とは言えない。今後は、医療職や介護職向け
個別研修会や多職種向け職種混合の研修会でも紹介や教材活用、あるいは、関係施設・関係職員へ
の様々な広報活動を通じて、周知徹底を図って行く。 

②「延命治療・終末期医療に対する意思決定支援」の啓発事業の展開 
延命治療・終末期医療に対する事前意思確認については、一般の市民だけでなく、医療・介護職

員においても、戸惑いや不安を感じている者が多い。終末期の意思決定支援の土壌づくりのために
も、市民向け、医療・介護専門職向けの講演会・研修会・シンポジウム等を積極的に展開する必要
を感じている。 

 

  



 

126 

 

期
間

平
成

25
年

6月
～

12
月
頃

平
成

26
年

1月
～
平
成

27
年

3月
平
成

27
年

4月
～
平
成

30
年

3月
平
成

30
年

4月
～
現
在

全
体

「
在
宅
医
療
連
携
拠
点
事

業
」
の
参
加
検
討
・
準
備

（
医
師
会
主
導
で
推
進
）

「
在
宅
医
療
連
携
拠
点
事
業
」
へ
参
加

（
医
師
会
主
導
で
推
進
）

愛
知
県
医
師
会
「
在
宅
医
療
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
事
業
」
へ
参
加

（
医
師
会
＆
市
の
協
働
）

「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
事
業
」
の
実
施
（
医

師
会
＆
市
の
協
働
）

【
行
政
】

一
宮
市

〇
多
職
種
連
携
・
普
及
啓
発

W
G（

H2
7.4
～
現
在
）

【
医
師
会
】

一
宮
市
医
師
会

〇
「
在
宅
医
療
連
携
拠
点

事
業
」
参
画
の
た
め
の

検
討
会
（

H
25

.6
~
）

〇
在
宅
医
療
体
制
検
討

W
G

〇
在
宅
医
療

W
G
（

H
27

.4
～

H
28

.3
）

〇
病
診
連
携

W
G
（

H
27

.4
～

H
28

.3
）

〇
情
報
共
有

W
G（

H
27

.4
～

H
29

.3
）

－
IC

Tシ
ス
テ
ム
検
討
会

救
急
医
療
関
連

〇
体
制
準
備

・
在
宅
療
養
分
野
に
お
け

る
「
行
政
不
在
」
を
問

題
視

〇
問
題
提
起
（

H
26

.1
2.
）

・
医
師
会
か
ら
市
に
対
す
る
「
在
宅
医

療
・
介
護
連
携
の
た
め
の
提
言
」
の

中
で
、
在
宅
療
養
＆
終
末
期
へ
の
理

解
を
深
め
る
市
民
啓
発
の
推
進
も
訴

え
る

〇
「
救
急
患
者
基
本
情
報
シ
ー
ト
」
の
作
成

・
H

28
.1

2.
高
齢
者
の
入
退
院
・
退
院
医
師
会

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
（
病
・
診
・
救
急
医
・

訪
問
看
護
・
介
護
施
設
・
ケ
ア
マ
ネ
・
老

人
ホ
ー
ム
・
サ
高
住
等
）

・
H

29
.8

.救
急
搬
送
時
の
患
者
情
報
提
供
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
（
二
次
救
急

3病
院
対
象
）

・
H

29
.9
～
運
用
ル
ー
ル
・
患
者
情
報
共
有

様
式
の
検
討
（
延
命
治
療
・
終
末
期
医
療

に
関
す
る
意
思
確
認
項
目
を
追
加
）

・
H

29
.1

1.
「
救
急
患
者
基
本
情
報
シ
ー
ト
」

完
成

〇
「
さ
さ
え
ⅰ
ネ
ッ
ト
一
宮
」

H
27

.4
～

〇
救
急
医
療
あ
ん
し
ん
キ
ッ
ト
配
布

〇
「
救
急
患
者
基
本
情
報
シ
ー
ト
」
の
周
知

・
H

30
.4

.適
用
対
象
を
「
施
設
入
所
者
」
の

み
か
ら
、
「
在
宅
療
養
者
」
に
も
拡
大

・
H

30
.5

.医
師
会
か
ら
消
防
本
部
・
社
協
に

協
力
要
請

・
H

30
.5

.医
師
会
か
ら
、
市
内
の
医
療
・
介

護
関
係
施
設
に
「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
様

式
」
（
共
通
様
式

4種
類
）
を
配
布

・
H

30
.1

0.
「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
様
式
」

（
共
通
様
式

4種
類
）
使
用
状
況
調
査
の
実

施
⇒
課
題
：
現
場
当
事
者
に
ま
で
普
及
・
浸

透
し
て
い
な
い
、

AC
P・
リ
ビ
ン
グ
ウ
ィ
ル

支
援
の
為
の
研
修
の
必
要
性

「
地
域
包
括
ケ
ア
検
討
委
員
会
」

「
在
宅
医
療
連
携
推
進
協
議
会
」

「
在
宅
医
療
連
携
推
進
委
員
会
」

「
在
宅
医
療
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
議
」

「
一
宮
市
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
委
員
会
」

「
一
宮
市
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
協
議
会
」

〇
在
宅
医
療
推
進

W
G
（

H
28

.4
～
現
在
）

資料編 

工程表 
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在宅医療・介護連携様式の手引き 
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在宅医療・介護連携様式①一宮市地域連携アセスメントシート 
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在宅医療・介護連携様式②救急患者基本情報シート 
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在宅医療・介護連携様式③一宮市介護サービス共通診断書（入所） 
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在宅医療・介護連携様式③一宮市介護サービス共通診断書（通所等） 
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在宅医療・介護連携様式④主治医・ケアマネジャーFAX連絡票 
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岡山県高梁市：高梁市役所 

地域概要 
岡山県は温暖で比較的災害の少ない県で、県中

西部にある高梁市は地震や風水害などの自然災
害に見舞われることが少なく、安心して暮らせる
地域である。また、県都岡山市とはＪＲ伯備線や
岡山自動車道などで結ばれ、市内には 3本の国
道が縦横に走り各地からのアクセスも容易であ
る。 

国重要文化財の備中松山城や国重要伝統的建造物保存地区の吹屋、国重要無形民俗文化財の
備中神楽など、長い歴史と豊かな伝統文化を受け継いでいる。４年制大学のある学園都市でも
あり、社会人のための学びの場も充実している。都市的な機能と農山村的な魅力が調和し暮ら
しやすい町である。 

 

人口・面積 
 人口：32,075人（平成 27年国勢調査） 世帯数：13,481世帯（平成 27年国勢調査） 

 面積：546.99㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
高梁市の高齢化率は 37.1％で、同時期の岡山県平均 28.9％を上回り、高い水準にある（平成 27

年現在）。高齢者のみの世帯（単独世帯除く）は 2,156、高齢者単独世帯は 1,786となっている。 
（出典：高梁市高齢者保健福祉計画 第７期介護保険事業計画） 
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 62（人口 10万人あたり 193.30、全国平均 237.28） 

 一般診療所 23（人口 10万人あたり 71.71、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 4（人
口10万人あたり12.47、全国平均11.01）、一般診療所病床数40（人口10万人あたり124.71、
全国平均 73.57） 

 病院 4（人口 10万人あたり 12.47、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 0（人口 10万
人あたり 0.00、全国平均 1.07）、病院病床数 665（人口 10万人あたり 2,073.27、全国平均
1,201.30） 

 歯科 14（人口 10万人あたり 43.65、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 5（人口 10万人あた
り 15.59、全国平均 8.75） 

 薬局 11（人口 10万人あたり 34.29、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 2（人口 10万人あた
り 6.24、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状 

 消防署数 1、職員定数 69人、救急車 4台 

 平成 29年救急出動件数 2,047件（平成 20年の 1.3倍）、搬送人員 1,971人（同 1.3倍） 

 上記のうちの急病件数 1,051件、急病搬送人員 999人 

 平成 29年搬送人員 1,971人の傷病程度別の内訳：死亡 49人（2.5％）、重症 245人（12.4％）、
中等症 1,036人（52.6％）、軽症 640人（32.5％）、その他 1人（0.1％） 

 平成 29年搬送人員 1,971人の年齢別の内訳：新生児 0人（0.0％）、乳幼児 54人（2.7％）、
少年 39（2.0％）、成人 440人（22.3％）、高齢者 1,438人（73.0％） 

（出典「高梁市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋） 
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事例の概要 
高梁市では、急速な人口減少と超高齢化が進み、中山間地域ゆえの医療アクセス確保の難しさも

あり、効果的・効率的な医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築の一体的推進が求められてき
た。 

在宅医療・介護連携の取組としては、高梁市医師会、県・備北保健所、高梁市が協力して在宅医
療連携を推進することで合意し、平成 24年 3月に在宅医療連携システム検討会議を発足。今まで交
流の少なかった医師と多職種の顔の見える関係を構築し始めた。 

また、平成 25年 1月から岡山県で医療情報ネットワーク「晴れやかネット」がスタートし、平成
25年度より岡山県在宅医療連携拠点事業を開始した。同年 9月に「晴れやかネット」の拡張機能が
利用できることとなり、仕様の検討を重ね、ケアキャビネットという、患者情報連携の拡張機能を
使った高梁市の他職種連携サービス「やまぼうし」を構築、平成 26年～28年まで仮運用を重ねて
本稼働へと進めている。患者情報登録にあたっては、利用者 ID 取得を当初、医師だけとしていた
が、ケアマネジャー、看護師等連携に関わる専門職にも広げ、「やまぼうしサポーター」として利
用者拡大を図っている。 

救急面では、すでに平成 22年から「救急医療情報キット」を独居高齢者に配布してきたが、その
後、地域によっては配布先を独居以外の世帯にも拡大すると共に、近年「やまぼうし」への情報登
録など ICT連携についても検討を進めている。 

 

  

23年以前
～2011

平成24年度
2012

平成25年度
2013

平成26年度
2014

平成27年度
2015

平成28年度
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平成29年度
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平成30年度
2018

在宅医療介護連携の構築
第１期

在宅医療介護連携の構築
第２期

在宅医療介護連携の構築
第３期

晴れやか
ネット

やまぼうし

救急医療情報
キット

H25.5〜
在宅医療連携拠点事業推進協議会

連携システム検討部会

在宅医療連携
システム検討
会議・ワール
ドカフェ

医師会勉強会
「iPhone・

iPadを用いた訪
問看護介護支援
システム」

医師会
県医療情報・遠
隔医療システム
のフォーラム

H25.1
医療ネットワーク岡山「晴れやかネット」運用

高梁市
在宅医療連携拠
点事業について
岡山県と連絡

川上診療所
携帯テレビ電話
による訪問診療

の実験

H25.9
拡張機能提案
→ケアキャビ
ネット採用

H28.4〜
在宅医療・介護連携推進協議会
連携支援システム検討部会

H27.12
やまぼうし
第2次仮運用

H26.12
やまぼうし
第1次仮運用

H28.12
やまぼうし
本稼働

配布先の拡大

H22〜
情報キット配布開始

情報をケアキャビネットに入れる
ことを検討・確認

高梁版情報共有書
改定・救急連携検討
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取組の紹介 
（1）取組の背景 
①ICT導入の背景 

20年ほど前から高梁市川上町において、川上診療所と老人保健施設ひだまり苑を核として、医療・
介護・福祉の連携をはかり、在宅医療にも取り組んできており、これが地域包括ケアシステムのモ
デルとなっている。 

川上診療所では、平成 23年に試験使用中の携帯電話を用いたテレビ電話を訪問診療に活用するた
めの試験運転を行っている。看護師がモニターで在宅の患者の顔を見ながら訪問相談を行うという
ものである。 

また、同年 9月に行われた「地域医療再生基金による岡山県医療情報・遠隔医療システムのフォ
ーラム」にて、ICTを用いた医療情報ネットワークや遠隔医療システムの話が高梁市のような中山
間地で大切な情報交換手段になると判断され、高梁医師会において「遠隔医療情報システム検討会」
が立ち上がった。 

高梁医師会では、平成 24年に第 1回高梁医師会勉強会として岡山大学で実施していた「アイフォ
ン・アイパッドを用いた訪問看護・介護支援システムについて」
などで ICT導入のメリットを把握。 

高梁医師会からの提案を受け、岡山県と調整を図り、在宅医
療連携拠点事業での実施を見据え、平成 24年 3月に在宅医療
連携システム検討会議を行い、継続的に会議で検討していくこ
ととなった。 

平成 23～24年度を高梁地域での在宅医療介護連携の構築の
第 1期としている。 

また、平成 25年 1月から岡山県の医療ネットワーク「晴れ
やかネット」がサービスを開始した。 

これは次項のイメージのように地域の病院と診療所、保険薬
局の医療情報を参照できる医療情報ネットワークである。 

平成25年９月晴れやかネットは拡張機能を使う事業を開始。
市および高梁医師会で、この拡張機能の候補から、在宅医療連
携の基盤に使えるのではないかと考え検討を行った結果、ケアキャビネットを選定した。 
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（2）検討開始 
①経緯 
平成 24年から、岡山県在宅医療連携拠点事業に高梁市として手挙げし、取組の準備を開始した。

医師と多職種が情報共有可能なシステムを、紙ベースと ICTツールの両面から検討することとなっ
た。 

平成 24年度には、高梁医師会と市が連
携し在宅医療連携システム検討会議を 4
回開催、ワールドカフェを3回開催した。 

平成 25～27年度を第 2期として、「高
梁市在宅医療連携拠点事業推進協議会」
に発展するよう、協議検討を行い、 

岡山県在宅医療連携拠点事業に参加する
こととなった。 
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②組織の体制 
高梁市在宅医療連携拠点事業

でスタートした推進協議会には、
連携システム検討部会と普及啓
発部会という 2つの作業部会を
開設した。 

◆連携システム検討部会 
高梁版情報共有書と同意書の作
成と多職種の情報共有ＩＴシス
テムの検討 

◆普及啓発部会 
在宅医療の啓発のため出前講座、
ホームページの開設、啓発パンフ
レットの作成、ケーブルテレビで
の在宅医療情報提供、市民公開講
座の開催等 

なお、連携システム検討部会は
平成 28年より連携支援システム
検討部会と名称を変更した。現在
の組織体制は次の通りである。 
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③課題抽出と目標設定 
高梁市在宅医療連携拠点事業推進協議会として、平成 25～27年度岡山県在宅医療連携拠点事業の

事業内容は下記の通りとなった。 

１．在宅医療の推進及び多職種連携の課題に対する解決策の検討 

２．効率的な医療提供のための多職種連携等 

３．在宅医療に関する地域住民への普及啓発（市民公開講座等の開催１回以上） 

４．在宅医療に従事する人材育成 

５．効率的で質の高い 24時間対応の在宅医療の構築 

また、現在の高梁市在宅医療・介護連携推進協会連携支援システム検討部会での取組項目として、
「やまぼうし」の加入率の評価と機能の改善を掲げている。 

 
（3）展開 
①在宅医療連携拠点事業推進協議会 
在宅医療連携拠点事業推進協議会は高梁市在宅医療連携拠点事業を行うにあたって平成25年から

活動を開始した。その後、第 3期の平成 28年以降は「在宅医療・介護連携推進協議会」と名称を変
更している。 

平成 25年からの主な会議内容は以下の通りである。 

在宅医療連携拠点事業推進協議会 

平 
成 
25 
年 
度 

05/31（第 1 回） 
1.高梁市在宅医療連携拠点事業の概要 
2.岡山県在宅医療連携拠点事業及び高梁市在宅医療連携拠点事業計画(案) 
3.スケジュール(案) 

10/04（第 2 回） 
1.連携新システム検討部会報告：情報共有書作成時期/配布方法/配布対象拡大/法的確認 
2.普及啓発事業検討部会の報告：パンフレットの修正点 
3.事業計画の進捗状況 

01/31（第 3 回） 1.来年度の事業計画引き続き実施 

平 
成 
26 
年 
度 

04/27（第 1 回） 1.高梁版情報共有書の同意書の使用の同意 
2.パンフレットに修正項目があれば次回の印刷時に修正 

09/12（第 2 回） 
1.事業計画の進捗状況と中間評価：晴れやかネット拡張機能の仮運用/DVD 作成の 
方向性 
2.その他：高齢者アンケート調査報告・高梁市死亡数調査・第 3 回多職種連携会議 

02/27（第 3 回） 1.来年度の事業計画 
各検討部会からの提案、了承 

平 
成 
27 
年 

05/01（第 1 回） 1.平成 27 年度の事業：高梁市在宅医療連携拠点事業計画(案)/スケジュール(案) 
2.その他：市民公開講座の準備および片づけの協力依頼 
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度 
10/23（第 2 回） 1.事業計画の進捗状況と中間評価：各部会報告 

2.その他：次年度の方向性検討（メンバー/事業精査/保健所事業と役割分担/相互補完） 

03/11（第 3 回） 1.来年度事業計画：現事業継続/医療コーディネーター・地域リーダー育成方法検討 
2.推進協議会の委員に看護協会も参加 

在宅医療・介護連携推進協議会 

平 
成 
28 
年 
度 

05/13（第 1 回） 1.平成 28 年度の地位包括支援センターの会議体制 
2.平成 28 年度事業：在宅医療・介護連携推進事業企画(案)・スケジュール(案) 

09/30（第 2 回） 

1.事業計画の進捗状況と中間評価：各部会内容報告 
2.10/21 開催多職種連携会議内容確認（各職種の「やまぼうし」体験談・事例発表） 
・連携支援システム検討部会報告：「やまぼうし」の圏域を越えた連携と救急カード
利用による救急隊連携の検討課題 
・実務者協議会提案・報告：第 2 回多職種連携会議の中で、高梁版情報共有書改訂版
を提案 

03/10（第 3 回） 
1.来年度の事業計画：「やまぼうし」運用/DVD 作成/広報紙・HP・パンフレットを活
用した普及啓発/終末期に関することを普及啓発/高梁版情報共有書改訂版 
2.その他：推進協議会委員の任期/平成 29 年度から市が実務者協議会の事務局を担う
/実務者協議会のあり方 

平 
成 
29 
年 
度 

05/26（第 1 回） 1.平成 29 年度の会議体制 
2.平成 29 年度の取組(各部会の取組を説明) 

09/29（第 2 回） 
1.各部会活動の進捗状況と課題、下半期の取組 
2.地域包括支援センター運営協議会所管の他委員会の取組状況 
3.今後の取組の意見交換：「市民公開講座」のテーマ 

03/16（第 3 回） 
1.高梁市地域包括支援センター運営協議会所管の他委員会の取組 
2.高梁市在宅医療・介護連携推進協議会及び各部会の取組 
3.次年度協議会の重点課題として取組む共通テーマと各部会の主な取り組み方針 
4.次年度在宅医療・介護連携推進協議会、各部会の体制 

平 
成 
30 
年 
度 

05/25（第 1 回） 1.平成 30 年度の会議体制 
2.今年度の事業計画：全体方針/普及啓発媒体作成/広報紙掲載予定/市民公開講座開催 

10/04（第 2 回） 
1.各部会活動の進捗状況と課題、下半期の取組 
2.地域包括支援センター運営協議会所管の他委員会の取組状況 
3.今後の取組の意見交換：市民公開講座の現在の進捗状況報告 

03/14（第 3 回） 
1.高梁市在宅医療・介護連携推進 及び各部会の取組 
2.地域包括支援センター運営協議会所管の他委員会の取組状況 
3.今後の取組意見交換 
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②多職種連携システム「やまぼうし」の運用 
岡山県の医療情報ネットワーク「晴れやかネット」の拡張機能「ケアキャビネット」を利用して、

高梁市の地域包括ケアの為の連携ツールとして利用することに決定した。 

医療・介護・福祉の多職種が幅広く連携する為のツールとして、「やまぼうし」という名称とし
て、第一次仮運用を平成 26年 12月から開始、その 1年後の平成 27年 12月に第二次仮運用を開始
した。 

「晴れやかネット」にケアキャビネットという機能拡張を行い、 

 日々の記録を SOAPという画面で入力・PDF化 

 多職種で指定・共有でき、アイコンで見やすい予定表 

 療養者の気分などをマークなどで簡単に入力 

 写真・動画のアップ機能で傷や褥瘡の状態を見たり、歩き方・食事の様子などを記録可能 

といった情報共有ができ、多職種連携を推進するツールとなっている。 
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③救急医療情報キット 
平成 22年度から福祉課より独居高齢者を対象に配布を開始した。H30.9月現在、対象者に配布し

ているキット数は、1,731個である。 

地区社協によっては、全世帯・65歳以上の世帯に配布している地域もある。(配布数に含まれない、
現在配布した数は未確認 ) 

現状、年間 30人から 100人程度の新規申し込みがあり、そのほとんどが、民生委員からの依頼で
あり、民生委員を通じて独居高齢者に配布されている。直接配布を希望する問い合わせはほとんど
ない。 

救急キットの配布までの流れは以下の通り。 

市福祉課へ救急医療情報キット配布申出書を提出 
↓ 
救急医療情報キット・ステッカー・救急情報配布 
↓ 
配布後は、申請者各自で救急情報を記入し所定の場所へ保管 
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「晴れやかネット」「やまぼうし」の導入及び「救急医療情報キット」の連携検討については、
高梁市在宅医療・介護連携推進協議会の中の「連携支援システム検討部会」が中心となっている。
当該部会は高梁市版情報共有書についても担当している。 

連携支援システム検討部会の取組は以下のように展開してきた。 

連携支援システム検討部会 

平 
成 
25 
年 
度 

06/07（第 1 回） 

・高梁在宅医療連携のための IT を含めた情報網 
・高齢者の見守り体制事業の現状 
・高梁版連携共有書の現状及び課題 
・薬剤情報の提供 
・情報共有ツール 

08/05（第 2 回） 
・多職種連携会議(連携支援システム関係テーマ)での提案、課題 
・今後の事業実施 
【情報キット】共有書をだれが入れるか・独居以外の配布拡大要望 

11/22（第 3 回） 
・第 2 回多職種連携会議アンケートの報告 
・SNS を使った多職種連携 
・その他：高梁医師会と新見医師会の Z 連携説明を受けた報告 

12/19（第 4 回） 【晴れやかネット】拡張機能について 

01/17（第 5 回） ・今年度の事業 
・来年度の方向 

03/12（第 6 回） ・高梁版情報共有書の同意書及び撤回書 
【晴れやかネット】拡張機能(ケアキャビネット)の説明 

平 
成 
26 
年 
度 

06/13（第 1 回） ・高梁版情報共有書(紙ベース)の保管と提供 
・事前アンケート調査結果：事業所の PC 環境報告 

08/08（第 2 回） 
・多職種連携研修会でのアンケートの結果 
・高梁版情報共有書 紙ベースの運用：医師、実務者どちらからでも同署が取れるよう
に 
【晴れやかネット】拡張機能の仮運運用：拡張機能での情報共有の同意は医師で対応 

10/03（第 3 回） 
【晴れやかネット】事務局からのお知らせ/システム説明：ケアキャビネット/情報セキ
ュリティーに関する同意/PC 貸出し/ログイン用 ID・パスワードの配布/システム利用
方法説明 

11/07（第 4 回） 【晴れやかネット】拡張機能の利用・仮運用方針・同意及び同意撤回 

02/12（第 5 回） ・今後の事業計画：入退院支援ルールの策定 
【晴れやかネット】拡張機能の仮運用 

03/13（第 6 回） 
【晴れやかネット】拡張機能を使うために（岡山県医療推進課からのお知らせ）ケア
キャビネット利用/複数 ID 付与想定/PCV、ウィルス対策・ネット接続費用・27 年度
初期費用と回線利用料の負担/運用検証/機能検証 

平 
成 
27 
年 
度 

05/29（第 1 回） ・入退院支援ルールの策定 
・情報共有ツールの活用検討 

07/31（第 2 回） 
・入退院支援ルール策定の進捗状況 
・第 1 回多職種連携会議アンケート結果報告 
【やまぼうし】第 2 次仮運用/iPhone を利用したケアキャビネットの運用 

11/22（第 3 回） ・入退院支援ルール策定 
【やまぼうし】第 2 次仮運用 
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02/27（第 4 回） 

・今年度の事業実施：入退院支援ルールは現状の形で推進協議会へ提案・今後ルール
を適宜見直し 
・今後の事業計画：入退院支援ルールの策定 
【晴れやかネット】：拡張機能の運用 
【やまぼうし】現状の運用ルールを継続しつつ多職種が使えるシステムに 

03/18（第 5 回） 【晴れやかネット】拡張機能を使うために/運用/機能 

平 
成 
28 
年 
度 

06/24（第 1 回） 

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討：昨年のワールドカフェでの問題
点を説明/当日のワールドカフェに倉敷中央病院・川崎医大に出席依頼 
・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 
・医療・介護関係者の情報共有の支援：患者の同意書の取得拡大検討 
・在宅医療・介護連携に関する相談支援：高梁地域で開催できるよう調整 
【やまぼうし】ワールドカフェで「やまぼうし」を 3 つのテーマとして意見交換/「や
まぼうし」の未加入者へ加入の推進/両備システムズへ新しい使い方提案 

08/19（第 2 回） 
1.第 1 回多職種連携会議の報告：7/14 開催のグループ毎のテーマ討議内容を検証 
【やまぼうし】運用ルール、「ケアキャビネット」の同意書の様式変更、2 次運用ル
ール変更/同意書取得拡大/「やまぼうし」未加入施設の最終呼びかけ/施設予約管理：
両備システムズによる施設予約管理機能説明→ 導入は今後の検討課題 

11/11（第 3 回） 

・第 2 回多職種連携会議の報告：多職種連携会議のアンケート結果報告 
【やまぼうし】年内にサポーター講習会を開催/晴れやかネットのケアキャビネット操
作説明会と共同開催し説明を受け受講後申請者に「認定書」発行/新しい使い方説明/
ケアキャビネット機能追加：バージョンアップ案、現場の意見を反映可能 
【情報キット】情報をケアキャビネットに入れるハードルの高さについて検討・救急
タブレットと絡めた運用を検討 

03/03（第 4 回） 
・平成 28 年度の事業実施：システム検討部会 4 回開催 
【やまぼうし】多職種連携会議で更なる活用に関して 2 回開催/平成 28 年 12 月追加
機能内容紹介/今後予定追加機能の内容紹介 
【情報キット】高梁版情報共有書改訂 

平 
成 
29 
年 
度 

06/23（第 1 回） 

・平成 29 年度の会議体制 
・今年度の事業計画 
・仕組み作りとしてのシステム検討 
【やまぼうし】「やまぼうし」利用状況/普及と改善方法/サポーター申請者承認 
【情報キット】今年度も前向きに検討課題 

09/08（第 2 回） 
・今年度事業の進捗と下半期の取組 
・平成 30 年度以降の在宅医療・介護連携推進協議会の体制 
【やまぼうし】サポーター申請者の承認/追加機能 

12/15（第 3 回） 
・協議会の推進体制及び委員構成の見直し：平成 30 年度以降の協議会体制 
【やまぼうし】普及啓発活動：iPad 貸出し/京都洛和会ソフト「やまぼうし」サポータ
ー申請者の承認/追加機能施設予約機能(空床情報)/新しい部署との連携 
【情報キット】担当課（福祉課）の運営方法確認 

02/16（第 4 回） 
【やまぼうし】普及啓発活動介護施設等に iPad 利用の PR/機能追加/新しい部署との
連携/サポーター申請者の承認 
【情報キット】「やまぼうし」へ誰が入力するか/アップする為の同意書について 

平 
成 
30 
年 
度 

06/29（第 1 回） 
・平成 30 年度の会議体制 
・今年度の事業計画：全体的な方針/利用状況/連携/サポーター申請者の承認 
【情報キット】配布数報告/介護認定審査情報の「やまぼうし」への入力確認 

09/28（第 2 回） 
・高梁市医療計画における部会との関係 
・事業進捗状況及び今後の取組 
・iPad で WEB 会議システム 
【やまぼうし】連携方法/サポーター申請者の承認 

03/08（第 3 回） 
・今年度の事業の取組状況 
・協議事項：サポーター申請者承認/来年度に向けての課題と方向性 
【やまぼうし】使用状況及び意見交換/両備ジステムズ報告 
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④高梁市医療計画 
医療政策は国・県の主導により進められているが高梁市では、市民、医療関係者等へのアンケー

ト調査や KDBレセプトデータ等に基づく客観的な現状・課題分析を行い、医療の関係者で十分に協
議・検討を重ね、将来の医療需要を推計し、市独自の医療計画を策定した。これをもとに医療機関
単体ではなく、地域全体で連携した取組を推進している。 

高梁市医療計画では、課題と取組の方向性を以下のように設定している。 

 

 

 

 

 

今後は、在宅医療や救急医療などのテーマも本計画に基づいて展開していく。 

 
（4）周知 

周知活動については、「普及啓発事業検討部会」が担当している。 

運用開始後、DVDやホームページ、市の広報紙などを通じて周知啓発の活動を行ってきたが、「や
まぼうし」の本格的な稼働に向けて、当初は医
師が行っていた同意書をとる人材を「やまぼう
しサポーター」と呼び、医師に代わって（協力
して）同意書をとるスタッフ制度を設立して対
応している。 

平成 28年 10月、市内の 4病院で「やまぼう
し」説明会と 2025年地域医療構想説明会を開
催し、4病院で約 350名の多職種が参加した。 

普及啓発事業検討部会の会議の展開は以下の
通りである。 

新しい権限付与の流れ

病院連携室 介護施設
薬局

歯科医師

院内担当者 施設内担当者

市役所連携拠点
事務局

かかりつけ医
病院・診療所

権限付与
の流れ

同意書の
流れ

「やまぼうし」サポーター
連携のお
願い連絡
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普及啓発事業検討部会 

平 
成 
25 
年 
度 

06/20（第 1 回） 
1.高梁市在宅医療連携拠点事業概要及び部会の概要 
2.普及啓発事業 
3.普及啓発事業と多職種連携会議 

08/30（第 2 回） 1.多職種連携会議(普及啓発事業関係テーマ)での提案、課題 
2.今後の事業実施 

01/10（第 3 回） 
1.パンフレット 
2.ケーブルテレビ台本 
3.今年度の事業 
4.来年度の方向：終末期やリビングウイル等の市民フォーラムを開催 

平 
成 
26 
年 
度 

06/20（第 1 回） 
1.各講演会等の開催予定(案) 
2.パンフレット等の活用(案)：事務局の素案をもとに修正しミニディ等での説明資料に 
3.広報紙・高梁市 HP への掲載状況及び検討：広報紙は吉備国際大学で原稿作成 
4.普及啓発用 DVD の作成：吉備国際大学のアニメーション学科へ協力検討 

02/06（第 2 回） 

1.今年度の事業実施 
2.今後の事業計画：普及啓発講演会等/ミニディの普及啓発 
3.市民公開講座：終末期をテーマに開催時期を配慮し開催 
4.広報紙・高梁市 HP への掲載 
5.普及啓発用 DVD の作成：撮影は秘書政策課に依頼。台本は各専門職施作成 

平 
成 
27 
年 
度 

05/15（第 1 回） 
1.各講演会等の開催予定(案) 
2.広報紙・高梁市 HP の掲載状況及び検討：地域包括と社協へエンディングノートの
取材 
3.普及啓発用 DVD の作成 

02/19（第 2 回） 
1.平成 27 年度の事業実施 
2.平成 28 年度の事業計画：普及啓発講演会等開催/広報紙・HP・パンフレット・DVD
作成 

平 
成 
28 
年 
度 

06/10（第 1 回） 

1.今年度の事業計画：各講演会等の開催予定/ミニディの普及啓発依頼/市民公開講座は
「なごみの里」の講演依頼/普及啓発用 DVD 作成(案)/DVD 利用/広報紙・高梁市ホー
ムページへの掲載検討/広報紙は吉備国の学生がミニディ・ワールドカフェ等に参加し
て取材/市ホームページは引き続き掲載/多職種連携会議及び研修会・学習会の実施計画
検討/多職種連携会議は 7/14 レクチャールーム 

09/09（第 2 回） 

1.平成 28 年度の事業進捗状況：進捗は計画通り/DVD 作成(かかりつけ医) 
2.地域在宅医療連携実務者協議会：情報共有書を速やかに記載出来る様式に/第一報様
式は次回多職種連携会議で提示し多職種の方に説明周知 
3.第 2 回多職種連携会議の計画：10/21・「やまぼうし」体験談発表後にテーブル毎
に討論/テーブル毎に「やまぼうし」が使える機器を置いて実際に操作 

11/25（第 3 回） 1.市民公開講座：1/22 開催 12 月広報紙、高梁市 H.P に掲載 
2.第 3 回多職種連携会議の計画 

02/15（第 4 回） 

1.平成 28 年度の事業実施：活動報告・多職種研修会参加者と市民公開講座アンケート
報告 
2.平成 29 年度地域住民への普及啓発：DVD 作成/広報紙・HP・パンフレットを活用/
ミニディの参加継続/エンディングノートは公共施設(図書館等)に設置 
3.その他：実務者協議会の実施した視察研修を報告＝愛媛県松山市 医療法人「ゆうの
森」 

平 
成 
29 
年 

06/06（第 1 回） 
1.今年度の事業計画：各講演会等開催予定/広報紙掲載/説明資料承認/普及啓発用 DVD
作成/エンディングノート普及/作成した「訪問介護員」 DVD を視聴/「元気なうちか
らの取組からエンディングノートまで」のパンフレットを作成/多職種連携研修会開催
7/21 
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高梁市内の施設別加入率 平成28年10月現在

施設種別 加入施
設数

全体施
設数 割合

病院 4 4 100.0%

診療所 16 25 64.0%

歯科 2 17 11.8%

薬局 8 14 57.1%

訪問看護 3 3 100.0%

居宅介護支援センター 13 16 81.3%

デイサービス 2 14 14.3%

デイケア 2 6 33.3%

ヘルパー 4 6 66.7%

訪問入浴 1 1 100.0%

小規模多機能 2 4 50.0%

特別養護老人ホーム 3 8 37.5%

グループホーム 1 8 12.5%

ケアハウス 1 2 50.0%

施設種別 加入施設数 全体施設数 割合

度 

09/15（第 2 回） 
1.今年度事業中間報告及び今後の取組：進捗状況/ミニディの活用方法、来年度以降つ
いての協議を健康づくり課とし、各地区の担当する先生に依頼を検討/広報掲載状況・
承認/DVD 作成状況/未完了の歯科医、リハ職早期完成を目指す/作成した DVD を一つ
にして病院待合等で利用出来るよう検討 

02/09（第 3 回） 

1.今年度の取組状況と今後の課題と方向性；関係団体、地域での普及啓発講座開催/関
係団体の普及啓発講座の開始合わせた形で計画/普及啓発用媒体作成と有効活用方法
検討/DVD・ 
パンフレットを作成し普及啓発の一部として利用/各地域、関係機関の取組の情報収集
と紹介による普及啓発大学と協議して、学生が地域に出て取材/同職種とのつながりを
支援 

平 
成 
30 
年 
度 

06/22（第 1 回） 1.平成 30 年度の会議体制 
2.今年度の事業計画：全体方針/普及啓発媒体作成/広報紙掲載予定/市民公開講座開催 

09/14（第 2 回） 
1.高梁市医療計画における部会との関係 
2.今年度の事業の進捗状況及び今後の取組：普及啓発媒体校正/広報紙掲載進捗状況
/ACP の基礎を知る研修会開催/市民公開講座の開催 

02/14（第 3 回） 
1.報告事項：市医療・介護市民公開講座/今年度事業の取組状況/普及啓発媒体・広報紙
の啓発進捗状況/ACP の基礎を知る研修会 
2.協議事項：来年度に向けての課題と方向性 

 

（5）取組の成果 
 
①連携システム 
施設別の「やまぼうし」加入数・加入率は下記の通りである。全体では 49.2％で約半数だが、4

病院・訪問看護は 100％、25診療所では 64％、居宅介護支援センターは 81％、薬局が 57％となっ
ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設参加率の変遷

10

0

20

30

40

50

60

平成26年12月平成27年12月平成28年12月

14％

41.1％
49.2％

ID取得者数の変遷

20

0

40

60

120

100

80

140

160

平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月

31

133 152



 

148 

 

②救急医療情報キット 
平成 28年に救急搬送 1,800件の内、独居高齢者で救急キットを探した件数は 100件程度で、実際

に使ったのは 30件程度となっている。(3 割程度) 

平成 29年 8月末時点で、独居高齢者の救急搬送時に救急キットを使ったのは 16件となっている。
（第 2回連携支援システム検討部会の記録（H29/9/8) 

 

③連携システム構築が進んだ要因 
 在宅医療介護連携推進事業を始めるとき、高梁医師会と岡山県、市が最初から同じテーブル

でこの事業を話し合うことができたこと 

 市が医療関連部署を設置したこと 

 高梁医師会と市が協力して運営にあたることができたこと 

 保健所が医療介護等の多職種の実務者協議会を育ててきたこと 

 保健所と医師会と市と多職種とが、人口減少と高齢化を何とかしなければならない、医療介
護連携がセイフティーネットにならなければならない、という危機意識と使命感を共有でき
たこと 

 
今後について 
①システム連携 
「やまぼうし」は自宅で最期まで情報共有の中核となる、看取りのための医療介護連携、および

中重度要介護者に関わる医療介護連携の手段である。 

「やまぼうし」の周知や連携の範囲も広がりつつあり、更なる登録（同意）者の拡大を目指すと
共に、現在の連携を核に、軽症の方や認知症の方、母子保健・成人保健分野など更に幅広く連携し
ていく対象を拡大していく必要がある。 

 

②救急医療情報キット 
現在の課題は以下の通り。 

ア）回収について 

「やまぼうし」に現在配布している救急キットの情報を追加することを想定しているが、既に配
布されている救急キットを回収してシステムに反映させる必要があるため、方策を検討中。 
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イ）「やまぼうし」への掲載許可 

新規独居対象者への救急キット配布時に、救急情報として「やまぼうし」への掲載許可が必要と
なる。 

現在は、独居高齢者を配布対象としているが、情報の更新や管理に課題がある。独居高齢者に限
らず救急時に有効な情報源となるよう対象者の拡大も含め課題解決を図っていく必要がある。 

 

③その他 
高梁地域では医師不足・看護師不足・医療関係者の高齢化といった問題を抱えており、高梁市医

療計画を推進し、少ない医療従事者でも効率的に業務を進めるためにも「やまぼうし」をより有効
的なツールにしていく必要がある。 
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参考：高梁市の医療介護の課題と医療計画・基本方針  
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参考：地域包括支援センター会議体制図（平成３０年度） 
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参考：晴れやかネットの機能拡張「ケアキャビネット」画面構成 
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参考：晴れやかネット同意書 
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参考：救急医療情報シートの記入例 
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鳥取県日野郡日野町：日野町役場 
地域概要 

日野町は、鳥取県西南部に位置している。平安時代の京文化が伝
えられ、戦国時代には尼子・ 毛利両氏の相争う戦場となった。徳川
時代初期には、関長門守一政が黒坂に城下町を形成、藩政時代には、
宿場も形成され、新田開発など農業も生産拡大がはかられた。また、
山砂鉄の採取とたたら製鉄は、明治時代に近代製鉄が台頭するまで、
この地域の重要な産業であった。 

昭和 28年、根雨町と日野村が合併して根雨町に、同 34年、さら
に黒坂町が合併して、現在の日野町が誕生した。 

 

人口・面積 
 人口： 3,194人 

 面積： 134k㎡ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
日野町の平成29年の高齢化率は47.6％で、同時期（平成29年10月1日現在）の鳥取県平均30.9％

を大きく上回っており、2025年には 5割を超えると推計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：第 7期日野町高齢者福祉計画 介護保険事業計画 
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 9（人口 10万人あたり 274.56、全国平均 237.28） 

 一般診療所 1（人口 10万人あたり 30.51、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 0（人
口 10万人あたり 0.00、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 0（人口 10万人あたり 0.00、
全国平均 73.57） 

 病院 1（人口 10万人あたり 30.51、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 1（人口 10万
人あたり 30.51、全国平均 1.07）、病院病床数 99（人口 10万人あたり 3,020.13、全国平均
1,201.30） 

 歯科 2（人口 10万人あたり 61.01、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 0（人口 10万人あたり
0.00、全国平均 8.75） 

 薬局 2（人口 10万人あたり 61.01、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 0（人口 10万人あたり
0.00、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（鳥取県西部広域行政管理組合消防局の管轄区域：米子市・境港市・   西
伯郡・ 日野郡の 2市 2郡（9市町村）・約 1200㎢） 

 消防局１・消防署数 4（出張所 6）、職員定数約 300人、救急車 14台 

 日野町は江府消防署の管轄内（日南町、日野町及び江府町）で本署と生山出張所で構成され
る・職員 42人・救急車１台 

 平成 29年救急出動件数 10,961件（平成 25年 8,800件の 1.25倍）、搬送人員 10,305人（同
8,286人の 1.24倍） 
同時期、日野町の出動件数は 192件、搬送人員 176人 

 上記のうちの急病件数 6,859件、急病搬送人員 6,442人 

 平成 29年搬送人員 10,305人の傷病程度別の内訳：死亡 125人（1.2％）、重症 1,257人
（12.2％）、中等症 5,092人（49.4％）、軽症 3,822人（37.1％）、その他 9人（0.1％） 

 平成 29年搬送人員 10,305人の年齢別の内訳：新生児 51人（0.5％）、乳幼児 441人（4.3％）、
少年 386（3.7％）、成人 2,962人（28.7％）、高齢者 6,465人（62.7％） 

（出典「鳥取県西部広域行政管理組合消防局 消防年報 平成 30年（2018年）版」より抜粋） 
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事例の概要 
協議体として、地域ケア連絡会の中に「在宅医療・救急医療連携部会」を部会として新設し、以

下の一つの目標と 2つの課題について 1年間取り組んできた。 

■目標 

人生の最終段階において本人の意思を尊重することができる 

■課題 1 

「救急医療情報キット」の情報更新 

■課題 2 

本人の意思を尊重するための病院・消防署・介護施設・地域間の連携 

ACPについての理解、支援と普及啓発 

  
消防署
救急係長

行政

地域ケア連絡会内に
協議体を設置

在宅医療・救急
医療連携部会

救急係長・病院MSW・
包括２名(主任ケアマネ、
保健師) の4名で開始

展
開

■課題
1 「救急医療情報キット」の情報更新

2 本人の意思を尊重するための病院・
消防署・介護 施設・地域間の連携
ACPについての理解、支援と普及啓発

■最終目標
『人生の最終段階において本人の意思を
尊重することができる』

STEP1 課題抽出と目標設定・工程表検討

部会内で協議

従来の地域ケア会議・地域ケア連絡会などの
他会議でも協議して部会にフィードバック

STEP2-1 課題①の対策
・地域ケア会議での意見交換
・救急医療情報用紙更新のルール化
＋医療介護事業所職員の支援

STEP2-2 課題②の対策
・医療介護職員に対する研修会開催
・定期開催ケアカフェで話し合い
・電子カルテにACPページを追加
・介護施設内のACP・DNAR対応の充実
・住民対象の健康講座・パンフレット配布

STEP2 課題解決に向けた対策の展開
病院・消防署・介護施設・地域が連携して対策

民生委員 町内の見守り
支援員

地域包括支援
センター自治会

医療介護事業所職員 医療機関

メンバー追加 (計8名)
医師・救急隊員・介護施設看護師・病院
看護師(地域連携室、外来、訪問看護) 
・MSW・包括2名検

討
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取組の紹介 
（1）取組の背景 

日野町は高齢化率 47.6%で少子化も高齢化も進んでおり、50%を越えるのも時間の問題という状
態である。 

平成 29年 4月に消防署救急係長から町地域包括支援センターに対して、消防署も地域包括ケアシ
ステムの一員なので連携できないか、という話を持ちかけられた。 

これまで日野町の地域包括ケアシステムを構築するうえで消防署との連携は想定していなかった
が、消防署は高齢化率の高い日野郡を管轄しており、そこから消防署と包括支援センターとの連携
が始まった。 

消防署職員が会議（地域ケア会議・見守り支援連絡会・事例検討会・ケアカフェなど) に参加する
ようになった。そこに平成 29年度開催の在宅医療・救急医療連携セミナーの話が来たので、参加し
ないかと、いう話になり、平成 29年 10月及び 30年 2月のセミナーに消防署救急係長・町内総合病
院のMSW・包括の主任ケアマネの 3名で参加した。 

 

（2）検討開始 
①発足の経緯 
平成 29年度の厚生労働省「在宅医療・救急医療連携セミナー」に参加し、地域で在宅医療・救急

医療連携のための工程表を作ったことをきっかけに、多職種間で連携が進むようになった。 

まず、地域ケア連絡会の中に在宅医療・救急医療連携部会を部会として新設、これから何をすべ
きか、現状の課題と解決策を話し合う協議体の設置を行った。 

【参加者】救急係長・病院MSW・包括２人の合計４人で開始 

話し合いを進める中で、介護施設からの救急搬送などの話も挙がり、より現場の声を反映させた
取組みを行う為に、介護施設メンバーや搬送先の医療現場の関係者として、介護施設看護師 1人、
病院看護師 3人(外来・訪問看護・地域連携室)に加わってもらい、合計 8人で協議体を運営していく
こととなった。 

その他、内容によって、従来の地域ケア会議・地域ケア連絡会などの他会議でも協議を行い、共
通の課題として多職種で協議した内容を部会へフィードバックを行った。 
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②組織の体制 
地域ケア連絡会 在宅医療・救急医療連携部会 

・医師・救急隊員・介護施設看護師・病院看護師(地域連携室、外来、訪問看護) 

・MSW・包括(主任ケアマネ、保健師) 

新規の会を作るのではなく、既存の地域ケア会議の部会として新たに設置したことで職場の理解
が得られやすかった。また、人口規模が大変小さいため、既に顔が見える関係であり、関係各所に
相談しやすい環境であったため、適宜情報を連携しながら運営を行った。 

また、病院内で開催することにより、医療関係者が参加しやすいようにして、繰り返し協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③課題抽出と目標設定 
協議を重ねた結果、様々な課題が明らかになった。大きくは以下の 2点に分かれる。 

■課題 

1 「救急医療情報キット」の情報更新 

2 本人の意思を尊重するための病院・消防署・介護施設・地域間の連携 

ACPについての理解、支援と普及啓発 

■最終目標 

『人生の最終段階において本人の意思を尊重することができる』 

この最終目標を達成するために、病院・消防署・介護施設・地域の連携のもと、地域住民一体と
なって推進していくことで合意した。  

地域ケア連絡会 在宅医療・救急医療連携部会

参加しやすいように病院で開催し
繰り返し協議した。
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（3）課題 1に対する対応策の展開 
課題 1 

「救急医療情報キット」の情報更新 
 

 

 

 

 

【救急キットとは？】 

もしもの時に、家族や知人等の連絡先・かかりつけ医・持病・服用薬などの医療情報などを

容器に入れて、自宅(冷蔵庫)に保管しておき、救急時に備えるもの。 

 

 

 

 

 

 

配布対象者:75歳以上で高齢者のみの世帯を集計しており、配布数は 229名で対象者数の 73.4％
である。「自分は要らない」という人もいるので、なかなか 100%にはならないという状況である。 

ア）地域ケア会議での意見交換 

平成 30年 6月地域ケア会議で意見交換(参加者 21人) 

 

 

 

 

 

 

 

対応策（案） 実施可能性

地域ケア会議での意見交換 ○

救急医療情報用紙更新のルール化 ○

医療介護事業所職員の支援 ○

病院で情報更新の支援 △

救急医療情報キット 救急医療情報キットの配布状況

人口 ３，１９４名

７５歳以上の総数 ９０１名（２８．２％）

配布対象者数 ３１２名（３４．６％）

配布者数 ２２９名（７３．４％）

平成３０年４月現在
（配布対象者：７５歳以上で高齢者のみの世帯を集計）
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 テーマ「救急医療情報キットを有効に活用するために」関係者で効果、課題、解決策を検討
し共有した。 

 「行ってみたらほとんど白紙だったということもあった」など更新が不十分 

 情報更新が困難な高齢者が存在する 

救急医療情報キットの活用についての意見（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）救急医療情報用紙更新のルール化＋医療介護事業所職員の支援 

更新が課題という対応策として、平成 29年度から 3年に 1回全員定期的に用紙を更新(救急医療
情報用紙更新のルール化する事)とした。 

そのルールを行き渡らせる為に、1年に 1回訪問し、確認支援(町見守り支援員 2人、民生委員 20
人)や 健康福祉課の担当職員同士も連携して、対象の住民に更新をするよう求めていくこととした。 

今後は医療介護サービス事業所職員の支援もお願いできないか、地域ケア会議で検討する予定で
ある。 
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0 2 4 6 8 10 12 14

看取りに活用
定期的な見守りが早期対応につながる

事業評価
法的な意味は？

必要か？
誰が活用するのか？

医師や居宅介護支援事業所と連携しやすい
安心して暮らせる

啓発が必要
対象者の検討

個人情報の保護について
自治会、近所との連携に活用

DNARに役立つ
置き場所

もしもの時に役立つ
本人の意思を確認できる

本人・家族が確認
適切な病院選定に役立つ

情報の内容
情報の更新が必要

家族に連絡が取りやすい
情報更新の方法について

正確・重要な情報を伝達できる
迅速に適切な判断、搬送、処置、治療につながる

平成30年6月20日 地域ケア会議GW
参加者：21人 複数回答

付箋数

救急医療情報キットの活用について

情報更新が困難な高齢者が存在する

効果はあるが、情報の更新が課題
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（4）課題 2に対する対応策の展開 
課題 2 

本人の意思を尊重するための病院・消防署・介護施設・地域間の連携 ACP
についての理解、支援と普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）関係者対象の研修 

在宅医療・救急医療連携部会で勉強会を行った。 

■医療介護職員に対する研修会の開催 

■定期的に開催しているケアカフェで話し合い 

教材として、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」（厚
生労働省改訂平成 30年 3月）、パンフレット、ACP研修会参加報告等を利用した。 

医療介護職員の中で知っている職員は意外と少ないようである。 

 

イ）電子カルテに ACPのページを追加 

診療報酬の改定において地域包括ケア病棟入院料の「看取りに対する指針」を策定すること、と
いう項目があり、その際にはガイドラインをふまえて策定しなければならないとの事で、これを反
映する為、電子カルテに ACPのページを追加し、多職種で連携することにより本人の意思を知り、
尊重するといったことを反映していくことを検討中である。 

ウ）介護施設内の ACP・DNAR対応の充実 

この会をきっかけとして、介護施設職員が、本人・家族・医師・看護師、救急隊員と繰り返し相
談し、対応できるようになった。 

対応策（案） 実施可能性

関係者対象の研修 ○

電子カルテにACPのページを追加 ○

介護施設内のACP・DNAR対応の充実 ○

住民対象の健康講座 ○

住民へパンフレット配布 ○

医師との連携と参画 △

既存の連携情報提供用紙の点検 ○
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エ）住民対象の健康講座 

自治会単位で開催する介護予防教室「ぽかぽか教室」において医師による健康講座を開いてもら
い、そこで「もしものときの安心手帳」を配布し、説明している。 

「もしものときの安心手帳」とは 

病気や認知症、事故、加齢などで自らの意思を伝えることができなくなる場合に備えて、医療や
介護についての希望や、大切な人に伝えておきたい事を元気なときに書いておく手帳 

 

 

 

 

 

 

 

オ）住民へパンフレット配布 

地域包括支援センターで要支援と事業対象者に介護予防手帳を配布しているが、その際に、啓発
資料を入れて説明、配布している。 

・「もしものときの安心手帳」 

・「もしものときのために」(厚生労働省 HPより)  

 

  

「もしものときの安心手帳」とは

病気や認知症、事故、加齢などで自らの意思を伝え
ることができなくなる場合に備えて、医療や介護に
ついての希望や、大切な人に伝えておきたい事を元
気なときに書いておく手帳

（鳥取県西部医師会作成）

＋ ＝配布
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（5）取組の成果 

最終目標：『人生の最終段階において本人の意思を尊重することができる』 

最終目標を達成するために病院・消防署・介護施設・地域の連携のもと、地域住民一体となって
推進していく! 

↓ 

成果 

 挙げられた 2つの課題を、関係者全員の協働のもとに取組んだことで当初の目標に向かって
推進することが出来た。 

検討会の開催や関係者の協力体制 

 地域ケア連絡会(在宅医療・救急医療連携部会)、地域ケア会議 /合計 8回(12時間)延べ 70人 

 民生委員全員(約 20名)による個別訪問、用紙の配布や記入支援 

 町内の見守り支援員(2名)が 207人(対象者の 90.3%)を個別訪問し記入内容を確認 

全体を通して 

 病院、消防署、介護施設、地域が目標と課題を共有し、同じ方向を向くことができた。 

 今までなかった救急隊員との連携ができ、相互理解が深まった。 
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今後について 

(1)「救急医療情報キット」の情報更新 

 ケアプランに記載し、関わる医療介護関係者が情報更新支援ができる体制づくりを地域ケア
会議で検討する 

(2)本人の意思を尊重するための病院・消防署・介護施設と地域との連携 

〜ACPについての理解、支援と普及啓発〜 

 医療介護関係者の研修会 

 電子カルテに ACPページを追加し、多職種で共有支援することにより看取り指針を充実させ
る 

 住民への普及啓発 

(3)地域ケア連絡会(在宅医療・救急医療連携部会)を継続 

 この協議体を中心に今後の取組みを推進  
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準備 検討 展開

内容 ・地域ケア連絡会内に「在宅医療・
救急医療連携部会」を開設

・課題抽出・目標設定

H30.6：地域ケア会議

課題①救急医療情報キット更新
・キットの活用について検討
・更新ルール作成

課題②本人意志尊重・ACP
・関係者に勉強会開催・研修

課題①対策
・キットの更新確認

課題②対策
・医療介護救急現場の研修
・医療システム対応
・住民への周知活動

行政 セミナー参加（包括）
工程表作成
会議運営

会議運営
従来の地域ケア会議・地域ケア連絡会
などの他会議でも協議し部会にフィー
ドバック

課題①キットの更新確認
(町見守り支援員2人、民生委員20人)
課題②住民にパンフレット配布・健康
講座で「もしものときの安心手帳」

消防 セミナー参加（救急係長）
工程表作成

会議参加 課題②現場の研修

病院 セミナー参加（病院MSW）
工程表作成

会議参加 課題②電子カルテACP追加
課題②現場の研修

介護施設 部会に参加 会議参加 課題②ACP/DNAR対応
課題②現場の研修

H29.10
在宅医療救急医療
連携セミナー参加

(1回目)

H30.2
在宅医療救急医療
連携セミナー参加

(2回目)

資料編 

工程表 
 

 
  

地域ケア連絡会 在宅医療・救急医療連携部会（地域ケア個別会議）

回 と き 内 容 人数

－ 29年10月22日 平成２９年度在宅医療・救急医療連携セミナー（１回目）参加 2

１ 29年10月30日 事業の進め方 4

２ 29年11月7日 工程表の検討 5

３ 29年12月22日 連携様式、日野町の終末期意思決定支援救急医療シート 5

４ 30年1月17日 病院での終末期救急医療、終末期医療ガイドラインの改定 7

－ 30年2月4日 平成２９年度在宅医療・救急医療連携セミナー（２回目）参加 3

５ 30年2月26日 第２回セミナー報告、今後の取組み 7

６ 30年7月18日 「蘇生を望まない救急患者の取扱い」「人生最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」「地域ケア会議における救急医療情報キット協議報告と取組み検討」 13

７ 30年11月15日 第３７回山陰救急医学会報告「救急医療情報キットの活用について」
ACPにかかる診療報酬について ８

目標、課題を意見交換
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参考：広報誌でのキットの案内 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広報ひの 2019年 1月  
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参考：鳥取県西部の医療機関 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度版 医療/介護連携ガイド（鳥取県西部地区） 
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日野町における地域包括ケアシステム 
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大分県臼杵市：臼杵市医師会立コスモス病院 
地域概要 

臼杵市は大分県の東海岸に位置しており、東は豊後水道に
面し、北は佐賀関半島、南は長目半島に囲まれた臼杵湾に沿
って広がっている。産業は農業・漁業の他、造船業、醤油・
味噌などの醸造業も盛んである。 

国宝の臼杵石仏や臼杵城の城下町の町並みでも知られて
おり、「田舎暮らしの本」の 2019年第 7回住みたい田舎ベ
ストランキングで若者が住みたい田舎・シニアが住みたい田
舎共に 1位となっている。 

 

 

人口・面積 
 人口： 37,124人（推計人口、2018年 10月 1日） 

 面積： 291.08㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
臼杵市の高齢化率は 39.3％で、同時期の大分県平均 31.8％を上回り、高い水準にある（平成 29

年 10月 1日現在）。 
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25%

30%

35%

40%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成

21年
平成

22年
平成

23年
平成

24年
平成

25年
平成

26年
平成

27年
平成

28年
平成

29年

13,562 13,603 13,588 13,945 14,283 14,632 14,888 15,072 15,119

総数

85歳以上

75～84歳

65～74歳

高齢化率

資料：臼杵市「住民基本台帳」（各年 10月 1日現在）
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 62（人口 10万人あたり 160.01、全国平均 237.28） 

 一般診療所 29（人口 10万人あたり 74.84、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所 6（人
口10万人あたり15.48、全国平均11.01）、一般診療所病床数116（人口10万人あたり299.37、
全国平均 73.57） 

 病院 4（人口 10万人あたり 10.32、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 1（人口 10万
人あたり 2.58、全国平均 1.07）、病院病床数 512（人口 10万人あたり 1,321.36、全国平均
1,201.30） 

 歯科 17（人口 10万人あたり 43.87、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 2（人口 10万人あた
り 5.16、全国平均 8.75） 

 薬局 17（人口 10万人あたり 43.87、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 3（人口 10万人あた
り 7.74、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（臼杵市消防局の管轄区域：臼杵市、291㎢） 

 消防署数 1（他に分署 1＜野津分署＞）、職員定数 65人、救急車 5台 

 平成 29年救急出動件数 2,402件（平成 25年 2,128件の 1.13倍）、搬送人員 2,285人（同 2042
人の 1.12倍） 

 上記のうちの急病件数 1,197件、急病搬送人員 982人 

 平成 28年搬送人員 2,285人の傷病程度別の内訳：死亡 40人（1.8％）、重症 526人（23.0％）、
中等症 1,026人（44.9％）、軽症 666人（29.1％）、その他 27人（1.2％） 

 平成 29年搬送人員 2,285人の年齢別の内訳：新生児 0人（0.0％）、乳幼児 54人（2.4％）、
少年 63（2.8％）、成人 483人（21.1％）、高齢者 1,685人（73.7％） 

（出典「臼杵市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋） 
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事例の概要 
高齢化が進み、充実した医療連携、医療介護連携等がますます求められているが、それを支える人材が不足し

ているため、無駄の少ない安全で室の高い医療、介護サービスを提供することを目的に、地域医療の中心となる臼
杵市医師会立コスモス病院により、「うすき石仏ねっと」が開発された。 

患者情報を取り扱うための同意書にサインした患者には、病院、施設等で「石仏カード」が発行され、病院のカ
ルテや患者情報等特定の情報が一定期間（60日間）閲覧できるようになる。また、患者が合意した場合には、
訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所においても、同期間の間でカードなしでも患者情報を閲覧できード
なしで情報を閲覧できる。 

このうすき石仏ねっとのネットワークが広がり、平成26年には調剤薬局や福祉施設との連携を開始、平成27年
には歯科医院や介護事業所と共に、同年 10月より消防署通信指令室にて運用を開始、救急搬送時の緊
急時連携シートや救急対応の為のダイレクトコール、県の心電図伝送システムなどと連携すること
で、救急時のうすき石仏ねっと利用による医療連携が進んでいる。 

  

臼杵市医師会

H20.4～ うすき石仏ねっと稼働

うすき石仏ねっと運営協議会
（Ｈ27.4.1〜）

医師会立病院の
コスモス病院が

中心に
地域医療情報ネット
ワーク実験を実施

行政
平成19年地域診療情報連携推進事業

コスモス病院の
電子カルテ導入

うすき石仏ねっと開発

歯科医師会

薬剤師会

介護施設

H24～H27年度

在宅医療連携
「プロジェクトZ」

＜厚生労働省＞
＜大分県＞

Ｈ28年度～

在宅医療・介護
・福祉連携

「臼杵市Ｚ会議」
＜臼杵市から委託＞

Ｈ27.10
消防署通信指令室にて

運用を開始

うすき石仏ねっと：行政・医師会・歯科医師会・薬剤師会が共同運営
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取組の紹介 
（1）取組の背景 
①うすき石仏ねっとの稼働 
コスモス病院は医師会立病院で、市内唯一の急性期病院であり、災害拠点病院であり、地域医療

支援病院である。202床あるが、常勤医師は 12名。救急車は断らず受け入れるが、高度医療は隣の
大分の専門病院や高度救命センターに依頼している。代わりにリハビリを充実し、元気に地域に戻
っていただくことをめざしている。このため、現在地域包括ケア病棟が 90床と半分近くになってい
る。地域からの入り口でもあり、地域への出口でもある。 

以前から地域医療情報ネットワーク実験を行っていたが、このコスモス病院の電子カルテシステ
ム導入と同じタイミングに平成 19年地域診療情報連携推進事業に参加することで、平成 20年より
うすき石仏ねっとが稼働した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、平成 24年度在宅医療連携拠点事業として訪看連携を開始、平成 26年には調剤薬局連携
と福祉施設、一部の介護事業所連携を開始と、確実に連携が広がっていった。 

 
 

  

臼杵市医師会立コスモス病院

地域共通ＩＤ データ集約統合型データベース

同意者Uさんの情報

閲覧

病院

介護施設
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②組織の体制 
うすき石仏ねっとの連携の拡大に伴い、医療機関だけでなく、調剤薬局や歯科医院、福祉施設、

介護事業所などの稼働も広がり、数多くの同意・参加をしてもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初は、臼杵市と医師会が中心となってすすめられてきたが、現在では行政・医師会・歯科医師
会・薬剤師会がタッグを組んで運営している。 

  

•医療機関 ２6 (29)/32

•調剤薬局 15 (17)/17

•歯科医院 18 (18)/19

•福祉施設 6 (6)/6

•訪問看護 2 (3)/3

•介護事業所 20 (21)/２1

•公的機関 臼杵消防署
地域包括支援センター
臼杵市役所
大分県中部保健所

•市民健康管理センター

稼働数（同意数）/総数
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うすき石仏ねっと運営協議会（平成 27年 4月 1日〜） 

理事 

 行政 
–臼杵市副市長 
–臼杵市福祉保健部長 
–臼杵市福祉保健部保険健康課長 

 医師会 
–臼杵市医師会副会長 
–臼杵市医師会担当理事 
–臼杵市医師会立コスモス病院院長または副院長 

 歯科医師会 
–臼津歯科医師会長または副会長 

 薬剤師会 
–臼津薬剤師会長または副会長 

 介護施設代表 

臼杵市の在宅医療連携の取り組みは、コスモス病院を中心に医師会が取り組んだ「プロジェクト Z」
で本格化し、行政が引き継いだ「臼杵市 Z会議」で現在も継続して取組が進んでいる。 

臼杵市では、糖尿病ネットワークや認知症を考える会等が他地域に先駆けて発足するなど、医師
会と行政の関係が密に取れていたとともに、臼杵市の医療の中心となる病院が臼杵市医師会立コス
モス病院であり、市内の訪問看護ステーションも医師会立病院出身者が多く、地域包括支援センタ
ーも市から医師会に委託され、医師会立病院に併設されているなど、医師会が在宅医療の立場の内
情も踏まえつつ、医療連携、医療と福祉の連携の中心を担うことができた経緯がある。このため、
医師会立病院を中心とし、在宅医療の連携の取組を進めていった。 

 

  

高齢者支援
高齢者支援
保険健康
医療福祉
医療福祉
協働まちづくり

副所長
保健所

医師
連携室
CM/Ns
包括

25年度

医師
連携室
CM/Ns
包括

リハビリ

26年度

医師
連携室
CM/Ns
包括

リハビリ
看護師

27年度

臼杵市Ｚ会議
－在宅医療・介護・福祉連携－

プロジェクトＺ
－在宅医療連携－

医師
連携室
CM/Ns

24年度

厚生労働省 大分県（地域医療再生基金？） 臼杵市から委託

28年度

医師
連携室
CM/Ns
リハビリ
包括
包括
情報
事務
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（3）救急連携への拡大 
①うすき石仏ねっとの連携拡大 
うすき石仏ねっとは病病・病診という垂直連携と、診診・診介という水平連携の両方向に拡大し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②救急連携 
平成 27年には歯科医院や介護事業所と共に、

同年 10月より消防署通信指令室にて運用を開
始した。 

救急隊がうすき石仏ねっとに接続するのではなく、
救急要請の通報があると、消防署の通信指令室か
らうすき石仏ねっとに接続する。 

該当する患者の情報があるかを確認する事ができ、
情報があれば、既往症や自立度、入退院履歴、更
に調剤情報により救急用のアラート項目なども自動
で判定されて一覧で表示させることができる。 

  

自宅・施設

在宅主治医

副主治医

訪問看護
訪問介護
ケアマネジャー

歯科医
薬剤師

高度急性期病院

急性期病院

回復期病院

慢性期病院

連携仲介機関（医師会・行政等）

垂直連携（病病・病診連携）

水平連携
（診診連携・診介連携）
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③ケアマネ連携 緊急時連携シート 
うすき石仏ねっとにはケアマネ連携機能で緊急時連携シートが用意されており、患者の情報を閲

覧できると同時にケアノートのように記入ができ、緊急時に利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署通信指令室 閲覧画面

調剤情報より自動判定

消防署通信指令室 閲覧画面

ケアマネ連携 緊急時連携シート
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ダイレクトコール

６５歳男性が呼吸はしていますが意識がありません。

出場途上で救急隊がダイレクトコール実施

65歳男性意識レベルＪＣＳ3桁との通報で出場しています。

接触後再度連絡しますが意識レベルＪＣＳ3桁の場合は

受入れをお願いします。

わかりました。準備はしておきますが、接触後に再度連絡下さい。

Ｉ接触時、意識レベルＪＣＳ３００

先程連絡した傷病者は意識レベルＪＣＳ３００ です。

今から搬送します。受入れお願いします。

Ｉ

④ダイレクトコールシステム 
下記の症状を認める場合または疑う場合は、コスモス病院の医師が携帯している電話へ連絡する。

その際、収容依頼を行い、必要があればＭＣ指示を受ける。通報内容からダイレクトコールを実施
する場合は傷病者接触前に行う。 

 ＣＰＡ・意識レベルＪＣＳ３桁・高
エネルギー外傷 

 ＤＭＡＴ要請 

 クモ膜下出血・アナフィラキシーシ
ョック 

 ブドウ糖投与事案・ショックへの輸
液事案 

 

 

 

 

⑤大分県の心電図伝送システム 
クラウド心電計を消防本部に 1台ずつ導入し、既設のWindowsタブレットを利用してクラウド上

のサーバーへ心電図をアップして、アクセスキーを医療機関に伝える。救命救急センターとクラウ
ド心電図閲覧施設は、アクセスキーを使って、サーバーにある心電図を確認することで、患者が到
着する前に、循環器科専門医が、病院内だけでなく自宅からも心電図を確認することができ、事前
に治療の準備をしておくことができるというシステムである。  
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クラウド心電図伝送先別伝送件数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥検証活動 
よりよい救急活動と救命率向上の為、救急現場における観察、判断、救急救命処置について、救

急検証医の先生方を交えて検証を行う救急事後検証会議を平成 17年より継続して行っている。検証
と同時に、情報共有や救急現場活動への理解を求める為に、医療スタッフの参加も募っている。 

更に平成 24年以降は、臼杵市消防本部において、脳卒中・外傷・ドクターヘリ要請事案を検証す
る ACS・stroke bypass検証会議も継続して開催している。ここでは症例数を重ね、更なる DTBT
（Door to Balloon Time：病院入り口から PCI実施まで）の短縮に繋がるよう、ACS症例の検証も
行っている。 
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⑦終末期などの対応について 
終末期患者の情報共有や困りごとの共有など、訪問介護・病院外来・療養支援の連携を強化する

為の会議を毎週金曜午後に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うすき石仏ねっとでも 3部門連携シートが用意されており、延命治療拒否や看取りの問題などの
情報が共有されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは消防署通信指令室の閲覧画面のメモ欄にも、DNAR・ACP・看取り希望などの情報として
表示されるようになっている。 

 

訪問看護、外来、療養支援室会議

外来療 養

訪 問

病棟

【目的】
• 終末期患者の情報共有
• ３部門の連携強化
• 困りごとの共有

毎週金曜日
午後開催

３部門連携シート

１２/３０退院。本人は急変時救急搬送も拒否してい

る。延命治療も拒否しており自宅で最期を迎える事
を希望しているが呼吸苦出現時は訪看より連絡あり
受診の可能性もある。

12/30～1/9までは吉田Ｄｒ
が看取り。1/9～1/17まで
は訪看→外来→濱中Dr
連絡
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  消防署通信指令室 閲覧画面

DNAR
ACP
看取り希望
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（4）取組の成果 
①同意・参加住民数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民の同意者数は現在 2万人近くと、臼杵市人口 3万 8千人の半数を超えている。年齢で見ると
60代以上の高齢層の同意・登録が非常に多くなっている。 

 

 
 

 

 

  

同意者数

2012年 2013年

（人）

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

484 
1,373 

1,852 
2,369 

3,257 
4,074 4,496 

5,145 
6,018 

6,910 
7,387 

8,395 
9,050 

10,056 

11,262 
12,401 

14,788 

17,430 
18,823 

19,458 
19,974 
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②情報利活用状況と成果 
消防の通信指令室での情報利活用推移を見ると、搬送件数の増減はあるが、「情報あり」の割合

が非常に増加していることがわかる。当初は患者の名前が聞き取れないなどもあり検索不可が多か
ったが、司令室側の対応も慣れ、「うすき石仏ねっと」の登録者が増えるに従って、検索不可は半
数以下に減少し、「情報あり」の割合も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、地域中核病院へ搬送された全 162例の内、非 ACS患者が 56例と、不必要な搬送を回
避する事ができた。 
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今後について 
（1）今後の課題・取組 

今後も更なる医療介護機関の連携を進めると同時に、学童や歯科診療情報など、その範囲を垂直・
水平の両方向に拡大することで、「ヒューマンネットワークと ICTネットワークを活かしたまちづ
くり」を行い、子供から子お年寄りまで、全ての住民の生活をサポートし「住み心地一番のまち 臼
杵市」を支えていく。 

 大分市の医療・介護機関との連携 

 大分県内の医療情報の共有 

 学童検診データの取り込み 

 標準化歯科診療情報の取り込み 

 検査・処方等の情報を自分で閲覧できる仕組み 

 肝炎撲滅への協力 

 災害時実際に運用可能な体制づくり 
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資料編 

工程表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 15年 3月 医師会地域医療情報ネットワーク実験開始 
平成 18年 6月 「医師会情報化協議会」設立 
平成 20年 2月 コスモス病院 電子カルテシステム導入 

平成 20年 3月 
「平成 19年地域診療情報連携推進事業」参加  
⇒「うすき石仏ねっと」稼動 

平成 23年 4月 「平成 23年画像診断情報ネットワーク体制整備事業」参加 

平成 24年 4月 
「うすき石仏ねっと」部会（医師会プロジェクトチーム）発足 
「うすき石仏ねっと」勉強会（医師会、臼杵市共同） 

平成 25年 3月 「平成 24年在宅医療連携拠点事業」参加（訪問看護連携開始） 
平成 25年 4月 「うすき石仏ねっと」リニューアル 
平成 26年 10月 調剤薬局連携開始 
平成 26年 12月 福祉施設連携開始（一部の介護事業所連携開始） 
平成 27年 4月 「うすき石仏ねっと運営協議会」発足 
平成 27年 7月 歯科医院連携開始 
平成 27年 10月 消防署通信指令室にて運用開始 
平成 27年 12月 介護事業所連携開始 

うすき石仏ねっと稼働まで

う
す
き
石
仏
ね
っ
と
稼
働

うすき石仏ねっと稼働後
医師会

行政

介護
福祉

薬剤師会

歯科
医師会

消防

H15.3
地域医療情報
ネットワーク
実験開始 H20.3

平成19年度
地域診療情報
連携推進事業

H18.6
医師会情報化
協議会設立

H23.4
平成23年度
画像診断情報
ネットワーク
体制整備事業

H24.4
うすき石仏
ねっと勉強
会

H25.3
平成24年度
在宅医療連携
拠点事業

H24.4
うすき石仏
ねっと部会
発足

H26.10
調剤薬局
連携開始

H26.12
福祉施設
連携開始

H27.7
歯科医院
連携開始

H27.10
消防通信
指令室運
用開始

H28.1
介護施設
連携開始

H28.4
市役所保険健康
課端末設置

H28.7
検診データ
共有開始

H29.12
大分県中部保
健所端末設置

H30.5
市外病院と
連携開始
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病院収容平均所要時間の推移

平成２ ７ 年版 大分県における救急の現況から抜粋
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臼杵市の平均所要時間
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長崎県長崎市：特定非営利活動法人 長崎地域医療連携 ネット

ワークシステム協議会（あじさいネット） 
地域概要 

1571年に長崎港が開港し、ポルトガル船が初めて入港。キリスト教
の伝来によって拓かれた長崎の町は、鎖国時代に日本で唯一、西欧との
交流が許された「貿易の地」として栄えた。ポルトガルやオランダなど
の進んだ文化や学門などが、この長崎から日本全国へと伝えられ、日本
の情報発信基地という役割を果たした。大正時代には長崎港界隈は大陸
への窓口として重要な役割を果たす。昭和に入ると造船所の町として軍
艦建造数が増加。戦争関連の産業が主体となり、昭和 20年長崎に原爆
が投下される。戦後は観光の町として発展した。 

市の 13.1%である市街地に人口の約 78%が住み、市街地の人口密度は 7,900人/km2と高く、山間
部にも建物が密集する坂の町としても知られる。 

 

人口・面積 
 人口： 415,839人 （推計人口、2019年 1月 1日） 

 面積： 405.86㎢ 

 

地域医療・救急救命関連の基礎情報 
○高齢化率の動向 
長崎市の高齢化率は平成 29年に 31.2％で、同時期の長崎県平均 30.9％とほぼ同じであるが、人

口減少傾向が大きく、それに伴って
高齢化率も高くなっており、昭和
60年には全国平均と同程度だった
が、現在は全国平均の 27.8％を上
回った。 

長崎市における要支援・要介護の認
定を受けた人の数は、平成 29年 9
月末時点で 30,315人となっており、
総人口の 7.2％を占めている。要介
護３以上の重度者数は増加傾向に
ある。  
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○地域医療資源（施設数） 

 医師数 1,838（人口 10万人あたり 427.93、全国平均 237.28） 

 一般診療所 471（人口 10万人あたり 109.66、全国平均 68.14）、うち在宅療養支援診療所
130（人口 10万人あたり 30.27、全国平均 11.01）、一般診療所病床数 873（人口 10万人
あたり 203.26、全国平均 73.57） 

 病院 46（人口 10万人あたり 10.71、全国平均 6.52）、うち在宅療養支援病院 8（人口 10万
人あたり 1.86、全国平均 1.07）、病院病床数 9,693（人口 10万人あたり 2,256.77、全国平
均 1,201.30） 

 歯科 275（人口 10万人あたり 64.03、全国平均 53.69）、うち訪問歯科 93（人口 10万人あ
たり 21.65、全国平均 8.75） 

 薬局 275（人口 10万人あたり 64.03、全国平均 45.57）、うち訪問薬局 80（人口 10万人あ
たり 18.63、全国平均 12.69） 

（出典：日本医師会「JMAP地域医療情報システム」（平成 31年 3月時点）より抜粋） 

 

○救急救命資源と現状（長崎市消防局の管轄区域：長崎市及び受託町である長与町・時津町を含む
455.53㎢・人口 495,856人） 

 消防局 1・消防署数 3：中央消防署・南消防署及び受託町の北消防署（他に出張所 19）、職員
定数 512人、救急車 18台（予備車 3台含む） 

 平成 29年救急出動件数 25,741件（10年前の 1.33倍）、搬送人員 23,210人（同 1.30倍） 

 上記のうちの急病件数 15,829件、急病搬送人員 14,071人 

 平成29年搬送人員23,210人の傷病程度別の内訳：死亡313人（1.3％）、重症2,248人（9.7％）、
中等症 12,685人（54.7％）、軽症 7,964人（34.3％）、その他 0人（0.0％） 

 平成 29年搬送人員 23,210人の年齢別の内訳：新生児 91人（0.4％）、乳幼児 662人（2.9％）、
少年 562（2.4％）、成人 6,805人（29.3％）、高齢者 15,090人（65.0％） 

（出典「長崎市消防年報平成 30年（2018年）版」より抜粋） 
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事例の概要 
あじさいネットとは、地域に発生する診療情報を患者の同意のもと複数の医療機関で共有するこ

とによって各施設における検査、診断、治療内容、説明内容を正確に理解し、診療に反映させるこ
とで安全で高品質な医療を提供し地域医療の質の向上を目指すものである。 

同意を得た患者が様々な病院で受信したカルテ内容や受けた検査の結果を、およそ 15分以内にす
べて診療所のコンピュータで参照、表示することができるシステムとなっている。現在利用できる
医療機関は約 380まで拡大し、登録者数は 98,594人となっている。 

その後、利用範囲も拡大していき、病薬連携、在宅医療（多職種連携）が本格化、2013年 2月に、
情報提供病院が多い長崎地域での病病連携に向けた情報提供病院長会議として、「特別あじさいネ
ット準備委員会」を開催した。そこで、他院の診療情報のコピー制限機能が装備されるまでは病病
連携は開始しないということになった。2016年 1月に、診療情報のコピー制限機能が完成し、その
1年後の 2017年 1月からテスト運用を開始することができ、2018年より病病連携への本格的な取
組がスタートした。 

病病連携と同時に、救急医療におけるあじさいネットの利用もテストを経て運用がはじまってい
る。従来、あじさいネットはすでに登録されている患者は利用できるものの、新規登録患者につい
ては時間外と土日祝祭日には使えなかったことから、外部委託して、24時間 265日体制を構築した。 

これまで患者がいるときに過去の病歴等を見るという使い方だったあじさいネットだが、救急の
場合、病院に送る段階で、相手の病院に患者についての情報を見せ、搬送前の段階で、電話だけで
なくあじさいネットを併用しながら搬送先を決めるというスタイルになった。 

さらに、長崎は離島が数多くあり、救急に関しては離島・僻地支援も必要となる。離島・僻地の
病院で行った検査結果や画像データを、あじさいネットを使って、画像伝送や救急画像遠隔読影を
情報共有することで、患者をドクターヘリで搬送する間に搬入先で医療情報を入手利用とした。 

2004.10～
大村市あじさいネット
運用開始 (病診連携1対ｎ)

大村市医師会

医療情報ネットワーク
を構築

2003.5～
地域医療連携IT化
検討委員会

大村市医師会理事3名、国
立長崎医療センター2名、
市立大村民病院1名の6名

長崎市医師会

情報処理委員会でも
医療情報ネットワークを検討

ドクターネット救急
（佐世Q保中央病院）

ヒューマンネット
（川棚医療センター）

2007.11～
あじさいネット
準備委員会

推進部会診療所医師
+早期導入情報提供病院

8施設

2005.04
地域医療ネット
ワーク推進部会

地域医療
再生金

2009.4～
長崎地域
あじさいネット
運用開始
(病診連携ｎ対ｎ)

仕様策定
開発 仕様策定

開発
ｎ対ｎ

2006〜2008
医師会会報等で周知活動

病院・診療所向けアンケートの
実施（4回）

2013.2～
特別あじさいネット

準備委員会

仕様策定
開発

24時間365日
利用可能

診療情報コピー制限

2018～
病病連携
あじさいネット
運用開始
(病病連携・救急利用)

病病連携・救急対応に向けた
情報提供病院長会議

病診連携
病薬連携

在宅医療（多職種）
連携

生涯教育支援
専門診療支援など

機能を追加
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取組の紹介 
（1）取組の背景 
①大村市でのあじさいネット運用開始 
あじさいネットの起ち上げは長崎県大村市 （人口 8万）における医療情報ネットワークの構築が

スタートである。 

日本ではフリーアクセスでどの病院でも受診できるメリットはあるが、診断情報が様々な病院に
分散保存されており、初診時に他院に受診歴があってもゼロからのスタートとなる。また、町の診
療所をかかりつけ医にしても、専門の科がある為、専門外の診療がしばしば必要となる。この為、
他病院への紹介や逆紹介が活発化しないと医療の質が維持できず、地域の医療連携を活発化する必
要がある。ICTを使うことで、分散保存された診療情報の有効利用と紹介逆紹介の活発化が実現で
きるのではないかと考えていた。そこで、大村市医師会理事が 3名、国立長崎医療センターから 2
名、市立大村民病院から 1名の 6名で 2003年 5月に地域医療連携 IT化検討委員会という話し合い
の機会、勉強会を医師会のなかに作った。それから約 1年半後の 2004年 10月に運用を開始したが、
その 1年近く前の 2003年 12月に大村医師会所属 67施設にアンケートを行い（回収率 91％）、医
療情報連携ネットワークを構築した場合の項目別の利用意向について尋ねたところ、検査や画像、
治療の項目について 7～8割が利用したいという反応を得た。このように最初から大村市医師会の医
師とブレストを行いながらコンセンサスを作っていき、アンケートで裏付けしつつ、ネットワーク
をゼロから作って病診連携システムとして運用し始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、病院から診療所等への逆紹介を政府が強く推進したことにより、総合病院で退院後も同じ
病院で管理する「病院完結型医療」から、急性期治療後は回復期病院や診療所や療養施設・在宅な
どで管理する「地域完結型医療」に転換する事になり、医療情報連携がなければ適切な医療・療養
が困難な状態になりつつあったのもこのようなネットワークが必要な背景であった。 

大村市では 1年の準備期間で運用を開始したが、その後 1年間はスタートメンバー6名が 2週間
に 1回位のペースで議論を行ってきた。現在でも 1か月に 1回は集まっている。今は組織が大きく

「病院完結型医療」から「地域完結型医療」へ

病院完結型医療

地域完結型医療

情報共有がなければ適切な医療・療養が困難！

退院後は病院で管理

総合病院 情報連携は不要

急性期病院

回復期病院

診療所

訪問診療

急性期治療

回復期治療

治療・療養

継続治療・管理

療養施設

2003年 DPC開始

8
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なった為、大村での運営委員会が年 12回と、長崎市と県央と佐世保の 3地域それぞれ２～３か月に
1回位の割合で会議を行っている。 

②組織の体制
長崎市の医師会の中に以前から地域医

療ネットワーク推進部会ができており、IT
を使った連携について話題になっていた
折、大村市で 2004年 10月に開始したあ
じさいネット、その後、佐世保中央病院を
中心としたドクターネット９９、それに、
東彼杵郡川棚町にある川棚医療センター
のヒューマンネットという 3つのネット
ワークシステムが運用を開始した。

当時、長崎市には同様なサービスがなか
ったが、検討する準備委員会はこの段階で
できていた。（あじさいネット準備委員会 
のちの長崎地域部会を兼ねた組織）ここで
様々な意見を集約・反映し、実際に稼働させるのに約 4年かかっている。長崎市で正式運用を開始
したのは 2009年 7月で、大村の運営開始から約 5年後である。 

③長崎地域のあじさいネット運用開始
あじさいネットを大村市から長崎地域へ展開する際の経過は以下の通りである。利用者側・情報

提供側それぞれにアンケートを行い、ブラッシュアップしていった。 

 2005年（平成 17年）10月〜広報活動開始：「あじさいネット講演」医師会報への投稿等

 2006年（平成 18年）10月第 1回市内病院向けアンケート(情報提供希望施設 24施設)

 2007年（平成 19年）2月第 1回診療所向けアンケート(あじさいネット参加希望 200施設)

 2007年（平成 19年）8月第 2回市内病院向けアンケート(情報提供希望施設 20施設)

 2007年（平成 19年）11月「あじさいネット準備委員会」発足
(推進部会診療所医師+早期導入情報提供病院 8施設)

 2008年（平成 20年）8月第 2回診療所医師向けアンケート(入会希望 129施設)

 2009年（平成 21年）4月長崎地域「あじさいネット」正式運用開始
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④参加機関・利用者数の増加 
長崎地域での運用開始後、参加機関も登録利用者数も長崎全域に拡大していった。 

2019年 2月現在の情報提供病院は以下の通りである。 
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利用施設数

総患者登録数と利用施設数

県北
(佐世保）

県央
(大村・諫早）

県南
(長崎）

新規登録数 約1,500例/月
総登録数 98,594名(周産期12,595、在宅452を含む）
会員数 1,317名 施設数 379施設(2018/11/15現在) 
「情報提供病院36、診療所・病院211、薬局107、

歯科1、訪問看護18、介護5、行政1」

会費制（年約５万円）にもかかわらず
参加施設数、患者登録数も毎年確実には増加

9

「あじさいネット」の
情報提供病院

H21 長崎大学病院
光晴会病院
十善会病院
長崎市民病院
日赤原爆病院

H22 済生会長崎病院
聖ﾌﾗﾝｼｽｺ病院
井上病院
長崎記念病院

H23 長崎北病院
H25 虹が丘病院
H26 上戸町病院
H27 国立長崎病院
H29 重工記念病院
H30 北徳州会病院
H30 百合野病院

H16 長崎医療センター
H17 大村市民病院
H23 川棚医療ｾﾝﾀｰ
H25 諫早総合病院
H26 貞松病院
H26 諫早原爆病院
H26 諫早記念病院
H26 愛野記念病院
H27 南野病院
H29 宮崎病院

H23 上五島病院
H25 五島中央病院

H24 佐世保総合病院
H24 佐世保中央病院
H24 佐世保共済病院
H25 長﨑労災病院

県北エリア

県央・島原エリア

長崎エリア

五島エリア

運用中 ３６病院

H30稼働 １病院

情報提供病院

H25  嬉野医療ｾﾝﾀｰ

佐賀県エリア

H27 壱岐市民病院
H27 光武病院
H29 対馬病院

壱岐・対馬エリア

H30 長崎県島原病院

年々、地域の拠点病院が参加し
利用地域は長崎県全域へ拡大 7
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（2）病病連携と救急対応 
①運用開始後の機能の追加・改善 
機能の追加・改善・向上を行ってきた。現在のあじさいネットの基本機能は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師記録が開示されることで病名や処方薬の変更理由がわかり、服薬指導の質向上につながると
いう薬剤師の理解が広がり薬局の入会が始まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市へ広域化した時期に薬局入会が相次ぎ、病薬連携が本格化した。このほか、平成 26年から
開始した在宅医療（多職種連携）での利用では、訪問看護ステーションや介護事業所も参加してい
る。 
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②在宅医療への展開 
在宅医療では多職種のメンバーが関わるので、あじさいネットではそれぞれが SNS形式で情報を

記入していくことができる。在宅医療チームを患者ごとにグループ登録することができ、誰かが在
宅ケアの記録を記入すると、グループメンバーの携帯に通知メールが送られるようになっており、
患者宅を訪問する前に状態を把握することが可能になっている。 

あじさいネットのように病診連携のネットワーク、医療ネットワークと在宅のシステムが同じプ
ラットフォームで行っているので、入院診療から在宅へまったく切れ目がない点がもっとも優れて
いる所といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に、iPadを情報端末として採用することで、写真を使って簡単に記録・共有することができ、
あるいは処方箋などを写真で撮っておくことで業務記録も書かなければならないという二度手間を
省くことができるようになっている。 

 

③病病連携の開始 
あじさいネットの長崎地域部会（あじさいネット準備委員会）では、2013年 2月に、病病連携に

向けた情報提供病院病院長会議として、「特別あじさいネット準備委員会」を開催した。そこでの
議論の結果、他院の診療情報に対するコピー制限機能が装備されるまで、病病連携は開始しないと
いうことになった。2016年 1月に、診療情報のコピー制限機能が完成し、その 1年後の 2017年 1
月からのテスト運用を経て、2018年より病病連携への本格的な取組がスタートした。 

病病連携をしっかりとやる為に、長崎市と五島の 17病院の病院長・理事長など代表者を集めて、
本格的な病病連携に向けた協定書の調印式を行った。内容的には、あじさいネットを使って積極的

入院中の記録 在宅医療者の記録

紹介元病院から在宅へと一連の記録

入院診療から在宅へと切れ目ない情報連携 16

実際の入力記録
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に病院間での情報共有を行うこと、また、逆に情報を共有すればするほど漏洩リスクは増すので、
従来よりも手厚い情報セキュリティ対策を個々の病院で行うこと、不運にも事故が起こった際には、
患者に影響がないように責任をもって迅速に対応すること、これらを承服いただく為、弁護士を交
えて確認し、調印式を 6月 10日に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④救急連携への展開 
2018年から本格的に病病連携を始めると同時に、救急医療での活用も本格化するにあたって、従

来、全国の他の医療情報ネットワーク同様あじさいネットでも、新規患者登録が時間外と土日祝祭
日に対応できていなかったことから、全情報提供病院の時間外のアクセス権登録を外部委託し、2018
年 6月より 24時間 265日体制を構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に、大学病院が、救命救急センターと外傷センターを持っており、搬入例の適切性向上に向け
搬送前トリアージを始めた。従来、1次病院から 3次病院に緊急紹介されるときは電話一本で搬送さ
れるので半分が適応外であった。このため、電話時点で搬送先の救急担当医に患者の全情報をあじ

３次病院

診療データ
画像確認

ｸﾘﾆｯｸ

救急医療でのあじさいネット利用

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
搬送打診

地域病院

搬送
打診

診療データ
画像確認

急性期病院

経過
モニタリング

経過
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
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さいネットを使って閲覧させる運用である。これにより、搬送前の段階で、あじさいネットを併用
しながら搬送先を決めることで適応外が半減したという成果が出ている。 

さらに、長崎は離島が数多くあり、救急に関しては離島・僻地支援も必要となる。平成 2年から、
離島・僻地の病院で行った CT等の画像データを救急病院に電送して診断支援を行っているが、6年
前からはあじさいネットを使ってより高精細な画像で診断支援しており、手術等の高度処置が必要
な場合はドクターヘリや自衛隊ヘリによるヘリ搬送を行っている。また、同時に長崎大学放射線科
読影による日常的な遠隔読影も運用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あじさいネットを使った救急医療 

1 次 2 次病院⇒3 次病院 

１．救急画像読影とヘリ搬送のペア運用 

２．あじさいネット利用 24時間 365日対応 

３．救急搬送前トリアージ 

４．あじさいネット TV会議を使ったコンサルテーション 

５．遠隔病理迅速診断 

自宅⇒診療所・病院 

１．緊急時の他院情報参照（病名、サマリ、処方） 

２．緊急時の調剤情報把握（診療所処方内容） 

３．周産期支援システムによる搬送前全妊婦経過共有 

４．在宅医療⇒多職種連携を使った密な管理による訪問看護師への 1st call時の適切な対応  

離島・へき地の病院

救急拠点病院（NHO長崎医療センター）

緊急読影・ヘリ判断

画像伝送

救急画像遠隔読影支援

患者ヘリ搬送 13施設 300～400件/年

遠隔読影

25施設 約2000件/月

読影ｾﾝﾀｰ
長崎大学放射線科

離島・へき地支援
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（4）取組の成果
①指標・アウトカム

（ア）定期的なアンケートによる評価

定期的にアンケートを取っているが、あじさいネットでなければ知り得ない重要な診療情報を得
たことがある、という項目が 80％を超えている。 

実際に頻繁に使っている医師からは、あじさいネットがないと診療ができないという声がある。
あじさいネットの利用には月々4000円、年間 5万円ほどかかるが、利用をやめたのは 15施設のみ
に留まっている。 

（イ）病病連携・救急医療運用の実績

2018年 11月 15日時点での病病連携・救急医療運用の状況は以下の通りである。搬送前トリアー
ジははじめたばかりであるが既に 39例の実績がある。 
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（ウ）患者の安心感と信頼性の向上 

連携をしていても、カルテの情報が共有されていなければメリットは少ない。医師・看護師の二
号用紙が利用できないと閲覧件数も大きく落ちるので、これらの記録がないと利用効果は出ない。
生涯教育の効果も同様で、診療支援の効果も不十分になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者からすると、別の病院の自分のカルテが見られるという状況を知ることで連携を実感して安
心され、信頼性が増すとの声がある。退院時には主治医が診断・治療の内容を説明してから退院す
るが、最近は入院期間が短く主治医と信頼関係をつくるのが難しく、患者側も緊張して説明をよく
理解していないこともある。そういう場合は逆紹介された先で、あじさいネットを見ながら説明さ
れて理解するというケースは増えている。 

このような実績が積み重なることで、情報をオープンにしていることは危険ではなく、逆に患者
にとって透明性により安心を生むことが理解されていくであろう。 

過去の試みで失敗した理由として挙げられる点として、導入・維持コストの面も大きいものの、
病院も診療所も対等にして双方向の情報共有にこだわった為だったといえる。病院は電子カルテが
前提でシステムへの情報入力は自動化されているので入力の負担はないが、診療所の多くはいまだ
紙運用であり、医師の別途入力する負担が大きい。圧倒的な情報量の差と逆紹介推進の現状の中で、
負担を減らすために、少なくとも診療所側では閲覧だけできればよいという作りにしている。 

また、診療所の医師は知りたいことがあっても、病院が忙しいのでは考え、病院に連絡するのを
躊躇していたが、病院の医師を煩わせずに自分で情報を取りにいくことができるのが良い点として
診療所の医師に評価されている。 

  

種類 開 始 運用病院 対象医療機関 疾 病 実績数

病病連携 2016年9月
長崎市

離島地域
長崎市
離島地域

全 １２５４

搬送前
ﾄﾘｱｰｼﾞ

2017年10月長崎大学 長崎みなと、対馬 交通外傷 １５

３９
2018年2月福岡和白

壱岐病院、対馬病
院、上五島病院、
光武病院（壱岐）

脳卒中
冠疾患

２４

ｺﾝｻﾙﾃｰ
ｼｮﾝ

2018年2月
福岡和白 壱岐

呼吸器外
科、血液

２

長崎大学 長崎みなと 整形疾患 1
退院調整 2018年5月長崎大学 光晴会、長崎ﾘﾊ 全 ２
遠隔専門
ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ

2018年7月長崎大学 長崎医療C 血液疾患
５

(隔週開催)
術前相談 2018年8月長崎大学 NHO長崎医療C 整形疾患 ８

病病連携・救急医療運用

時間外 2018年8月大学病院 全医療機関 全 １２

2018/11/15時点
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②周知・啓蒙活動 
大村市で開始し、長崎市で展開して、全県に拡大してきたが、すべて同じ準備をしている。すな

わち、最初に広報活動を行い、次に啓蒙活動を行い、様々な場所で説明会をする、医師会報に載せ
る、広報誌を配る、講演会を行う等である。また、ニーズが顕在化したかを確認するためにアンケ
ートを行っている。 

あじさいネットをどのように使用したらどのような価値があるか、ということを知らしめること
が大切で、広報誌を年に 4回発行し、長崎県内の医師や薬局に配布している。 

当初は診療支援としての機能しか想定していなかったが、診療所の医師にとってカルテ閲覧を通
して新しい医学知識を学ぶことができる点を伝えると興味を持たれる場合が多くなってきた。広報
誌の企画の中で、上手に使っている「あじさいネット」利用者の体験談を毎回、掲載しているが、
医師が、自らの生涯学習として役立つとして「あじさいネット」の利点を挙げられる方も増えてい
る。 

 

③取組へのアドバイス 
同様な取組でうまくいっていない事例もあるが、患者情報を紙で連携するか、ICTで連携するか、

等はさほど大きな問題ではなく、デバイスに走ってしまっては駄目で、何をしたいかというコンセ
プトをしっかり決めることが大切である。 

あじさいネットを検討した当時も ICTネットワーク構築に対する国からの補助金はあったが、例
えば 2001年度の経産省「電子カルテの共有モデル事業」の補助金事業では 56億円使ってほとんど
失敗している。この一因は、補助金を取ろうとして充分に準備していないのに導入して失敗する。
物・金が先になり、後で何をしようかと考えるといった、目的と方法の順番が逆になってしまうケ
ースが多く、このような取組み方では上手く行かないのではないかと思う。 

そもそも、こうした ICTネットワーク自体に明らかなニーズがあるのではなく、あるのはきっか
けが必要な潜在的ニーズである。使い方を具体的に示して初めて顕在化するのである。もともと潜
在的なニーズなので顕在化しないことにはメリットも意味も無い。それゆえ医師会だけでなくすべ
ての医師に対しての広報啓蒙活動が大切になると考えている。  
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今後について 
病病連携・救急医療運用については連携の拡大や評価についてこれからという状況である。 

また、2017年以降、医療・介護連携から地域包括ケアへと、あじさいネットのカバー範囲を拡大
している。地域包括ケアシステムの概念とは「重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを最後まで続けられること、そして住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に
提供される」ということである。 

これに ICTネットワークで対応できることは、以下の通りである。 

医療・介護 

「病診連携」「病病連携「在宅連携」「救急連携」 

生活支援・介護予防 

「検診情報」 「生活・健康支援システム」 

あじさいネットではすでに医療情報についてはほとんどカバーしており、今後は行政情報と生
活・健康支援データベースとあじさいネットとの連携ということになるだろう。 
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資料編 

工程表 

大村あじさいネット 長崎あじさいネット あじさいネット機能拡大 在宅・救急対応あじさいネット

内容

大村市内医療情報ネットワーク構築 長崎市内医療情報ネットワーク構築

共有情報の拡大
遠隔読影・遠隔病理・TV会議・動画
配信など多機能化

診療情報コピー制限
365日24時間利用可能
離島・僻地支援

行政 大村市 長崎市 他地域への拡大 長崎県全域への拡大
病病連携に向けて協定書調印式（長崎市
と五島の17病院の病院長・理事長等）

病院 大村市医師会と長崎医療センター中心
に仕様策定・開発

長崎市医師会中心に仕様策定・開発 外部検査データ共有 病病連携の検討（情報提供病院長会議）
診療情報コピー制限仕様検討

薬剤師 病薬連携

介護施設 在宅医療（多職種連携）利用

消防
在宅

iPad活用
搬送前トリアージ等

2003.5～
地域医療連携IT化
検討委員会

2007.11～
あじさいネット
準備委員会

2013.2～
特別あじさいネット

準備委員会

2009.4～
あじさいネット

2003月 5月地域医療連携IT化検討委員会発足
大村市であじさいネットの開発着手

2004月 10月 大村市であじさいネット運用開始

2005年 04月 長崎市で「地域医療ネットワーク推進部会」発足
10月 広報活動開始
「あじさいネット講演」医師会報への投稿等

2006年

2007年 11月「「あじさいネット準備委員会」発足
（推進部会診療所医師

+早期導入情報提供病院8施設）

2008年

2009年 04月 長崎地域「あじさいネット」正式運用開始

20013年 02月 「特別あじさいネット準備委員会」開催
（病病連携に向けた情報提供病院の病院長会議）

2016年 01月あじさいネット診療情報コピー制限機能完成

2017年 01月あじさいネット病病連携テスト運用開始（238例）

2006〜2008
病院・診療所向け

アンケート実施（4回）
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利用画面イメージ① 
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利用画面イメージ②



 

206 

 

検査結果表示イメージ 
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在宅医療利用イメージ 
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救急医療・遠隔読影の利用イメージ 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 在宅医療・救急医療連携セミナーの実施 
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1. セミナーの参加者について

(１)セミナーの参加者数・参加者属性

① 第１部セミナーの参加者について

第１部セミナー 
参加者数 

参加者属性 

45名 

市町村・保健所の事務方 15名 

在宅医療関係者(医師会等) 15名 

救急医療関係者 15名 

その他 0 名 
※傍聴者数：44 名

② 第２部セミナーの参加者について

第２部セミナー 
参加者数 

参加者属性 

45名 

市町村・保健所の事務方 15名 

在宅医療関係者(医師会等) 15名 

救急医療関係者 15名 

その他 0名 
※傍聴者数：27 名

(２)アンケート回答者の属性

図表 第１部セミナー参加者・傍聴者属性(n=71) 図表 第２部セミナー参加者・傍聴者属性(n=59) 

市町村

医師会

病院（救急医療関連）

保健所

病院（在宅医療関連）

診療所

その他

40.8

22.5

14.1

9.9

5.6

4.2

14.1

36.8

31.6

26.3

5.3

10.5

2.6

2.6

45.5

12.1

15.2

6.1

27.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

市町村

医師会

病院（救急医療関連）

保健所

診療所

病院（在宅医療関連）

その他

39.0

28.8

23.7

6.8

3.4

1.7

8.5

35.9

35.9

33.3

5.1

2.6

2.6

45.0

15.0

5.0

10.0

5.0

5.0

25.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

合計(n=59)

参加者(n=39)

傍聴者(n=20)
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2. セミナーアンケート結果について

(１)第 1 部セミナー アンケート結果

第１部セミナーのアンケート結果については、以下の通りである。

図表 第１部セミナープログラム全体についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

95.8

97.4

93.9

参考にならなかった どちらともいえない

2.8

2.6

3.0

無回答

1.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 「講義」(慶應義塾大学／あおぞら診療所)についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

94.4

89.5

100.0

参考にならなかった

1.4

2.6

どちらともいえない

2.8

5.3

無回答

1.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 「事例発表①」(あじさいネット／長崎大学)についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

90.1

94.7

84.8

参考にならなかった

2.8

6.1

どちらともいえない

7.0

5.3

9.1

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表 「事例発表②」(長岡市医師会)についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

95.8

94.7

97.0

参考にならなかった どちらともいえない

4.2

5.3

3.0

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 「事例発表③」(柏市)についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

94.4

94.7

93.9

参考にならなかった どちらともいえない

4.2

5.3

3.0

無回答

1.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 「事例発表④」(日野町)についての感想(1つ選択)(n=71) 

凡例

全体(n=71)

参加者(n=38)

傍聴者(n=33)

参考になった

95.8

100.0

90.9

参考にならなかった どちらともいえない

2.8

6.1

無回答

1.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 グループワークについての感想(1つ選択)(n=38) 

凡例

参加者(n=38)

参考になった

92.1

参考にならなかった どちらともいえない

7.9

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※グループワークについて、傍聴者は不参加であるため、参加者のみの結果を掲載
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【第２回セミナー(平成 31 年 2 月 3 日開催)が開催されるまでに実際に取組を進めるうえでの不安な点や

知りたい点】 
 

(抜粋したものを記載) 
＜不安な点＞ 

所属 意見 

自治体 

 どのようなメンバーを集めればよいか、どのような会議にすればよいのか手探りである 
 工程を進めるにあたって、計画を協議する場、メンバーの構成、各自治体によって
進捗も異なるが、ある程度のフォーマットがあるとありがたい 
 多職種連携が必要だと思うが、どこが主導権を取って行っていくか 
 ACP に対する考え方が、医師でもかなり温度差がある 
 課題が多過ぎて何から手をつければよいのか分からない 

在宅医療関係者
(医師会等) 

 行政の積極性が足りない 
 ACP等の定義がバラバラ 
 会議をもった人だけの意識で終わってしまうのではないか 
 救急との連絡会で話をもっていこうと思いますが、消防本部・行政の反応があるか 
 介護職が足りないところもあり、施設での救急医療への理解を得て、技能を高めて
いくことへの不安 

救急医療関係者
(病院等) 

 工程表の作成は必要であり、地域の体制整備に有効な手段であるが、実現可能
性について不安 
 現在進めている点については記載ができるが、その議論の行方によっては、将来の
計画が変更になってしまう可能性がある 
 地域で進めていかなければならないので、知識・意識を統一する難しさがある 
 会議を何回も開くのは難しい 

 
＜知りたい点＞ 

所属 意見 

自治体 

 協議の体制、共通の連携ルール、様式を策定されている場合、具体的な成果
物。その中でのケアマネージャー、訪看ステーションの関り 
 MC協議会も含めた方が良いと思うが、その進め方、やり方が分からない。 
また、救急隊は(特に DNAR 患者において)プロトコルがあれば活動しやすくなるが
その反映させる方法 
 情報収集していくにあたり、その手法等(先進事例からみる集めるべき情報) 

在宅医療関係者
(医師会等) 

 救急隊の今後の対応(延命治療拒否時)方針 
 ICT の利用が救急の現場で可能なのか。時間との制約の中で ICT を使うだけで
時間がかかってしまう 
 ICT を導入するその費用がどの程度かかるのか、中心になるのは行政と考えてよい
のか 
 住民への普及啓発の先進事例が知りたい 
 中小都市、医師不足地域での取組をもっと知りたい 

救急医療関係者
(病院等) 

 国民に対する啓発を国はどのように行うか 
 次世代医療基盤法について(ICT) 
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【セミナーの内容についてご意見・ご要望等】 
(抜粋したものを記載) 

所属 意見 

自治体 

 消防を含めた４者で参加したい 
 東京以外でも開催してほしい 
 発表者の説明が長い 
 発表者の時間が足りない 
 GW の時間が足りなかった。開催時間を早めても良いと思う 
 救急について考える良い機会となった 
 講義、グループワークなど地域に戻っても参考となる内容であった 

在宅医療関係者
(医師会等) 

 コーディネーターの能力向上、均一化等にも取り組んで欲しい 
 グループワークの時間が足りない 
 地域によって問題点が大きく異なる点がある。一方、共通する問題も多くあった 

救急医療関係者
(病院等) 

 GW の時間が足りない 
 多職種、多団体で議論を進める方法論として勉強になった 
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(２)第 2 部セミナー アンケート結果 
第 2 部セミナーのアンケート結果については、以下の通りである。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

図表 「事例発表①」(臼杵市医師会立コスモス病院)についての感想(1つ選択)(n=59) 

図表 第２部セミナープログラム全体についての感想(1つ選択)(n=59) 

凡例

合計(n=59)

参加者(n=39)

傍聴者(n=20)

参考になった

96.6

97.4

95.0

参考にならなかった どちらともいえない 無回答

3.4

2.6

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

合計(n=59)

参加者(n=39)

傍聴者(n=20)

参考になった

93.2

89.7

100.0

参考にならなかった どちらともいえない

3.4

5.1

無回答

3.4

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 「事例発表②」(八王子高齢者救急医療体制広域連絡会)についての感想(1つ選択)(n=59) 

凡例

合計(n=59)

参加者(n=39)

傍聴者(n=20)

参考になった

96.6

97.4

95.0

参考にならなかった どちらともいえない

3.4

2.6

5.0

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表 グループワークについての感想(1つ選択)(n=39) 

凡例

参加者(n=39)

参考になった

94.9

参考にならなかった どちらともいえない

5.1

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※グループワークについて、傍聴者は不参加であるため、参加者のみの結果を掲載 
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【セミナーの内容についてご意見・ご要望等】 
(抜粋したものを記載) 

＜事例発表について＞ 

所属 意見 

自治体 
 先進地の事例を聞けて、勉強になった 
 救急医療における情報共有は都心部においては非常に難しいと感じた 
都レベルで協議を進めないといけない 
 同じ規模の市町村の現状がよく分かった 

在宅医療関係者
(医師会等) 

 先進事例の発表は有意義だと思うため、参加者だけでなくもっと多くの方が聞く仕
組が必要なのではと感じる 
 地域差がある事がよく分かった 
 これまで通り先進地区の事例発表でよいと思う 

救急医療関係者
(病院等) 

 工程表づくりは、戦術であると感じた。戦略の立て方を是非知りたい 
 先進事例でなく、上手く行っていない事例でなぜ上手くいっていないのかも知りたい 
 具体的な対策のヒントを得た 

 
＜グループワークについて＞ 

所属 意見 

自治体 

 職制ごとの発表では、本音で話し合える、また本音を聞くことができ、有用 
 医療関係者を巻き込むのが大変であり、医療関係者からの宣言のようなものをい
ただけると心強く、ありがたい 
 グループ内のメンバーの色々な考え方や課題意識に触れられて、大変参考になっ
た 
 どこから手をつけたらよいのか分からなかったところが、グループワークを通じて、取っか
かりを参加者の３者で認識共有できた 

在宅医療関係者
(医師会等) 

 地域差で重点とする内容が違う事が分かった 
 課題の抽出や議論の進め方について参考になった 
 職種毎のグループは人数が多すぎて話が聞こえなかった 

救急医療関係者
(病院等) 

 何の情報を収集しないといけないか、その後どう整理するかなど課題が明確になった 
 他地域の問題が提示され参考になった 
 思いが分かった。グループワークは必要 
 取組のゴールがぼやけているので、そのゴールを決めていくことが必要だと感じた。 
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対応整理表（グループ1） 
１．主要課題 

情報共有、居住型の施設からの救急搬送 

２．上記の課題を解決 
するための対応策 

左記の対応策における各団体等の役割 

自治体(市町村等) 
在宅医療関係者 

(医師会等) 

救急医療関係者 

(病院等) 
その他 

① 

情報共有ツール初案を作る 

共有する情報明確化  

 救急病院で必要とする情

報の調査(先進地から) 

 情報共有シートの案作成  

 かかりつけ医から救急医への

情報提供(医師会) 

 ACP を利用した救急シートの

作成  

 救急シートに記入する内容の

決定  

 救急隊への情報提供  

(ICT 管理行政) 

 

② 
会議(合議体)  合議体の設置  

 連携システムを活用  

 合議体に参加   参加   救急隊参加  

③ 
運用   施設へ参加を促す   救急シートの普及・啓発  

 運用結果リスト化  

 情報協議  

  

④ 
評価→改善    運用拡大の検討   提供された情報の評価  

 検証（情報内容等）  

 ICT  

 費用、運用上、運営費  

確認  

対応整理表（グループ2） 

 

１．主要課題 

行政の役割 行政の推進力をサポートする 

２．上記の課題を解決 
するための対応策 

左記の対応策における各団体等の役割 

自治体(市町村等) 
在宅医療関係者 

(医師会等) 

救急医療関係者 

(病院等) 
その他 

① 

連携ルール作りシステム化  

関係機関の調整  

 組長同士の意志統一  

 国・県・市のネットワーク・

キーパーソンの固定  

 担当課のすきま産業  

 介護保険手続設定期間の 3

日へ短縮  

 救急連携を含めた地域計

画（福祉計画）の作成  

 制度の整備、再システム化  

 連携ルールづくりの取り

纏め  

 加茂救急在宅医療を考える会

を reboot  

  保健所と共に考える（現状報

告、調整役の依頼）  

 保健所と協議会に呼ぶ  

 検討行政レベルの調整  

 県にも発信をしてこちらか

ら働き掛けをすること  

 県、国レベルでのルール作り  

② 

市民啓発   介護保険申請・更新日  

 ACD 説明 

 市民への ACD・救急啓発  

 啓発ツール作成  

 講演会や研修会の開催  

 シンポジウムの開催  

 情報発信  

 連携会議を継続的に開催  

 関係機関を繋ぐ  

 共有情報シートを作成  

 関係機関の調整役  

(協議会、話合いの場の開催) 

3. セミナーグループワークにおいて抽出された課題とその対応策 
第１回セミナー(平成 30 年 12 月 9 日)では、取組に関しての課題や問題点をグループワークで検

証した。その上で、セミナー参加 15 地域で各自、在宅医療・救急医療の連携についての工程表を作

成していただいた。その上で、第 2 回セミナー(平成 31 年 2 月 3 日)にて、工程表を進めていく上で

の課題と、その課題に対する対応策をグループごと(15 地域を 5 グループに編成)に検討していただ

いた結果、以下のような課題が抽出された。 
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整理表（グループ3） 

 

１．主要課題 

情報収集が進んでいない、情報伝達共有方法の工夫が必要 

２．上記の課題を解決 
するための対応策 

左記の対応策における各団体等の役割 

自治体(市町村等) 
在宅医療関係者 

(医師会等) 

救急医療関係者 

(病院等) 
その他 

① 
データ収集する  

情報共有の意識を高める  

 搬送状況把握   訪問診療、看取り  

 アンケート調査  

 共通フォーマットを用い

て情報公開  

 消防がデータを提供する  

② 
協議の場を設定   場を設定  

 多職種  

 医療関係者をまとめる   メディカルコントロール  

 協議会  

 リーダーシップをとる  

 出席して欲しい人に出席し

て頂く  

③ 
共有すべき情報を明確にする   介護、医療以外の情報   提供できる情報   必要な情報   

④ 
情報共有シートを作る  

ICT の活用  

 周知予算  

 消防への働きかけ  

 警察への働きかけ  

 ルール作り  

 内容検討  

 ルール作り  

 内容検討  

 消防  

 警察  

対応整理表（グループ4） 

 

１．主要課題 

運営問題 

２．上記の課題を解決 
するための対応策 

左記の対応策における各団体等の役割 

自治体(市町村等) 
在宅医療関係者 

(医師会等) 

救急医療関係者 

(病院等) 
その他 

① 

人選   根回し(全体) 

 市長等のトップの取込み  

 在宅担当・救急医療担当  

 取組みの周知  

 医師会長  

 歯科医師会長  

 薬剤師会長  

 病院長(2 次) 

 救急部長(3 次) 

 介護関係団体  

 弁護士  

 消防署長  

 警察  

② 
データ収集・分析   情報のまとめ   在宅の先生にアンケート   病院の救急関連データ   救急搬送データ  

 現場の声を集める  

(消防、介護、医療スタッフ) 

③ 
協議会(下部組織)で情報を共有   下部組織の立ち上げ   会員へ周知   市内の病院への周知   市民への啓発  

 介護関係者への周知  

 消防職員への周知  
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対応整理表（グループ5） 
 １．主要課題 

協議体の設置・整理 

２．上記の課題を解決 
するための対応策 

左記の対応策における各団体等の役割 

自治体(市町村等) 
在宅医療関係者 

(医師会等) 

救急医療関係者 

(病院等) 
その他 

① 

メンバー・キーマン人選   医師会、病院協会などへの説明  

 メンバー選定依頼  

 業務として位置付けていく  

 健康部局と福祉部局との連携

→組織のトップの理解を得る  

 既存の在宅医療関係会議のメ

ンバー  

 ケアマネージャー、管理薬剤

師、在宅施設の代表  

 訪問看護ステーション協会  

 ケアマネージャー協会  

 医師会在宅医療担当  

 在宅医療担当理事又は医療介

護連携会長  

 キーマン  メディカルコ

ントロール会長  

 二次病院の協会のトップ

又は救急のトップ  

 二次病院院長  

 救急病院救急部長  

 消防救急隊員  

 救急病院院長  

 救急センター長  

 現場の在宅医 1～3 人（都

市部、山間部で文化が違う） 

 一般市民、施設関係者、弁護

士、倫理学者  

 高齢者施設、有料老人ホー

ム、サービス付高齢者向け

住宅、特別養老老人ホーム  

 介護  

 

② 

課題抽出・共有  

(住民にも関係者にも) 

 個々の部門での課題をとりま

とめ、それぞれの部門の会議体

等への発信  

 データ開示  

(アンケート・レセプト等) 

 保健医療データ、介護データ等

の提供  

 市民への周知もあるので広報  

 医師会にある在宅医療関係の

データを抽出  

 啓発ポスターを医師会から会

員へ配布する  

 一次、二次の救急（MC）担

当消防隊  

 救急医  

（二次救急、三次救急）  

 消防  

 MC データの共有  

 MC 検証とフィードバック  

 

③ 

協議体との調整 
(既存) 

 既存の会議体の活用  

 庁内の協議体の洗い出し・整理  

 庁名への情報提供依頼  

 既存の在宅医療関係会議で常

に決定事項を報告する  

 堺市における医療と介護の連

携を進める関係者会議（いい

ともネットさかい）との調整  

 MC 会長の関連協議会への

参画  

 

④ 

事務局・運営体制・予算   招集  

 資料のとりまとめ  

 記録・まとめの作利  

 議事録  

 資料作成（準備）  

 県は遅いのでやはり群市町村

が事務職及び予算の確保  

 医療介護連携支援事業を一部

委託されているので、僅かな

ら予算は出せる  

  



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. フォローアップ調査結果 
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＜アンケート調査結果＞ 
(１)セミナーでの取組を含む、今年度の取組について 
① 「工程表の“作成”」を行うにあたって困難だった事柄 
工程表の作成について困難だった事柄は、「データ分析」(53.3%)が最も高く、「関係者の認識

のすり合わせ」(46.7%)が次いで多かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 「工程表を“履行”」するにあたって困難だった事柄 
工程表を履行するにあたって困難だった事柄は、「目標設定」(26.7%)、「課題抽出」(26.7%)、
「データ分析」(26.7%)、「関係者の認識のすり合わせ」(26.7%)、の 4 つが最も高い結果とな

った。 
 

  

図表 事前課題「工程表の“作成”」を行うにあたって困難だった事柄(複数選択)(n=15) 

データ分析

関係者の認識の
すり合わせ

目標設定

課題抽出

協議会の運営

協議会の設置

他団体への説明

その他

53.3 

46.7 

33.3 

26.7 

13.3 

13.3 

6.7 

13.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体(n=15)

図表 事前課題で作成した工程表を“履行”するにあたって困難だった事柄(複数選択)(n=15)

     

目標設定

課題抽出

データ分析

関係者の認識の
すり合わせ

協議会の運営

協議会の設置

他団体への説明

その他

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

20.0 

20.0 

13.3 

13.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

合計(n=15)
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＜「工程表の“作成”および“履行”」において困難だった事柄 詳細＞ 

所属 詳細意見 

データ分析 

 必要なデータがない場合も多く、データを収集するのに苦労した 
 多(他)部署にデータが点在している 
 自治体で消防を所掌していないため、救急搬送関連のデータの入手に時間がかかり、
分析も不十分である 
 多様なデータの分析・集計をするためのデータの意味の把握が困難 
 既存の市単位のデータは限られ、また、個別のデータを紐づけするのが困難である 

関係者の認識の 

すり合わせ 

 ACP についての知識がセミナー参加者でまちまちであった 
 医師会、病院群、消防局が行っている内容の共通点や相違点の整理が困難だった 
 取り組む目的についての認識が違い、説明してもなかなか理解してもらえなかった 
 救急医療と在宅医療の現場の意見と、行政とのギャップを感じた 
 進める度合いのペースが各職種で相違するため、説明への配慮や気配りが難しかった 
 行政側のメリットを他団体に説明するも、メリットが異なるため理解を得られなかった 

目標設定 

 今まで取り組んできた在宅医療・介護連携推進事業に、救急医療連携をどのようにリン
クさせていくか、具体的な取り組み指標、目標設定を行うことが難しかった 
 限られた資源の中で、現実的に実施可能な目標の設定が困難だった 
 柱となるテーマを基に各団体が共通する目標の設定をすることが困難だった 
 課題が整理できていないため、目標を設定するのが困難だった 

課題抽出 
 関係機関からの聞き取りが不十分な部分があった 
 各団体の課題は多岐かつ大小に渡ることからのイメージのつきにくさがある 
 課題が多くあり、どの課題に優先して取り組むか検討する必要がある 
 各団体の課題を整理し、柱となるテーマの設定するのが困難だった 

協議会の運営 

 行政主導ではなく、現場の意見が集約できる関係性のある運営体制が必要であるが、
現状ではそのような場が存在しない 
 既存の会議体の活用を優先しているため、議論の進め方が難しい 
 行政担当者が他の業務と兼務しながら協議会の事務局を担っており、準備が後手後
手になった 
 行政の主体運営ではないため、運営側の理解と役割分担の事前確認が必要だった 

他団体への説明 
 どの団体まで声をかければよいか判断に迷う 
 老人クラブ等、団体の会長に事業について説明したが、「死に触れないでほしい」と言う
意見があり、対話が必要 

 
③ 「工程表を“履行”」するにあたって工夫した点 
工程表を履行するにあたって工夫した点としては、既存の協議体を活用する、並行事業と共同

で進める等、今ある仕組みを効果的に使用し、取組を進めたという意見が見られた。また、関

係者で密にコミュニケーションを取ることで、自治体・医師会・病院等の立場が異なる場合で

あっても共通の課題を見つけ、取組を進捗できたとの点があがった。 
 
＜「工程表を“履行”」するにあたって工夫した点＞ 

工夫した点 

 既存の協議体を活用できた 
 事前に関係者説明をし、関係者間の認識のすり合わせをした上で、協議会を開催した 
 並行事業と共同体制を構築 
 中心となる在宅医、救急医との打ち合わせを複数回行い、行政がすべてを主導せず、
他機関と連携しつつ、履行のための準備を進めていくことができている 
 できる限りセミナー参加者の３者(自治体、医師会、病院)で話をする機会を持つように
した結果、共通の課題を見出すことができた 
 セミナーに参加した者がキーとなり、３者(自治体、医師会、病院)間で情報共有するこ
とで、同じ方向性をもって、取組を進めていくことができた 
 関係者とのコミュニケーションを密にし、目的など共有できるように心がけた。会議において
は、事前調整し目的、大切にしたいことの共有ができるような発言をしてもらった 
 学識経験者に様々な情報を報告し、相談をしながら進めた 
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④ 「工程表を“履行”」するにあたって最も上手くいった点 
工程表を履行するにあたって最も上手くいった点は、「協議会の設置」(40.0%)と最も高く、次

いで、「他団体への説明」(13.3%)、「課題抽出」(13.3%)と続く。「協議会の設置」については、

既存の協議会を活用して取組を進めることができたという意見のほか、セミナー参加者であ

る病院関係者の協力のもと、MC 協議会等の理解を得られたため設置がスムーズに進んだ等

の意見があった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜「工程表を“履行”」するにあたって最も上手くいった点 詳細＞ 

所属 詳細意見 

データ分析  既存のデータを活用することができた 

課題抽出 

 セミナーをきっかけに、救急医療・在宅医療・自治体の関係者で、それぞれが抱えてい
る課題等を共有することができた。個別ではなく、できる限り３者で話をする機会を持
つようにした結果、共通の課題を見出すことができた 
 セミナーに参加した者がキーとなり、救急医療・在宅医療・自治体のそれぞれの関係
者間で情報共有することで、同じ方向性をもって取組を進めていくことができた 

協議会の設置 
 設置にあたって、セミナー参加者の所属病院の病院長である地域MC協議会の会長
が協力的であったことで、設置がスムーズに進んだ 
 在宅医療サポートセンター事業と並行し、同事業の運営委員会を本事業の協議会と
することで、協議会はスムーズに設置することができた 

協議会の運営 

 既に立ち上がっている在宅医療介護連携協議会内において在宅医療・救急医療連
携セミナーへの参加報告と、今後も在宅医療・救急医療について継続して取組みを
行い、逐次協議会にて報告を行うことを伝えた 
 医師会及び救急病院、消防が所属する既存の会議「救急医療懇話会」を活用し、
かつ、分科会的な役割として「在宅医療・救急医療連携推進ワーキンググループ」の
発足の承認を平成 30年度中に得ることができた 

他団体への説明  現状把握や取り組む方向性などについて、既存の協議会を通して医師会の先生方と
共有できた 

  

データ分析
6.7% 他団体への

説明

13.3%

協議会
の設置

40.0%
協議会の

運営

6.7%

課題抽出
13.3%

目標設定
0.0%

その他
20.0%

図表 工程表を“履行”するに当たって最も上手くいった点(1つ選択) (n=15)  
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(２)これから在宅医療・救急医療の連携を進めていく上の方向性 
① 「在宅からの搬送の連携強化」についてこれからどのように取り組むか 
在宅からの搬送の連携強化については、「平成 31 年度以降に取組を開始する」(60.0%)が最も

高く、「未定」(20.0%)、「既に取り組んでいる」(13.3%)となった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜「未定」とした理由＞ 

未定とした理由 
 診診連携・病診連携、医療と多職種との連携について、医師会と情報共有を行いなが
ら進めていくため、スケジュールについては未定 
 現在、データを収集している最中であり、データをまとめ分析することにより、課題を明確
にし、取り組む内容について改めて検討していく 

 
② 「高齢者施設からの搬送の連携強化」についてこれからどのように取り組むか 

高齢者施設からの搬送の連携強化については、「平成 31 年度以降に取組を開始する」(60.0%)
が最も高く、「平成 30 年度に取組を開始する」(20.0%)、「既に取り組んでいる」(13.3%)、「未

定」(6.7%)となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜「未定」とした理由＞ 
未定とした理由  現在、データを収集している最中であり、データをまとめ分析することにより、課題を明確

にし、取り組む内容について改めて検討していく 

図表 「在宅からの搬送の連携強化」について今後の取組(1つ選択) (n=15)  

既に取り組
んでいる
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度に取組を

開始する
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開始する
60.0%

今後取り組む
予定はない

0.0%

未定
20.0%

図表 「高齢者施設からの搬送の連携強化」について今後の取組(1つ選択) (n=15)  
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③ 「患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化」についてこれからどのように取り組むか 
患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化については、「平成 31 年度以降に取組を開

始する」(40.0%)が最も高く、「未定」(33.3%)、「既に取り組んでいる」(20.0%)、「平成 30 年

度に取組を開始する」(6.7%)、となった。「未定」とした意見の中には、担当職員の知識が足

りず、把握してから取り組みたいという意見もあった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜「未定」とした理由＞ 

未定とした理由 

 在宅医療担当職員がまず今までの経緯等を勉強し、消防・救急医師等多くの意見を
参考にし、検討していきたい 
 「患者本人の意思」を把握するにあたっては、本人にそのことを考えてもらう必要もある。
本人が考えるきっかけとなる場面は様々あり、連携を強化するにあたって、実態を把握
し、どのような取組を行うことが効果的なのか研究を進めると考えているため、具体的な
取組の開始時期は、未定 

 
(３)国への要望について 

国への要望については、より多くの本セミナー等への参加機会の提供、先進事例の更なる提

供、ICT 導入のための予算確保、国民への普及啓発等の意見が挙がった。 

 
＜国への要望 詳細＞ 

国への要望 

 今回のようなセミナーに、より多くの自治体が参加できるようにしていただきたい 
 自治体・医師会・病院・消防の 4者で参加できるようにしていただきたい 
 患者情報連携シートの見本例を作成していただきたい 
 継続的な研修や、自治体への講師派遣をお願いしたい。伴走支援していただきたい 
 より多くの先進事例の紹介をしていただきたい 
 人口 10万人以下の自治体では、医療政策に対応する部署を持っていないのが現状で
ある。情報収集やデータ分析を行う機能は、中核市などに比べて著しく劣っているため、
大都市のデータに偏ることなく、小都市においても正確な現状把握と分析を可能にする
支援と、その分析に基づいて地域事情に即した連携体制構築が進められるような施策
を実施していただきたい 
 ICT を利用した仕組を導入するための予算の確保 
 在宅医療と救急医療の連携が重要であることについて国として、何らかのかたちで、国民
へ啓発を実践していただきたい 

 

図表 「患者本人の意思を事前に汲み取る取組の連携強化」について 

今後の取組(1つ選択) (n=15)  
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VI. 急病を中心とする救急搬送に関するアンケート 
調査結果 
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1. アンケート調査結果 まとめ 
(１)アンケート結果のまとめ 

① 「急病」の救急搬送における状況 
人口 1 万人あたりの「急病」高齢者の搬送人員数を見ると、高齢化率(75 歳以上)が高い市町

村を管轄する消防本部ほど救急搬送人員数が多く(P238 参照)、今後、高齢化が進む地域では、

「急病」高齢者の救急搬送人員が増えることが想定される。 

 

＜事故発生場所別の課題＞ 

事故発生場所別で見ると、発生場所によって消防本部の抱える課題が異なっている。 

「住宅」からの搬送においては、昨今、軽症でも救急車を利用するケースが散見され、問題

となっているが、今回の調査では、「急病」高齢者(60 歳以上)の搬送のうち、「軽症」の割合が

40%と半数弱を占め(P240 参照)、「住宅」からの搬送の課題を見ると、「軽症等での搬送が多い」

が 50.6%と、半数の消防本部が軽症の搬送の多さを課題としている。また、「住宅」からの搬送

の課題は、軽症の搬送の多さ以外にも「患者のキーパーソン、DNAR 意思等の社会的情報の確

認ができないケースが多い」(54.4%)、「患者の既往症・アレルギー等の医療情報の確認ができ

ないケースが多い」(41.3%)等が挙げられており、診療情報や社会的情報等の患者情報が確認で

きないことも課題として挙げられている(P244 参照)。さらに、消防本部管轄下の最大市町村規

模別で見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本部ほど、「かかりつけの医師や看護師に

連絡がつかないケースが多い」としている(P244 参照)。 

一方、「老人ホーム」からの搬送においては、「住宅」からの搬送と比べ救急搬送人員数が 9
分の 1 程度と少ないものの、「中等症」以上（「死亡」、「重症」、「中等症」）の占める割合が高い

(P239.240 参照)。症状の重い患者ほどスムーズな搬送が求められるが、「老人ホーム」からの

搬送の課題として、「老人ホームが病院照会を済ませておらず、救急隊が行うケースが多い」

(66.1%)、「老人ホーム職員が患者のキーパーソン、DNAR 意思等の社会的情報を把握していな

いケースが多い」(45.4%)、「老人ホーム職員が事故発生状況について病院に説明できないケー

スが多い」(37.8%)が挙げられており、老人ホーム職員の対応が課題としている(P245 参照)。 

 
＜消防本部管轄下の最大市町村規模別の課題＞ 

各消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模によって消防本部の抱える課題が異な

っている。 

「人口 30 万人以上」を管轄する消防本部では、人口比での隊員数が少ない(P235 参照)にも

かかわらず、救急隊員 1 人当たりの搬送件数が多く、負担が大きい(P236 参照)が、高齢者(60
歳以上)の搬送について、「住宅」からの搬送と「老人ホーム」からの搬送のどちらも増えてい

ると回答しているところが多く(P242 参照)、今後、更に負担が大きくなることが想定される。

このため、今まで以上に効率的に搬送するなど、増加する「急病」高齢者の搬送への対策が必

要である。 
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「町、村」を管轄する消防本部では、「住宅」からの搬送件数と「老人ホーム」からの搬送件

数のいずれも増加傾向にあるところは少ないものの(P242 参照)、症状の重い「重症」以上の患

者が搬送されるケースが多い(P241 参照)ことから、「重症」患者への搬送対策が必要である。 

 

② 在宅医療・救急医療連携についての協議の場(検討会等)について 
在宅医療・救急医療連携の協議の場は、消防本部管轄下の市町村の約半数に設置されている

(P246 参照)が、消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、市町村規模が小さい消防本部ほ

ど、管轄下の市町村に在宅医療・救急医療の連携について協議の場が設定されていないと回答

している(P246 参照)。 

協議の場への参加者は、「病院関係者」(92.2%)、「医師会関係者」(89.4%)の割合が高く(P248
参照)、9 割程度の消防本部が何らかの形で協議の場に参加している(P247 参照)が、「町、村」

の場合、「医師会関係者」、「歯科医師会関係者」、「訪問看護関連施設関係者」と医療関係団体の

参加が低い傾向にある(P248 参照)。 

検討内容は、「多職種連携について」(59.5%)が最も多く、次いで「病院と病院の連携につい

て」(49.1%)、「病院と診療所の連携について」(44.5%)、「患者情報共有の方法について」(44.5%)
の順である(P249 参照)が、「町、村」の場合、「病院と病院の連携について」、「病院と診療所の

連携」について検討されていない傾向にある。 

 

① 患者の意思に沿わない救急搬送を減らすための取組に関する協議の場(検討会等)について 
患者の意思を事前確認する取組の協議の場は、約 1 割の消防本部管轄下の市町村に設置され

ている(P250 参照)。 

協議の場への参加者は、「病院関係者」(93.1%)、「医師会関係者」(91.7%)の割合が高く(P252
参照)、8 割強の消防本部が何らかの形で協議の場に参加している(P251 参照)。 

検討内容については、「患者本人の意思の確認方法・手法の検討」(75.0%)が最も多く、次い

で「人生の最終段階における医療・ケアの在り方の検討」(68.1%)、「医療職・介護職への普及・

啓発の検討」(61.1%)、「患者・患者家族への普及・啓発の検討」(50.0%)の順である(P253 参照)。 

救急搬送される前に患者の意思を事前に確認する取組は、在宅医療・救急医療連携の取組に

比べ、全国的に取り組みが進んでいないが、患者の意思を事前確認する取組の協議の場がある

市町村では、取組が進んでいる(P254 参照)。  



230 

② 救急搬送時の患者情報連携について 
約 6 割の消防本部では、救急搬送時に何らかの形で患者情報の確認をしている(P255 照)。患

者情報確認の媒体は、「患者情報等が記載されている用紙(現物)のみで確認している」が 9 割強

と高く、ICT の利用はほとんど見られない(P256 参照)。 

救急搬送時に患者情報を確認できる消防本部のうち 9 割強が、救急搬送時に消防隊員が患者

情報を確認できることに「メリットがある」と回答している(P255 参照)。具体的には、「病院

収容所要時間が減少した」(55.5%)の割合が最も高く、「搬送中の所要時間(車内収容～現発)が
減少した」(46.5%)、「搬送時の病院問い合わせの回数が減少した」(45.0%)、「搬送中の所要時

間(現着～車内収容)が減少した」(41.4%)、で、救急搬送時に患者情報を確認できる仕組みは、

効率的な救急搬送に効果があると考えられる(P259 参照)。特に、管轄下の最大市町村規模が大

きい消防本部ほど、「搬送中の所要時間(車内収容～現発)が減少した」と回答しており、搬送先

として複数の病院が候補に挙がる大都市圏ほど、この効果が大きいと考えられる(P259 参照)。 

なお、確認できる患者情報について、消防本部が救急搬送時に確認できる患者情報と、消防

本部が確認できることが望ましいと考える情報には、以下の通り差が見られる。 

患者情報記入者について 多くの項目で項目送時に確認できることが望ましいと考える消防本

部が多い一方で、実際に確認できているケースが少ない。(P257 参

照) 
患者情報記載日等の情報に

ついて 
情報を起票した「情報記載日」は、確認できることが望ましいと考え

られており、かつ実際に確認できているが、「情報更新日」について

は、確認できることが望ましいと考えられている一方、実際に確認

できているケースが少ない。(P257 参照) 
患者本人の情報について 「アレルギー」、「キーパーソン」、「障害有無」、「認知症有無」、「治療

等に関する患者本人の意思」については、確認できることが望まし

いと考えられている一方、実際に確認できているケースが少ない。

特に、「治療等に関する患者本人の意思」についてはその差が大きい

(P258 参照) 
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(２) アンケート結果から読み取れる事柄 
 高齢者の急病における救急搬送については、昨今全国的に問題となっているが、人口規模別や、

事故発生場所別によって、その問題となる事象や課題は異なっていることから、各地域では、

自地域の特性に即した対応策の検討が必要となる。また、今後、高齢化が進む地域では、「急

病」高齢者の救急搬送人員が増えることが想定され、搬送への対策が課題となることが想定さ

れる。 
 在宅医療・救急医療連携の取組のひとつである救急搬送時の患者情報連携においては、連携で

きている地域を管轄する消防本部約 9 割強が、より効率的な救急搬送に効果があるとして「メ

リットがある」と回答しており、救急搬送時間の短縮のためにも、当該取組を推進することが

必要である。取組ができている地域の多くが、多職種の集う協議の場(検討会等)を活用して取

組を進めていることから、協議の場がないところでは、設置を促す等の働きかけが有効と言え

る。 
 協議会の設置については、規模が小さい地域からは、自治体職員の意見として、医師会や

消防本部の担当地域が複数にまたがっているため多職種間で密な連携が取りづらく、協議

の場の設置が難しいという意見や、自治体に在宅医療・救急医療の連携を行う専門の部署

が存在しない場合、連携の旗振りがしづらいという意見が聞かれ、課題となっている。ま

た、協議会を設置できていても、「医師会関係者」、「歯科医師会関係者」、「訪問看護関連施

設関係者」と医療関係団体の参加が低い傾向にあることや、協議会の検討内容において、

「病院と病院の連携について」、「病院と診療所の連携」について検討されていない傾向に

あり、地域の医療機関との連携構築とともに、広域での多職種連携が課題である。 
 地域によっては、医師会や消防本部の担当地域が複数にまたがり多職種間で密な連携が取

りづらい、在宅医療・救急医療連携の専門部署が自治体内にないことから、連携の旗振り

がしづらい等の理由で在宅医療・救急医療連携の取組が進んでいないところも存在してい

るほか、多職種連携の協議会を二次医療圏で行っている場合もあるため、在宅医療・救急

医療連携を推進するためには、都道府県による市町村への支援が求められる。 
 平成 30 年 3 月に改訂された「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」を踏まえた患者の意思に沿わない救急搬送を減らすための取組についても、協議

の場の設置が地域での取組を進める実態があり、本事業の趣旨である「患者の意思を共有する

ための関係機関間の連携体制の構築」を進めるため、まずは協議の場の設置を推進することが

求められる。 
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2. アンケート調査結果 
(１)回答者属性について 
① 消防本部管轄下の市町村の人口（合計） 

各消防本部が管轄する市町村の人口の分布(以下、「消防本部管轄下の市町村の人口別」とい

う)は、「人口 5 万人未満」(31.5%)の消防本部が最も多く、次いで「人口 5 万人以上 10 万人未

満」(27.8%)、「人口 10 万人以上 30 万人未満」(27.7%)と続く。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
② 75 歳以上の割合 

最新の統計では「急病」の救急搬送人員において 75 歳以上の高齢者の占める割合は全体の

45%と半数近くを占めている 1。また、今後も 75 歳以上の高齢者人口は増加することが予測

されているが 2、各消防本部が管轄する市町村の人口のうち 75 歳以上の高齢者の含まれる割

合の分布 (以下、「高齢化率(75 歳以上)別」という) を見ると、「全国平均 3 (13.8%)以上 20%
未満」(47.3%)の割合が最も多く、次いで「全国平均(13.8%)未満」(33.4%)である。 

消防本部管轄下の市町村の人口別で見ると、人口規模が大きい市町村を管轄する消防本部

ほど、高齢化率が低い。 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                       
1 出典：平成 30 年版 救急救助の現況（消防庁） 
2 出典：平成 30 年版高齢社会白書（内閣府） 
3 出典：平成 30 年度高齢社会白書（内閣府）より。人口に占める 75 歳以上の割合の全国平均は 13.8％ 

図表 ① 各消防本部の管轄する市町村の人口（合計） (n=632) 

図表 75 歳以上の割合 (n=632) 
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③ 消防本部管轄下の最大市町村 
半数弱の消防本部が複数市町村を管轄しているが(P234 参照)、複数市町村を管轄している

場合、当該消防本部の所在地は、最も大きな市町村にあり、かつ在宅医療・救急医療連携も当

該市町村との連携が主になることが想定されるため、各消防本部が管轄する市町村のうち、最

も大きな市町村で分類を行った(以下、「消防本部管轄下の最大市町村規模別」という)。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、「人口 10 万人未満の都市」(51.6%)を管轄す

る消防本部が最も多く、次いで「人口 10 万人以上 30 万人未満の都市」(23.1%)、である。 
高齢化率(75 歳以上)別で見ると、規模の小さい「人口 10 万人未満の都市」および「町、村」

を管轄する消防本部においては、高齢化率が高くなっている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

図表 消防本部が管轄する市町村のうち最も大きな市町村(n=632) 

※ 「人口分類別」において、「人口 100 万人以上」は n 数が少ないため、「人口 30 万人以上 100 万人未満」と合算し、「人口 30
万人以上」とする(以降も同様) 
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(２)各消防本部の置かれている状況について 
① 救急業務実施市町村数 

消防本部が１市町村のみを管轄しているか、複数の市町村を管轄しているかたずねたとこ

ろ、「1 市町村のみを管轄」(51.3%)、「複数市町村を管轄」(48.7%)となった。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模が小さい市町村を管轄する消防本部ほ

ど、複数市町村を管轄している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

図表 消防本部に関するデータ：救急業務実施市町村数 

(平成 30 年 4 月 1 日現在の数) (n=632) 

※ 「消防本部参加の最大市町村規模別」において、「東京都区部、政令指定都市」は n 数が少ないため、「人口 30 万人以上の都

市」と合算し、「人口 30 万人以上の都市（東京都区部、政令指定都市含む）」とする(以降も同様) 
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図表 消防本部に関するデータ：救急隊数 

(平成 30 年 4 月 1 日現在の数) (n=632) 

図表 消防本部に関するデータ：救急隊員数 

(平成 30 年 4 月 1 日現在の数) (n=632) 

② 救急隊数 
所属する救急隊数については、「5 隊未満」(41.5%)の割合が最も高く、次いで「5 隊以上 10
隊未満」(39.7%)である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
③ 救急隊員総数 

所属する救急隊員数については、「50 人以上 100 人未満」(38.0%)の割合が最も多く、次い

で「50 人未満」(30.5%)、次いで「100 人以上 200 人未満」(22.8%)である。 
人口 1 万人あたりの救急隊員数平均(年間)を見ると、平均値 10.9 人、中央値 9.2 人で、消

防本部管轄下の最大市町村規模別では、規模が大きい市町村を管轄する消防本部ほど、隊員数

が少ない。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
＜人口 1 万人あたりの救急隊員数年間平均(平成 29 年 1 月～12 月)＞ 
平均値：10.9 人 
中央値：9.2.人 
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④ 救急出動件数および救急搬送件数 
救急出動件数、救急搬送件数の年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)を見ると、ともに「2000

件以上 5000 件未満」の割合が最も高く、次いで「2000 件未満」である。 
救急隊員 1 人あたりの救急搬送件数の年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)を見ると、平均値

70.6 件、中央値 44.3 件である。また、消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模が

大きい市町村を管轄する消防本部ほど、人口比での隊員数が少ない(P235 参照)にもかかわら

ず、救急隊員 1 人当たりの搬送件数が多く、負担が大きいことが読み取れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＜救急隊員 1 人あたりの救急搬送件数年間平均(平成 29 年 1 月～12 月)＞ 

・平均値：70.6 件 
・中央値：44.3 件 

 
 
  

図表 救急出動件数 平成 29 年(1 月～12 月) (n=632) 図表 救急搬送件数 平成 29 年(1 月～12 月) (n=632) 
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⑤ 事故種別「急病」における救急搬送人員数

○事故発生場所別

事故種別「急病」の救急搬送人員数の年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)について事故発生

場所別に見ると、「住宅」からの搬送は 3841.8 人、「老人ホーム」からの搬送は 445.5 人とな

り、「住宅」からの搬送が多い。

「高齢者(60 歳以上)」の占める人数を見ると、事故発生場所が「住宅」では 2633.9 人(68.6%)、
「老人ホーム(※)」では、432.8 人(97.1%)で、「急病」における救急搬送人員数において、高齢

者(60 歳以上)の割合が多くを占めている。 
人口 1 万人あたりの「急病」高齢者(60 歳以上)の救急搬送人員数を見ると、「住宅」からの

搬送では、平均値 152.1 人、中央値 146.7 人、「老人ホーム」からの搬送では、平均値 24.9 人、

中央値 22.6 人である。また、高齢化率(75 歳以上)別に見ると、「住宅」、「老人ホーム」双方か

らの搬送で、高齢化率(75 歳以上)が高い市町村を管轄する消防本部ほど人口 1 万人あたりの

「急病」高齢者(60 歳以上)の救急搬送人員数が多く、高齢化が進むと「急病」高齢者の救急搬

送人員が増えることが想定される。

※ 各消防本部が消防庁「救急・救助の現況」の集計ために提出するデータのうち、事故発生場所が「公衆衛生場所」かつ「老

人ホーム」と区分されている場合を指す。以降の「老人ホーム」も同。

図表 急病における救急搬送人員数の事故発生場所別年間平均値 

“実数” (平成 29 年 1 月～12 月)(n=632) 

図表 急病における救急搬送人員数の事故発生場所別年間平均値 

“割合” (平成 29 年 1 月～12 月)(n=632) 



238 

＜人口1万人あたりにおける「急病」高齢者(60歳以上)の年間救急搬送人員数平均(平成29年1月～12月)＞ 
ⅰ．「住宅」からの搬送 
・平均値：152.1 人 
・中央値：146.7 人 

 
 
ⅱ．「老人ホーム」からの搬送 

・平均値：24.9 人 
・中央値：22.6 人 
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○事故発生場所別/傷病程度別 
事故種別「急病」の救急搬送人員数の年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)について傷病程度

別に見ると、事故発生場所が「住宅」の場合、「軽症」(48.0%)と「中等症」(42.6%)の割合が

高く、事故発生場所が「老人ホーム」の場合、「中等症」の割合が 61.5%と高いが、軽症も 2
割弱見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表 「急病」における救急搬送人員数の事故発生場所別/傷病程度別  

年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月) “実数”  (n=632) 

図表 「急病」における救急搬送人員数の事故発生場所別/傷病程度別  

年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月) “割合”  (n=632) 
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○高齢者(60 歳以上)の事故発生場所別/傷病程度別 
事故種別「急病」かつ高齢者(60 歳以上)の救急搬送人員数の年間平均値(平成 29 年 1 月～

12 月)について傷病程度別に見ると、事故発生場所が「住宅」の場合、「中等症」(48.3%)と「軽

症」(40.0%)の割合が高く、事故発生場所が「老人ホーム」の場合、「中等症」の割合が 61.8%
と高いが、軽症も 2 割弱見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

図表 高齢者(60 歳以上)の「急病」における救急搬送人員数の事故発生場所別/傷病程度別 

年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月) “実数” (n=632) 

図表 高齢者(60 歳以上)の「急病」における救急搬送人員数の事故発生場所別/傷病程度別 

年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月) “割合” (n=632) 
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事故種別「急病」かつ「高齢者(60 歳以上)」の救急搬送人員数の年間平均値(平成 29 年 1 月

～12 月)について消防本部管轄下の最大市町村規模別に見ると、以下の通りである。 
「住宅」からの搬送では、昨今、軽傷でも救急車を利用するケースが散見され、問題となっ

ているが、規模にかかわらず、4 割程度が「軽症」である。また、中等症も 5 割弱と多い。 
「老人ホーム」からの搬送では、規模にかかわらず、「住宅」からの搬送より、「中等症」以

上の割合（「死亡」、「重症」、「中等症」）が大きく、症状の重い患者が搬送される割合が高いこ

とが示唆される。 
「住宅」、「老人ホーム」双方からの搬送で、規模が小さい市町村を管轄する消防本部ほど、

「死亡」、「重症」の割合が大きい。 
 
 
  

図表 高齢者(60 歳以上)の「急病」における救急搬送人員数の 

傷病程度別/消防本部管轄下の最大市町村規模別 年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)割合 

事故発生場所 “住宅” (n=632) 

図表 高齢者(60 歳以上)の「急病」における救急搬送人員数の 

傷病程度別/消防本部管轄下の最大市町村規模別 年間平均値(平成 29 年 1 月～12 月)割合 

事故発生場所 “老人ホーム” (n=632) 
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⑥ 高齢者の搬送件数の変化 
事故種別「急病」の高齢者(60 歳以上)搬送件数において、事故発生場所が「住宅」および

「老人ホーム」である場合の搬送件数の増加の有無をたずねたところ、「住宅からの搬送、老

人ホームからの搬送、どちらも増えている」(63.6%)が最も多い。 
高齢化率(75 歳以上)別で見ると、高齢化率が低い市町村を管轄する消防本部ほど、また、消

防本部管轄下の最大市町村規模別に見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本部ほど、住

宅からの搬送と老人ホームからの搬送のどちらも増えていると回答している。前述のとおり、

規模が大きい市町村を管轄する消防本部ほど、人口比での隊員数が少ない(P235 参照)にもか

かわらず、救急隊員 1 人当たりの搬送件数が多く、負担が大きいことが読み取れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 事故発生場所別による高齢者(60 歳以上)の搬送件数増加(n=632) 
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事故種別「急病」の高齢者(60 歳以上)搬送件数において、「住宅」および「老人ホーム」の

どちらも搬送が「増えている」と回答した消防本部(n=402)に、「住宅」からの搬送の増加と「老

人ホーム」からの搬送の増加のどちらが喫緊で解決すべき問題かをたずねたところ、「老人ホ

ームに入居する患者の搬送件数の増加」(59.2%)、「在宅(患者自宅)療養中の高齢者の患者の搬

送件数の増加」(40.8%)で、「老人ホーム」からの搬送件数の増加のほうが喫緊で解決すべき問

題としている。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別に見ると、「「人口 10 万人以上 30 万人未満の都市」と

「人口 10 万人未満の都市」を管轄する消防本部においては、人口あたりの老人ホームからの

救急搬送人員数がその他消防本部と変わらない(P238 参照)にも関わらず、老人ホーム入居患

者の搬送件数の増加のほうが喫緊で解決すべき問題であるとした比率が高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

図表 在宅(患者自宅)療養中の患者の搬送件数増と老人ホーム入居の患者の搬送件数増： 

喫緊で解決すべき問題(一つ選択) (n=402) 
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⑦ 救急搬送における現在の課題 
○「住宅」からの高齢者患者の搬送における現在の課題 

「住宅」からの高齢者患者の搬送における現在の課題についてたずねたところ、「患者のキ

ーパーソン、DNAR 意思等の社会的情報の確認ができないケースが多い」(54.4%)、「軽症等

での搬送が多い」(50.8%)、「患者の既往症・アレルギー等の医療情報の確認ができないケース

が多い」(41.3%)と続き、患者情報が確認できないことや軽症の搬送が多いことを課題とした

消防本部が多い。 
また、消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本

部ほど、「かかりつけの医師や看護師に連絡がつかないケースが多い」としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【「その他」 回答詳細】 
・課題はない 
・独居・高齢者世帯のため情報聴取が困難なケースがある 
・家族に連絡がつかないケースがある 
・DNAR に関する法の未整備等で対応に苦慮するケースがある 
・情報収集の困難化で収容までの時間が長くなっている 
・搬入先病院の選定が困難になっている 等 

  

図表 在宅(患者自宅)からの高齢者患者の搬送における現在の課題(複数選択) (n=632) 

2.4 種

平
均 

 
 

の
課
題
あ
り
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○老人ホーム入居患者の搬送における現在の課題 
老人ホーム入居患者の搬送における現在の課題についてたずねたところ、「老人ホームが病

院照会を済ませておらず、救急隊が行うケースが多い」(66.1%)の割合が最も高く、「老人ホー

ム職員が患者のキーパーソン、DNAR 意思等の社会的情報を把握していないケースが多い」

(45.4%)、「老人ホーム職員が事故発生状況について病院に説明できないケースが多い」

(37.8%)、と続き、老人ホーム職員の対応を課題とした消防本部が多い。 
高齢者率(75 歳以上)別に見ると、高齢化率が高い市町村を管轄する消防本部ほど、「老人ホ

ーム職員が救急車に同乗できないケースが多い」点を課題に挙げているが、介護サービスに従

事する従業員の不足感は直近 4 年で連続して増加しており 4、高齢化率が高いと「急病」高齢

者の搬送が多くなる(P238 参照)一方で、老人ホーム職員においてもマンパワー不足を感じて

いる傾向にある。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別に見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本部の

方が、規模が小さい市町村を管轄する消防本部より概ね全ての項目で数値が高く、特に、「老

人ホーム職員が救急車に同乗できないケースが多い」、「かかりつけの医師や看護師に連絡が

つかないケースが多い」、「延命処置を望まない疾病者の搬送が増加している」等の点に課題が

あると感じている。 
 
 

 
 
 
 
 
 

【「その他」 回答詳細】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                       
4 介護労働安定センター「介護労働実態調査（平成 29 年度）」結果より 

 課題はない 
 発症から要請までの時間が長いケースが

ある 
 施設側で適切な応急処置を実施していな

いケースがある 
 DNAR に関する法の未整備等で対応に

苦慮するケースがある 
 夜間時に患者情報収集に困難なケースが

ある 
 施設側車両が使用可の状態で通報するケ

ースがある 等 

図表 老人ホーム入居患者の搬送における現在の課題(複数選択) (n=632) 
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(３)在宅医療・救急医療連携についての協議の場(検討会等)について 
 
① 協議の場(検討会等)の有無について 

各消防本部が管轄する市町村に「在宅医療・救急医療連携についての協議の場(検討会等)」
があるか(以下、「在宅医療・救急医療の連携について協議する場(検討会等)の有無別」という)
たずねたところ、「ある」(55.1%)、「ない」(37.3%)、「わからない」(7.6%)、の順で、約半数の

消防本部の管轄下では、全域もしくは一部の市町村にて、在宅医療・救急医療連携についての

協議の場(検討会等)が設置されている。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模が小さい市町村を管轄する消防本部ほ

ど、在宅医療・救急医療の連携について協議をする場が設定されていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

図表 自治体や医師会等主催の「在宅医療・救急医療連携」に関する検討会(一つ選択) (n=632) 
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② 協議の場(検討会等)への参加状況 
各消防本部が管轄する市町村において、「在宅医療・救急医療連携の協議の場(検討会等)」

が「ある」と回答した消防本部(n=348)に、当該協議の場(検討会等)に消防として参加してい

るかをたずねたところ、「構成員として参加している」(82.5%)、「構成員ではないが、参考人

(オブザーバー)等で参加したことがある」(13.2%)、「参加していない」(4.3%)、の順で、在宅

医療・救急医療連携の協議の場が作られている場合、9 割程度の消防本部が何らかの形で当該

協議の場に参加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 消防としての検討会への参加状況  (一つ選択) (n=348) 



248 

③ 協議の場(検討会等)への参加者 
各消防本部が管轄する市町村において「、在宅医療・救急医療連携の協議の場(検討会等)」

が「ある」と回答した消防本部(n=348)に、当該協議の場(検討会等)にどのような構成員が参

加しているかたずねたところ、「病院関係者」(92.2%)の割合が最も高く、次いで「医師会関係

者」(89.4%)、次いで「自治体の医療関連部署関係者」(72.1%)で、「その他」を含む 11 種の構

成員区分のうち、1 地域あたり平均約 6 種の構成員が参加している。 
消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、「町、村」の場合は、「医師会関係者」、「歯科

医師会関係者」、「訪問看護関連施設関係者」等の医療関係者の参加が低い傾向にある。「在宅

医療・救急医療連携セミナー」参加の規模が小さい地域からは、自治体職員の意見として、医

師会や歯科医師会が複数の市町村を担当しており連携が取りづらいことや、地域内の訪問看

護ステーションがばらばらに動いており、取りまとめる組織体が存在しないため連携しづら

い等の意見が挙げられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

図表 検討会への参加者 (複数選択) (n=348) 

・警察

・保健所 等

5.7 種

平
均 

 
 

の
構
成
員
が
参
加
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④ 協議の場(検討会等)での検討内容

各消防本部が管轄する市町村において、「在宅医療・救急医療連携の協議の場(検討会等)」
が「ある」と回答した消防本部(n=348)に、当該協議の場(検討会等)でどのような検討をして

いるかたずねたところ、「多職種連携について」(59.5%)の割合が最も高く、「病院と病院の連

携について」(49.1%)、「病院と診療所の連携について」(44.5%)、「患者情報共有の方法につい

て」(44.5%)、で、「その他」を含む 15 種の検討項目のうち、1 地域あたり平均約 5 種の内容

を検討している。

消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、「町、村」においては、「病院と病院の連携に

ついて」や、「病院と診療所の連携」について検討されていない傾向にある。

図表 協議会での検討内容 (複数選択) (n=348) 

・救急体制について

・医療機関と消防の連携について 等

4.6 種

平
均

 

の
項
目
を
検
討
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(４)患者の意思に沿わない救急搬送を減らすための取組に関する協議の場(検討会等)について 
 
① 協議の場(検討会等)の有無 

各消防本部が管轄する市町村に「救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組についての

協議の場(検討会等)」があるかたずねたところ(以下、「救急搬送される患者の意思を事前に確

認する取組についての協議の場(検討会等)の有無別」という)、「ない」(79.3%)の割合が最も高

く、約 8 割程度の消防本部の管轄下では、患者の意思を事前確認する取組の協議の場が設置

されていない。 
なお、消防本部管轄下の最大市町村規模別に見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本

部ほど、管轄する市町村に救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組について協議をする

場があるが、最も割合が高かった「人口 30 万人以上の都市」でも、2 割を下回る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

図表 救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組に関する検討会(一つ選択) (n=632) 
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② 協議の場(検討会等)への参加状況 
各消防本部が管轄する市町村において、「救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組につ

いて協議の場(検討会等)」が「ある」と回答した消防本部(n=72)に、当該協議の場(検討会等)
に消防として参加しているかをたずねたところ、「構成員として参加している」(83.3%)、「構

成員ではないが、参考人(オブザーバー)等で参加したことがある」(15.3%)、「参加していない」

(1.4%)、となり、救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組について協議の場が作られてい

る場合、9 割強の消防本部が何らかの形で当該協議の場に参加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 消防としての検討会への参加状況  (一つ選択) (n=72) 
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③ 協議の場(検討会等)への参加者 
各消防本部が管轄する市町村において、「救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組につ

いて協議の場(検討会等)」が「ある」と回答した消防本部(n=72)に、当該協議の場(検討会等)
への参加者をたずねたところ、「病院関係者」(93.1%)、「医師会関係者」(91.7%)、「自治体の

医療関連部署」(65.3%)、「訪問看護関連施設関係者」(56.9%)、「介護事業者関係者」(55.6%)
と続き、「その他」を含む 11 種の構成員区分のうち、1 地域あたり平均約 5 種の構成員が参加

している。 
 

 

【「その他」 回答詳細】 
 弁護士等法律関係者 
 警察 
 保健所関係者 
 消防関係者 
 MC 医師 
 高齢者福祉協議会 等 

 
 
 

  

4.6 種

平
均 

 
 

の
構
成
員
が
参
加

図表 検討会への参加者(複数選択) (n=72) 
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④ 協議の場(検討会等)での検討内容

各消防本部が管轄する市町村において、「救急搬送前に患者の意思を事前確認する取組につ

いて協議の場(検討会等)」が「ある」と回答した消防本部(n=72)に、当該協議の場での検討内

容をたずねたところ、「患者本人の意思の確認方法・手法の検討」(75.0%)、「人生の最終段階

における医療・ケアの在り方の検討」(68.1%)、「医療職・介護職への普及・啓発の検討」(61.1%)、
「患者・患者家族への普及・啓発の検討」(50.0%)と続く。 

図表 協議会での検討内容(複数選択) (n=72) 

・「救急搬送ルールの検討」等
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⑤ 救急搬送される前に患者の意思を事前に確認する取組で実際に取り組んでいる事柄 
救急搬送される前に患者の意思を事前に確認する取組について、実際に取り組んでいるか

をたずねたところ、「わからない」(41.6%)の割合が最も高く、「取組を行っていない」(32.4%)、
「何らかの取組みを行っている」(25.9%)である。検討をしている場合であっても、どの項目

も 10％未満と数値が高くなく、全国的に取り組みは進んでいないが、救急搬送前に患者の意

思を事前確認する取組についての協議の場(検討会等)がある市町村については、取り組みが進

んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「その他」 回答詳細】 
 「救急対応時に DNAR を確認している 
 「救急講習会で働きかけをしている 
 「DNAR 対応に関する方針やプロトコルを作成している 
 「福祉施設に DNAR に関する情報提供を働きかけている 
 「DNAR があっても要請があれば搬送する 
 「DNAR に関するシンポジウム等を開催している 
 「DNAR 対応に関する研修を実施している 
 「福祉施設側の用意した用紙等で DNAR を確認している 等 

  

図表 患者の病状急変時に患者本人の意思に沿わない救急搬送

を行わないための取組状況(n=632) 

図表 患者の病状急変時に患者本人の意思に沿わない救急搬送

を行わないための取組内容(n=632) 
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(５)救急搬送時の患者情報連携について 
 
① 救急搬送時において患者情報が確認できる仕組みの有無 

救急搬送時に消防隊員が患者情報を確認できる仕組みがあるかたずねたところ、「管轄のど

の地域でも確認できない」(39.6%)、「患者によるが、管轄の全ての地域で確認できる」(33.7%)、
「管轄の一部の地域でしか確認できない」(26.7%)で、6 割程度の消防本部が救急搬送時に何

らかの形で患者情報の確認ができる仕組みがある。 
仕組みがある地域においては、うち 92.4%が、救急搬送時に消防隊員が患者情報を確認で

きることで「メリットがある」と回答している。 
救急搬送される患者の意思を事前に確認する取組についての協議の場(検討会等)の有無別

で見ると、協議の場(検討会等)が「ない」とした場合、救急搬送時における患者情報を「管轄

のどの地域でも確認できない」とした消防本部が多い傾向にあった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

図表 在宅療養中や老人ホーム入居の患者情報を救急搬送時に 

消防隊員が確認できる仕組み(一つ選択) (n=632) 

図表 患者情報を確認できることについてのメリットの有無 

(一つ選択) (n=382) 

患者情報を

確認する仕

組みがある 
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② 患者情報確認の媒体 
救急搬送時に消防隊員が患者情報を確認できる仕組みがあると回答した消防本部(n=382)

に、どのような媒体で患者情報を確認しているかたずねたところ、「患者情報等が記載されて

いる用紙(現物)のみで確認している」(92.2%)の割合が最も高く、ICT の利用は僅かである

(「ICT ツールのみで確認している」(3.4%)、「ICT ツール、患者情報記載の用紙(現物)、どち

らでも確認している」(3.1%))。 
なお、消防本部管轄下の最大市町村規模別では、差が見られなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 患者情報の記入者 

救急搬送時に消防隊員が患者情報を確認できる仕組みがあると回答した消防本部(n=382)
に、患者情報の記入者についてたずねたところ、「介護職」(56.8%)、「患者本人・患者家族」

(52.1%)の割合が高かった。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表 共有されている患者情報の確認媒体(複数選択) (n=382) 

図表 共有されている患者情報の記入者(入力者)(複数選択) (n=382) 

・自治体職員 

・施設職員」 等
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④ 実際に確認できる患者情報と、確認できることが望ましい患者情報の比較 
※ 以下、救急搬送時に患者情報を確認できる消防本部(n=382)が実際に確認できる情報を①、そ

れらの消防本部が確認できると望ましいと考えられる情報を②、回答者全体(n=632)において

確認できると望ましいと考えられる情報を③として分類している。 
 

○患者情報記入者(入力者)の情報 (複数選択) 
患者情報記入者について、実際に消防本部が救急搬送時に確認できる患者情報と、消防本部

が確認できることが望ましいと考える情報を比較すると、以下の通りである。 
多くの項目において搬送時に確認できることが望ましいと考える消防本部が多い一方で、

実際に確認できているケースが少ないことが読み取れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○患者情報記載日等の情報 (複数選択) 

患者情報記載日等の情報について、実際に消防本部が救急搬送時に確認できる患者情報と、

消防本部が確認できることが望ましいと考える情報を比較すると、以下の通りである。 
情報を起票した「情報記載日」は、確認できることが望ましいと考えられており、かつ実際

に確認できているが、「情報更新日」については、確認できることが望ましいと考えられてい

る一方、実際に確認できているケースが少ないことが分かった。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

図表 患者情報記入者(入力者)の情報(複数選択)  

図表 患者情報記載日等の情報(複数選択)  
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○患者本人の情報 (複数選択)

【「その他」(救急隊員が 
確認できる情報) 回答詳細】 
・患者バイタル

・救急要請時の状況

・ADL
・救急隊への伝言

・血液型

・保険関係情報

・生年月日

・DNAR の有無 等

患者本人の情報について、実際に消防本部が救急搬送時に確認できる患者情報と、消防

本部が確認できることが望ましいと考える情報を比較すると、以下の通りである。

「姓名や性別」、「既往症、病歴、治療経過等」、「緊急連絡先、家族情報」等については、

確認できることが望ましいと考えられており、かつ実際に確認できている。

一方、「アレルギー」、「キーパーソン」、「障害有無」、「認知症有無」、「治療等に関する患

者本人の意思」については、確認できることが望ましいとする比率が高いものの、実際に

確認できている比率が低い。特に、「治療等に関する患者本人の意思」についてはその差が

大きいが、救急搬送される患者の意思を事前に確認する取組についての協議の場(検討会

等)の有無別に見ると、協議の場(検討会等)が「ある」とした消防本部管下の市町村のほう

が、実際に情報を確認できていた。

図表 患者本人の情報(複数選択) 
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⑤ 救急搬送時に患者情報を確認できることのメリット 
救急搬送時に患者情報を確認できることに「メリットがある」と回答した消防本部(n=353)

にメリットの内容をたずねたところ、「病院収容所要時間が減少した」(55.5%)の割合が最も高

く、「搬送中の所要時間(車内収容～現発)が減少した」(46.5%)、「搬送時の病院問い合わせの回

数が減少した」(45.0%)、「搬送中の所要時間(現着～車内収容)が減少した」(41.4%)、と続き、

より効率的な救急搬送に効果があることが確認できた。 
なお、消防本部管轄下の最大市町村規模別で見ると、規模が大きい市町村を管轄する消防本

部ほど、「搬送中の所要時間(車内収容～現発)が減少した」と回答している。在宅医療・救急医

療連携においての先進取組地域でも、車内収容から現発の間で、搬送先病院を選定する際、患

者のかかりつけの病院をスムーズに確認できることで、時間短縮ができるという声が聞かれ

るが、特に搬送先として複数の病院が候補に挙がる大都市圏では、この効果が大きいことがう

かがえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【「その他」 回答詳細】 
・搬送に必要な情報取得が短縮できる 
・搬送先への情報提供が円滑にできる 
・搬送先の選定・収容依頼が円滑にできる 
・既往症・かかりつけ医の情報が取得できる 
・現場での処置が円滑にできる 
・家族・関係者への連絡が容易にできる 
・独居等意思疎通が困難な患者の情報が取得できる 等 

 

 
 

 
  

図表 救急搬送時に患者情報を確認できることのメリット詳細(複数選択) (n=353) 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 附属資料 
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1. 在宅医療・救急医療連携セミナー(第 1 部)資料 
行政説明：「在宅医療・救急医療に関する最近の動向」(厚生労働省医政局地域医療計画課) 
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講義：「Advance Care Planning に関する国内外の知見 および 松戸市ふくろうプロジェクトの進捗」 
 
 
 
 
 
 
 
  

発表者 ご所属・役職 
山岸 暁美様  慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学講座 講師  

 あおぞら診療所 在宅看護専門看護師(保健福祉博士) 
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先進事例①：「ICT を活用した地域医療の価値 長崎県_あじさいネットの取り組み」 

発表者 ご所属・役職 
松本 武浩様  長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会(あじさいネット) 理事 

 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 先進予防医学講座 医療情報学 准教授 
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先進事例②：「長岡フェニックスネットで支える高齢者の安心な暮らし」 

発表者 ご所属・役職 
長尾 政之助様  長岡市医師会(新潟県) 医師会長 
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先進事例③：「柏市における在宅医療・救急医療連携の取組み ～地域包括ケアシステムの構築をめざして～」 

発表者 ご所属・役職 
浅野 美穂子様  柏市 保健福祉部 地域医療推進課 専門監(保健師) 
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先進事例④：「鳥取県日野町における在宅医療・救急医療連携」 

発表者 ご所属・役職 
生田 直子様  日野町(鳥取県)地域包括支援センター 所長(保健師) 
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2. 在宅医療・救急医療連携セミナー(第２部)資料 
先進事例①：「ネットワークを活用した救急連携」 

発表者 ご所属・役職 
舛友 一洋様  臼杵市医師会立コスモス病院 副院長 
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先進事例②：「八王子市高齢者救急医療体制広域連絡会(八高連：はちこうれん)について」 

発表者 ご所属・役職 
田中 裕之様  八王子高齢者救急医療体制広域連絡会 会長 

 医療法人 永寿会 陵北病院 院長 
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3. 急病を中心とする救急搬送に関するアンケート調査 調査票 
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